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システムの概要 

 
再生手続支援システムは、平成１３年４月に施行された改正民事再生法に基づいて仕事に携わる、

実務家の方々の相談業務を支援することを目的として作成されました。 

個人債務者再生の手続きを行うにあたって、小規模個人再生を選択するのか、あるいは給与所得

者等再生を選択するのか、また住宅資金貸付債権の特則を利用した場合としなかった場合等、様々

な選択肢の中から、再生債務者にとって最適と考えられる再生方法を模索するためのシミュレーショ

ンを行う機能と、『再生手続開始申立書』、『債権者一覧表』、『陳述書』、『財産目録』及び『再生計画

案』等の諸帳票の作成を支援する事務処理サポートの機能、及び確定決定後の返済計画を管理す

る機能を持っています。 

 

 

再生手続支援システムのシステム構成の概要図  
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１．システムの構成 
再生手続支援システムは、大きく分けて【申立シミュレーション】と【再生計画シミュレーション】で構成さ

れています。このシステムを利用する場合、【申立シミュレーション】を行うために、まず、【申立新規作成】

で申立シミュレーションの対象となる「債務者」の入力を行わなければなりません。そして、【再生計画シミ

ュレーション】は、【申立シミュレーション】を行ったデータを対象として、【再生計画新規作成】で作成され

ていなければなりません。したがって、インストール直後に起動をした初期画面では、【申立新規作成】の

ボタンのみが有効になっています。 

【申立新規作成】で申立人のデータを「保存」すると、[申立方法の策定シミュレーション]と[陳述書デー

タの入力と印刷処理]のメニューが表示される画面が開きます。まず、シミュレーションの前提となるデータ

を入力します。[申立書＆陳述書表紙]から[負債・その他][資金繰り表]までの入力を任意の順番で行い

ます。『給与所得者等再生』を選択している場合に表示される[最低生活費算出]は[生活の状況]で入力

される家族のデータを利用しますので、入力の順番に注意しなければなりません。[添付書類一覧表]の

処理は、入力済みデータを参照してデータのセットを行う機能がありますので、一番最後に行われること

を前提としています。 

【申立シミュレーション】は、過去に処理をした申立人のデータを再度処理する場合に行う処理です。

ボタンを押して開いた画面で、対象とする「申立人」を選択し実行します。 

【再生計画新規作成】で、保存済みの[申立人]より再生計画案作成の対象とする債務者を選択し、名

前を付けて保存します。再生計画案は一人の[申立人]で複数のデータを保存することができます。新規

作成を登録すると[再生計画シミュレーション]のメニューが表示されます。「再生債権の確定処理」を行っ

た後、『小規模個人再生手続』『給与所得者等再生手続』『住宅資金特別条項』の処理を行い、『再生計

画案』へと進んで行きます。 

メインメニューにはツールとして【引直計算】【最低生活費算出】のメニューがあります。これらは、シミュ

レーションの中で行っている機能を、単体で動作するようにしたものです。一時的な計算に利用されるこ

とを想定したものですので、データの保存は一部を除いてできません。 
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２．再生ソフトのダウンロード 
初めて再生手続支援システムを利用する場合は、フルセットのインストーラをダウンロードして下さい。

ダウンロードするファイルは、「https://www.nihon-imc.co.jp/saisei/zsaisei.htm」に接続して表示さ

れるページの、「サンプル版」です。正規登録ユーザの方には、当社より「利用者登録キー」を発行しま

す。初期画面のメインメニューの「ヘルプ」の中にある「利用者登録処理」を行うと、製品版となります。

サンプル版は 45 日間の試用期間があります。また、印字処理で「サンプル版」である旨の印字がなさ

れます。 

 
 

ソフト試用の「ダウンロード」をクリック

します。 

ここをクリック 
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「ダウンロードはここをクリック」をクリッ

クします。 

 
「保存」をクリックします。 

 

※このプログラムは通常ダウンロードフォルダに保存されます。再インストール時に必要になりますの

で保管をして下さい。 

 

※ブラウザソフトによっては、自動でダウンロードフォルダに保存されるものがあります。その場合は、「ダ

ウンロードしたファイルを実行する」に進んで下さい。 

 

 
「実行」をクリックするとインストーラが起動します。 

 

ここをクリック 
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ダウンロードしたファイルを実行する 

 

 

 

ダウンロードをした「Saisei365S.exe」

をクリックし、表示された画面で「はい」

をクリックして下さい。 

 

 

 

Saisei365 の旧バージョンが存在する

場合は、左の画面が表示されますの

で旧バージョンのアンインストールを

行って下さい。 

 

スタートアップの「再生手続支援シス

テム３６５」フォルダーに削除（アンイン

ストール）があります。 
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３．再生ソフトのインストール 
ダウンロード後、「ファイルを開く」を実行した場合、あるいは「Saisei365S.exe」を実行するとインストー

ルウイザードが開始されます。 

 
 

ユーザーアカウント制御が有効になっている

場合、アクセス制御の画面が表示されますの

で「はい」をクリックして下さい。 

 
 

「次へ」ボタンをクリックします。 

 

「使用許諾契約」を読み「同意します」をチェッ

クし「次へ」ボタンをクリックします。 

 

※インストールプログラムはインストール時、「C:\ProgramData」フォルダに「imc」フォルダを作成しその

下に「Saisei1」と「AreaDB」というフォルダを作成します。インストール後に「imc」フォルダ内にあるデータ

ベースフォルダをマニュアルで移動しないようにして下さい。移動された場合、データベース管理システ

ムが、データベーステーブルの更新をできなくなり、プログラムが正常に動作しなくなる可能性がありま

す。 
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「インストール」ボタンをクリックして下さい。 

 

 
 

 

インストールが開始されます。 

 

「完了」ボタンをクリックして終了して下さい。 

[プログラムの起動]がチェックされている場

合は再生ソフトが実行されます。 

 

デスクトップに「再生手続支援システム」のア

イコンがセットされます。 

 

 

 

重要 Windows 7/8/１０で利用される場合の運用について 

7/8/10 の UAC の機能を有効にされている場合には、プログラムの起動時に、ユーザーアカウント制御

画面が常に表示されますので「許可」又は「はい」でプログラムを実行して下さい。 

UACの機能に関しては、7/8/10の資料を参照してください。 
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４．再生ソフトのアンインストール 

スタートメニューの[再生手続支援システム]にある「（削除）アンインストール」を実行するか、 

コントロールパネルの「プログラムと機能」又は「プログラムのアンインストール」を開きます。 

どちらの処理でアンインストールを行っても同様です。 

 

 

スタートメニューの[再生手続支援システム]

にある「（削除）再生手続支援システム」を実

行すると処理選択の画面が表示されます。 

 

[はい」ボタンをクリックして下さい。 

 

 

 

 
 

 

アンインストール中の画面が表示されます。 

コントロールパネルの「プログラムと機能」又は「プログラムのアンインストール」でアンインストールを行う

場合は以下の

画面が表示さ

れます。 

 

「再生手続支援システム 365」i を選択し、アンインストールをクリックします。 
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「はい」で削除を実行します。 

 

※インストール後に生成された

ファイルは削除されません。デ

ータファイルは、インストール後、

最初に起動した時点に生成され

ますのでアンインストールを行っ

ても削除されません。「再生手

続支援システム」を完全に削除

する場合には、インストール時に作成された「\imc」フォルダを、フォルダごと削除して下さい。 
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５．利用者登録と解除キー 
本システムは利用者登録をせずに 45 日間は試用することができます。インストール後、初めて起動し

たときから起算して、期間が満了するまでの間に利用者登録処理を行うと「サンプル版」という表示が消

え、製品版として利用できます。 

 

 

[利用者登録の入力を行う]ボタンをクリックすると「利用

者登録」画面が開きます。 

 

[後で行う]ボタンをクリックした場合は、初期画面のメイ

ンメニューのヘルプに[利用者登録処理]のメニューが

ありますのでそこでも行えます。 

 

 

 

【利用者登録処理】 

利用者名・登録キーは当社より連絡した内容を正確に

入力して下さい。 

利用者登録を行うと[解除キーの取得]（ユーザー認証

処理）が実行可能になります。 

 

本システムは利用者登録を行った場合、インストール後初めて起動した日から起算して、約３０日後

に解除キーの入力を要求する画面が表示されます。この表示がされるようになってから３０日以内に、

「解除キーの取得」を実行するか、解除キーを入手し入力を行って下さい。解除キーの入手は、初期画

面のメインメニューのヘルプにある[解除キーの取得][解除キーの発行要求]でもできます。 

 

[解除キーの取得]ボタンをクリックするとインターネット

経由で解除キーを即時に入手できます。 

 

[メールによる解除キーの要求]ボタンをクリックするとメ

ールソフトが起動します。メールソフトで送信処理を行っ

て下さい。当社にて内容を確認後メールにて【解除キ

ー】を連絡致します。 

 

[解除キーの入力]ボタンをクリックした場合は、次の画

面が開きますので当社より入手した【解除キー】を入力

して下さい。 

 

※解除キーは利用中のパソコンごとに発行します。他のパソコンではご利用になれません。また解除

キーの発行数は契約ライセンス数までであり、同一バージョンでのみ有効です。 

 

 

【解除キーの入力処理】 

 

解除キーは当社より連絡した内容を正確に入力して

下さい。 
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※ パソコンの変更等を行うために解除キーの返却を行った場合、そのパソコンでの継続使用は、

使用許諾契約に違反となります。無視して継続使用を行った場合には、起動回数が一定の回

数を超えると次の画面が表示され、利用ができなくなります。 

  
 
（メニューのヘルプのサブメニュー） 
解除キーの取得 

 

[解除キーの取得]をクリックすると左の画面が表示されま

す。ＯＫボタンのクリックでインターネットを経由して解除キ

ーを即時に入手します。 

 

※ウイルスソフトの設定で、インターネットを経由して解除

キーが取り込めない場合には、[解除キーの発行要求]で

入手して下さい。 

 

解除キーの発行要求 

 

[メールによる解除キーの要求]ボタンをクリック

するとメールソフトが起動します。メールソフトで

送信処理を行って下さい。当社にて内容を確

認後メールにて【解除キー】を連絡致します。 

 

なお、メールでの解除キーの発行は、手作業

で行うため日数を要します。お急ぎの場合は

「解除キーの取得」をお願い致します。 

 

解除キーの返却 

 

[解除キーの返却]をクリックすると左の画面が表示されま

す。ＯＫボタンのクリックでインターネットを経由して解除キ

ーを即時に返却します。 

 

この処理を行うと、別のパソコンで解除キーが取得できま

す。 
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解除キーに関するお願い 

本システムは、利用者登録キーを入力することによって使用期限の制限がなくなり製

品版として利用することができます。ただ、他人の利用者登録キーを入力して不正使用

をする使用者が存在したことにより、パソコンごとにユーザーを確認し特定する必要が

生じました。不正使用を放置すると、ソフトの販売によるの開発費が回収できず、開発

の継続を断念せざるを得なくなる可能性があります。一部の不正使用者のために、正規

に購入を頂いた大半のユーザーの方々にご迷惑をかけないために、「解除キー」によるユ

ーザー管理を行っています。事情をご理解頂きますようお願い申し上げます。 

 

 

解除キーの仕組みと注意事項 

１）解除キーの発行は、「利用者登録」を行われたパソコンで、過去に解除キーを取得さ

れていないか、過去に取得した解除キーを返却されている場合に行います。 

２）解除キーは、ご利用中のパソコンの「プロダクトコード」及び「コンピュータ名」

を元に生成します。従って、解除キーを取得した後でパソコンを変更したり、Windows

の種類を変更される予定がある場合には、「解除キーの返却」を必ず変更される前に行

って下さい。「解除キーの返却」を行っている場合のみ、変更後のパソコンで「解除キ

ーの取得」が行えます。 

３）「解除キーの返却」を行わずにパソコンの変更・Windowsの変更を行った場合で、解

除キーの再発行が必要になった場合は有償です。 

４）解除キーの取得後は「コンピュータ名」の変更は行わないで下さい。「コンピュータ

名」の変更を行ったために、解除キー不一致でソフトが利用できなくなった場合には、

まず「コンピュータ名」を元に戻し、「解除キーの返却」を行った後、「コンピュータ

名」を変更し、「解除キーの取得」を行って下さい。 

５）年間使用ライセンス契約が有効期限切れとなった場合、解除キーは抹消されます。 
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６．初めて利用する場合 
本システムをインストール後、初めて起動した場合には下のような初期画面が表示されます。 

 
申立人新規作成のみが押せる状態です。申立人の基礎データ・申立データが入力されると申立

シミュレーション・再生計画新規作成が有効になり、再生計画新規作成の処理がなされると、再

生計画シミュレーションが有効になります。 

 

初めて申立新規作成を押した場合、次のダイアログが表示されます。 

 

 

「ＯＫ」ボタンを押して開いた画面で、申立代理

人等の属性の入力を行って下さい。 

 

 

 

申立代理人情報はすべての申立に共通です。 

「申立書＆陳述書表紙」入力画面、メインメニューの「保守｜申

立人代理人等の属性入力」で、入力内容の変更は可能です

が、既入力のすべての申立データの【申立代理人等の属性】に

反映します。 
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７．申立新規作成 

 
 

氏名の入力 

姓名の入力時には「姓」と「名」の間はスペースで区切って下さい。苗字を判断している部分があります

ので、姓名を区切らずに入力すると、正しく処理されません。 

 

氏名で外字が必要な場合、左のボタンを押して下さい。外字入力用のダイアログ画面が開き登

録済みの外字が表示されます。 

 

外字をクリックして選択し、挿入ボタンの押下で氏名欄

に外字が挿入されます。 

 

リストに外字がない場合は当社のサポートに連絡をし

て下さい。有償（2,100 円税込み）で外字を作成致しま

す。 

 

当社の外字ファイルは Windows のユーザー定義外

字ファイルを使用しません。当社の外字ファイルは

Windows フ ォ ル ダ に あ る 「 imcgosic.tte 」

「imcmincyou.tte」です。当社の外字ファイルが不要

の場合は、環境設定の[処理方法]タブの「IMC外字フ

ァイルを使用しない」をチェックして下さい。 
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生年月日と郵便番号の入力 

生年月日と郵便番号は、最低生活費算出時の必須入力項目になります。最低生活費を算出しない場

合は特に問題はありませんが、最低生活費を算出する場合には正確に入力して下さい。なお、郵便番号

が「該当なし」と表示される場合には、郵便番号が間違っているか、郵便番号辞書が古い可能性がありま

す。郵便番号辞書の最新版を確認のうえダウンロードを行って下さい。郵便番号の変換等については、

初期画面のメインメニューのヘルプにある「郵便番号変換支援ツールの使い方について」でデモを見る

ことが出来ます。ここで入力した内容は「申立書」の印字で使用されます。 
 

ご注意 

郵便番号辞書のバージョンは、再生サポートのホームページで確認できます。なお、有償サポート契

約を結ばれていない場合にはダウンロードはできません。 

 

返済対象とする金額 

「再生債権の確定処理」画面の「利息＆損害金」で入力した金額を、「再生債権」に含めて計算するか

どうかを指定します。「元本のみ」を選択した場合は、「利息＆損害金」に入力された金額は無視されます。

ここの選択によって再生計画案の文言が変わります。 

 

「送達場所が現住所と異なる」チェックボックス 

 住所入力欄が有効になりますので、データを入力して下さい。ここで入力したデータは「申立書」で使

用されます。 

 

「書類作成者所在地を転記」ボタン 

 送達場所に書類作成者等で入力した住所が転記されます。 

 

連絡先電話番号・ＦＡＸ番号は「申立書」に印字されます。 

 

「保存」ボタンの押下で「申立シミュレーション」画面が開きます。 

 

振込口座等の入力 

弁済金の振込口座情報の入力を行います。再生計画認可決定の確定日の属する月の翌月から、弁

済金の支払管理を行う場合には、金融機関名、口座番号等の情報を入力しておきます。再生計画シミュ

レーションで毎回の弁済金額が確定した段階で、その金額に対応する振込手数料を自動計算させる場

合には、その計算基準を入力しておきます。 

 

申立人の振込口座の金融機関の手数料情報を入力し

て下さい。 

【同一行他店】 

振込先口座が申立人の振込口座の金融機関と同一

で、他の支店である場合の振込手数料の金額を、振込

金額が①１万円未満②１万円以上３万円未満③３万円

以上、のそれぞれについて入力します。 

【他行】 

振込先口座が申立人の振込口座の金融機関と違う場

合の振込手数料の金額を入力します。 

【同一店】 

振込先口座が申立人の振込口座と同一の店舗である

場合の振込手数料の金額を入力します。 

 

ファームバンキング用テキストファイルの出力が必要な

場合は、ここで依頼人情報等の入力を行ってくださ

い。  
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８．申立シミュレーション 

(1).処理対象者の選択 

申立人データ一覧画面に表示されている「申立人」より、処理をしたい対象者をクリック

によって選択します。選択すると対象者が反転表示されます。 

 
 

[新規]及び[基本・修正]ボタン 

「申立人の登録（修正）画面」が開きます。 

[申立シミュレーション画面]ボタン 

「申立シミュレーション画面」が開きます。 
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[全件表示]ボタン 

登録済みの「申立人データ」を全て表示します。 

[検索]ボタン 

 

 

検索条件を入力して、申立人を

抽出することができます。氏名に

「再生」と入力すると、「再生」とい

う文字を含む全ての人が抽出され

ます。 

 

 

【検索方法】 

入力にスペースを含む場合、検索方法にオプションを選択することができます。 

[完全一致] [ＡＮＤ] [ＯＲ]のボタンは、クリックをすると順番に切り替わります。 

（例）「再生 太郎」と入力した場合 

[完全一致] 

「再生 太郎」と完全に一致するデータのみを抽出します。 

[ＡＮＤ] 

「再生」と「太郎」の両方を含むデータを抽出します。 

[ＯＲ] 

「再生」又は「太郎」のいずれかを含むデータを抽出します。 

 

[メニュー]について 

①ファイル-編集リストより除外 

選択された「申立人データ」を、「申立人データ一覧」画面に表示しないようにします。この処理は、

表示を抑制するだけであり、データを削除するものではありません。「全件表示」又は「検索」で呼び

出して表示することができます。 

②ファイル-データベースより削除 

選択された「申立人データ」を、「申立人データベース」から削除します。この処理は、データを物

理的に削除するものであり、この処理を行うと、以降は削除したデータを再度利用することはできま

せん。この処理をされる場合には、事前にデータのバックアップを取った後にして下さい。また、削

除対象とするデータの選択は、【全件表示】ボタンを押してリストを初期化してから全件を表示して行

って下さい。 

③保守-申立人データの複製を作る 

選択された「申立人データ」の複製を作成します。 

「申立人データ一覧」の最下行の「申立人(コピー)」というデータが作成されます。 

④申立人のタックシールの印刷 

選択された「申立人データ」のタックシール（宛名ラベル）を必要枚数分印刷します。 
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(2).陳述書データの入力と印刷処理 
(A)．申立書＆陳述書表紙 

【給与所得者等再生】 

 

【小規模個人再生】 

 
 

 

選択されている裁判所の書式に

よっては、このボタンが表示され

ない場合があります。 

 

 

 

申立人のデータを「ＣＳＶ」ファイルに出力します。 

【出力される項目】 

氏名, フりガナ, 生年月日, 郵便番号, 都道府県, 現住所, 住民票上の住所, 送達場所郵便番号, 

送達場所都道府県, 送達場所住所, 連絡先電話番号, 連絡先種別, Fax番号, 事件番号, 裁判所, 

申立年月日 

 

【事件番号】 

データが未保存の場合は、処理している手続き（給与 or 小規模）に対応する事件番号（イ又はロ）が

雛形表示されます。以後に別の手続きに変更する場合は、マニュアルで変更して下さい。 

 

 
 

[申立書][陳述書]の日付を空欄で印字する場合にチェックをし

ます。ここでの指定は画面を閉じると初期設定値に戻ります。 

初期設定値は初期画面のメインメニューの「保守」の「環境設

定」で行います。「環境設定」画面の「処理方法」タブに「申立書

の・・・」「陳述書の・・・」がありますので、初期値としてチェック

が必要な項目につきチェックをします。 

 

 

[申立書][陳述書]の申立人の氏名を自署で提出す

る場合にはここにチェックを付けます。初期設定値は

初期画面のメインメニューの「保守」の「環境設定」で

行います。「環境設定」画面の「処理方法」タブに「申

立書・陳述書の・・・」がありますので、初期値としてチ

ェックが必要な場合は環境設定でチェックをします。 

この画面でのチェックは申立人ごとには保存されま

せん。 
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【東京・新潟書式】が選択されている場合には左の入

力項目が表示されます。申立書の「２（再生計画案に

ついての意見）」に印字されます。 

【もしくは・・・】は「環境設定」で初期値の設定を行い

ます。 

 [申立代理人等の区分]で司法書士が選択されて

いる場合で、かつ、【大阪書式】が選択されている

場合には左の入力項目が表示されます。申立書

の「申立人欄」に[書類作成者]を印字するか否か

を選択します。 

「環境設定」で初期値の設定を行います。 

 

【本籍等】 

 

 

【大阪書式】が選択されている

場合には左の入力項目が表示

されます。 

 

【申立代理人等の入力】 

 
 

 

[申立代理人等の区分] 

弁護士＝代理人 

司法書士＝書類作成者 

その他＝ブランク 

で印字されます。 

 

一度入力を行うと、別の申立人の処理をする

場合には、前回値が自動的にセットされます。ま

た、変更入力をした場合には、全ての申立人デ

ータで参照する「申立代理人等の区分」が変更

されます。 

 

 

 

申立代理人等の区分で弁護士を選択した場

合、「連記する代理人氏名」の入力欄が表示さ

れます。 
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(B)．職業・収入の額及び内容等 
①[給与所得者等再生]の場合 

 

 

【最高裁書式・東京書式】 

 
【東京書式】の場合のみ、「収入一覧＆主要財

産一覧」が表示されます。 

 
 

 

 

 
 

 

【大阪書式】 

[過去の職業収入等] 

自年月 自 至ボタンをクリックすると月カレン

ダーが表示されます。 

 

年 を 移 動 し

「月」をダブル

クリックすると

「年月」欄にセ

ットされます。 

「職業」はリストより選択しますが、任意の文字

列も入力することができます。 
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 ②[小規模個人再生]の場合 

 

【最高裁書式・東京書式】 

[職業]タブ 

職業選択のボタンで画面の内容が切り替わりま

す。 

 

 
【東京書式】の場合のみ、「収入一覧＆主要財

産一覧」が表示されます。 

 
 

 

 

 
 

 

【大阪書式】 

 

[職業]タブ 

職業選択のボタンで画面が切り替わります。 

<勤務している><自営業> 

 

今後の収入の見込み等で表示されている選択

ボタンの「現在と同様が継続」又は「今後右記

に変化」の文字の上にマウスカーソルを移動さ

せると、ポップアップヒントで、その詳細説明が

表示されます。 
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[過去の職業収入等] 

自年月 自 至ボタンをクリックすると月カレン

ダーが表示されます。 

 

年 を 移 動 し

「月」をダブル

クリックすると

「年月」欄にセ

ットされます。 

「職業」はリストより選択します

が、任意の文字列も入力するこ

とができます。 

 
 

[事業に関する報告書] 

現在の職業が「勤務している」であるが、

過去に「自営業」の職歴があり[事業に関す

る報告書]が必要な場合は、「自営業」で事

業関連のデータを入力後して保存し、「勤務

している」に変更して下さい。 

 

任意のページの印刷方法について 

個別印字の「職業・収入の額及び内容等」「財産目録」(大阪書式を除く)では任意のページのみの

印刷指定ができます。印刷を指定すると次のようなプリントダイアログ画面が表示されます。

（Windowsの環境によって表示される画面が同じとは限りません） 

 
 

印刷範囲で「ページ指定」を選択し、ページ範囲を入力すると任意のページを印字することができま

す。 
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(C)．生活の状況 

 

[家族関係] 

 
「追加」 家族を追加入力しま

す。 

「修正」 選択されている家族を修正します。 

「削除」 選択されている家族を削除します。 

 

上記ボタンのいずれかを押すと「家族情報入

力・修正」ダイアログ画面が開きます。 

 

 
最低生活費算出の対象外とする 

チェックした場合、入力した家族のデータは陳述書には印字さ

れますが、最低生活費算出時の家族には含まれません。 

 

「追加」で開いた場合、[姓名]

欄に苗字が表示されます。姓と

名の間はスペースで区切るよ

うに入力して下さい。もし、苗

字が表示されない場合には、申

立人本人の氏名入力で、姓と名

がスペースで区切られていな

いことが原因です。「申立人登

録・修正」で修正を行って下さ

い。 

 

[居住区分]が「別居」の場合は、

住所の情報を入力する必要が

あります。 

 

【大阪書式】

 

郵便番号は必須入力項目です。

最低生活費の算出では、ここで

入力された郵便番号と住所で、

市区町村をセットしています。

正確に入力されていない場合、

「その他」に集約されて計算さ

れますので注意して下さい。ま

た、郵便番号辞書が古い場合に

は、正しく処理されない事があ

りますので、常に最新版で利用

するようにして下さい。郵便番

号辞書は、毎月更新されていま

す。但し、有償サポート契約を

結ばれていない場合には、最新

版に更新することはできませ

ん。 

 

【大阪書式】の場合、[現在の

住居の状況]の項目の選択肢が

多くなっています。 
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【最高裁書式】【東京書式】の場合 

 
 

【大阪書式】の小規模個人再生開始申立書の陳述書の、「第１ 職業、収入の額及び内容等」

の「(7)申立人以外の家族の収入」は、ここで入力した値を印字しています。 
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(D)．最低生活費算出【給与所得者等再生】 

 

 

 

居住区分]が「別居」の場合、[住宅区分]の選

択入力が可能になります。この画面で入力す

る「住宅区分」及び弁済（支払）見込総額は

「保存」ボタンを押すことで終了時に保存され

ます。 

[居住区分]の変更を、ここで行っても変更結

果は保存されません。家族の基本属性に関

係する変更は、【生活の状況】の「家族関係」

で行った後、この画面を再度処理して下さ

い。 

 

 

画面上の上記ボタンをクリックすると右の

入力ダイアログ画面が開きます。 

 

[収入は勤労に基づいて得たものである]

がチェックされている場合のみ、【勤労必

要経費】が計算されます。 

 

 
過去 2 年間の収入等の入力を行わずに「１年間当たりの額に換算した額」に直接入力を行うことも

できます。 

 

[本人]及び[家族関

係]のデータで都道

府県・市区町村・生

年月日・居住区分

の変更はこの画面

で行ったものは「保

存」ボタンを押して

も保存されません。

家族の内容変更は

[生活の状況]で行

って下さい。【別居】

の場合の別居家族

の住宅区分の設定

は、 [家族関係 ]で

対象者を選択し 

 
修正ボタンを押して

開いた画面で行い

ます 
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弁済見込総額及び支払見込総額の入力単位は「万円単位」または「円単位」のいずれかを選択でき

ます。 

 
 

申立人個別・詳細データ入

力画面の「環境設定」の「処

理方法」タブで設定を行って

下さい。 

いずれかを選択 
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(E)．家計の状況（申立て前） 

 

 

[費目]及[金額]の入力を

行った後は、Enter キーで

入力データを確定し、

Enter キーの押下で次の

列（行）に移動して下さい。 

 

金額列では、入力した数

値は右詰めに編集表示し

ます。文字列も入力するこ

とができます。いずれの場

合も、Enter キーの押下で

次の行に移動することによ

って有効なデータとなりま

す。 

 

任意のセルのクリックで入

力セルに移動できます。 

 

 

 

【家計全体の状況】が３ヶ月分必要な場合、これをチェックす

ると[申立３ヶ月前]が入力可能になります。 

 

[２ヶ月入力の場合]は「申立１ヶ月前」の入力時に、 

[３ヶ月入力の場合]は「申立１ヶ月前」と「申立２ヶ月前」の入

力時に、この処理が可能です。 

 

[３ヶ月入力の場合]に「申立１ヶ月前」の入力時に、この処理

が可能です。 

実際可処分所得は、その月の収入(借入を除く)から、その月の支出(借入返済を除く)を減算した

差額です。ここで表示される２or３ヶ月の平均値が、再生計画シミュレーションの返済計画算出の画

面に参考表示されます。 

 

年月は、「申立２ヶ月前」の画面で日付欄をクリックして開く「年月カレンダー」で行います。 

申立日が「申立書＆陳述書表紙入力画面」で入力されている場合は、その日を基準として「申立２

ヶ月前」がセットされます。申立日が未入力の場合は、本日の属する月日が「申立２ヶ月前」にセットさ

れます。 

この年月は一度入力を行うと、申立日を変更しても自動で変更されません。この画面の年月欄をク

リックして年月の変更を行って下さい。 
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【大阪書式】 

 

印字の形式が他の書式と違いますの

で、入力画面が少し違ったものになっ

ています。 
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(F)．再生計画認可後の予測家計収支表 

 

 

[費目]及[金額]の入力を

行った後は、Enter キーで

入力データを確定し、

Enter キーの押下で次の

列（行）に移動して下さい。 

 

金額列では、入力した数

値は右詰めに編集表示し

ます。文字列も入力するこ

とができます。いずれの場

合も、Enter キーの押下で

次の行に移動することによ

って有効なデータとなりま

す。 

 

任意のセルのクリックで入

力セルに移動できます。 

 

 

 

【書式の選択方法】 

「申立人ごとの環境設

定」ボタンをクリックし、表

示された環境設定画面

の「印刷書式」タブで書

式の選択を行います。 

 

[認可後家計表] 

・最高裁 

・青森地裁 

・大分地裁 
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(G)．財産の状況 
【最高裁書式】[給与所得者等再生][小規模事業者再生]共通 

  
 

 

 
[預貯金]の入力で【東京書式】の場合のみ、左

のようなのチェックボックスがあります。 

 

【最高裁書式】で表示される、左のチェックボックスをチェックした場合、[処分

した財産]の入力が可能になり、財産目録に印字されます。チェックをしない

場合は、[処分した財産]の項目そのものが印字されません。 

[預貯金]等のリストに新規にデータを登録する場合は、「追加」ボタンを押して開いた画面で入力し

ます。入力済みデータを「修正」「削除」を行う場合には、リストに表示されているデータをクリックして

選択します。選択すると「修正・削除」のボタンが有効になりますので、「修正・削除」のボタンを押しま

す。   

【最高裁書式】[小規模事業者再生]のみ 

 

【東京書式】 

 
 

【大阪書式】 

 

 

【大阪書式】 

[欄が足りない場合の記載欄]は、環境設定の

印刷タブで処理方法が選択できます。 

選択チェックで、一定の件数を超える財産は 

１）手入力で欄外に記載 

２）次ページに記載 

１）が選択されている場合は、記載欄が表示さ

れます。 
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①[預貯金] 

 
 

【大阪書式】 

[口座種別]は、「普通預金」「定期預金」「積

立預金」「通知預金」「当座預金」「貯蓄預

金」の中から選択します。これ以外の預金を

入力する場合には、口座種別に直接入力

することができます。 

 

[払戻見込額]の金額は清算価値に反映し

ます。 

 

 

 

【最高裁・東京書式】 

[負債]は清算価値の算出上、預貯金残高

より減算を行います。 

※他の資産でも[負債]項目のあるものは

同様に扱います。 

 

②[貸付金] 

 

 

[回収の見込み]で【東京書式】【大阪書式】で

「不明」を選択された場合には、「あり」「なし」

のいずれにもチェックされません。 

 

[回収不能の理由]は【東京書式】と【大阪書

式】のみで入力できます。 
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③[積立金] 

 

[負債の入力] 

入力された金額は、清算価値を計算する時に

財産より減算されます。 

負債の額は、「債権者一覧」の「負債の入力」

画面にある[所有財産との関連付け]でリンクさ

れた債務の額が、財産の額を限度として自動

でセットされます。 

 

 

 

④[退職金] 

１／２、１／４、１／８、一定の金額未満で清算価値の

金額が０円の場合には、「０」を選択して下さい。 

[清算価値割合] 

各地裁に対応した割合

を入力します。 

 

⑤[保険] 

 

[契約日・月額保険料]は【大阪書式】

のみで入力できます。 

[保険の種類]は任意の種類を直接

入力することができます。 

[負債の入力] 

入力された金額は、清算価値を計算

する時に財産より減算されます。 

負債の額は、「債権者一覧」の「負債

の入力」画面にある[所有財産との関

連付け]でリンクされた債務の額が、

財産の額を限度として自動でセットさ

れます。 

 

 

⑥[有価証券][その他] 

 

 
【東京書式】のみの入力です。「財産目録

（一覧）」に下の入力内容が表示されます。 
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【最高裁書式】【大阪書式】では左の入力項

目が表示されます。 

 

⑦[敷金][電話加入権] 【大阪書式】以外 

 

 

【大阪書式】の場合は「賃貸

保証金」で入力して下さい。

｢清算価値算出シート｣には

「敷金」欄に金額を集計して印

字します。 

⑧[自動車等] 

 

 

【最高裁書式】は[購入時期][購入金額] 

[登録番号]は入力できません。 

 

【東京書式】は[登録番号]は入力できませ

ん。 

 

【大阪書式】は[購入時期][購入金額]は入

力できません。 

 

【負債の入力】 

入力された金額は、清算価値を計算する

時に財産より減算されます。 

負債の額は、「債権者一覧」の「負債の入

力」画面にある【所有財産との関連付け】で

リンクされた債務の額が、財産の額を限度

として自動でセットされます。 
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⑨[高価な品物] 

 

[購入金額]は【最高裁書式】及び【大阪書

式】では入力できません。 

 

[負債の入力] 

入力された金額は、清算価値を計算する

時に財産より減算されます。 

負債の額は、「債権者一覧」の「負債の入

力」画面にある【所有財産との関連付け】で

リンクされた債務の額が、財産の額を限度

として自動でセットされます。 

 

 

⑩[相続]【大阪書式以外】・[賃貸保証金] 【大阪書式】 

 
 

 

⑪[不動産]  

 
 

[備考]は【東京書式】のみの入力項目です。 

[地目/種類] 

リストに表示されていない種類については、

任意の種類、例えば「借地権付建物」等の

入力ができます。 

 

[負債の入力] 【大阪書式】は入力不可 

入力された金額は、清算価値を計算する

時に財産より減算されます。 

負債の額は、「債権者一覧」の「負債の入

力」画面にある[所有財産との関連付け]で

リンクされた債務の額が、財産の額を限度

として自動でセットされます。 

 

[不動産の場合の時価と持分について] 

時価については持分により自動計算しない

仕様になっています。 

 

[被担保債権残額]は【大阪書式】のみの入

力項目です。 
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⑫[処分した財産]【最高裁・東京書式】[公的扶助等]【東京書式】 

  

⑬[欄が足りない場合の記載欄]【大阪書式】 

 

各財産のデータ件数が多くなった場合でも

複数ページにならないように「欄が足りない

場合はここに記載して下さい」欄に集約し

て印字する機能です。 

[データの自動転記] 

印字できない項目を、記載欄に転記しま

す。転記された印字データは加工編集が

できます。 

 

この機能を利用するには、メインメニュー

の保守の「環境設定」の印刷タブで「一定

の件数を超える財産は手入力で欄外に記

載」をチェックして下さい。[左参照]デフォ

ルトでは「一定の件数を超える財産は次ペ

ージに記載」が選択されています。 

⑭[動産]【東京書式以外】・[事業設備等] 【東京書式のみ】 
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⑮[売掛金] [受取手形] 

  
[回収不能の理由][回収見込額]は【大阪書式】のみ入力可能です。 

⑯印刷帳票 

 
[財産目録]は【最高裁書式】【東京書式】【大阪書式】それぞれ独自の帳票が印字されます。 

[清算価値チェックシート]は【大阪書式】以外の書式に共通です。「負債が時価を上回る財産」の

印字方法については、【環境設定】の「印刷」タブで設定を行います。「印字しない」又は「０円で印字

する」のいずれかを選択できます。 

[収入一覧＆主要財産一覧]は【東京書式】でのみ印字が可能です。 
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(H)．債権者一覧表 

 
 

① 債権者一覧へ債権者をセットする方法 

①－１．検索条件を入力して債権者マスタより抽出する方法 

[検索]ボタンを押下すると、「債権者の検索」画面が開きます。 

 

検索抽出したいデータの抽出条

件を入力します。 

・[会社名]のみ入力で、「アイ」と入

力して検索すると「アイク」「アイフ

ル」の全件が抽出対象となりま

す。 

・[支店名] のみ入力で、「大井」と

入力して検索すると、支店名に

「大井」を含むデータが対象とな

ります。 

・[会社名]と[支店名]が入力されている場合、例えば、[会社名]＝「アイ」、[支店名]＝「大井」と入

力して検索した場合、会社名が「アイク」または「アイフル」で、支店名に「大井」を含むデータが対

象となります。 

・[都道府県]に検索条件を入力している場合、債権者マスタの本支店データに郵便番号と都道府

県コードが、正確に入力されている必要があります。 

・[検索開始]ボタンを押すと画面下に、抽出データが表示されます。 

・「抽出リスト」より対象とする債権者データを選択すると「セット」ボタンが有効になります。「セット」

ボタンを押すと「債権者一覧」にデータがセットされます。 

・[クリア]ボタンを押すと入力した項目が消去されます。[都道府県]は未指定になります。 

・「債権者登録・修正」画面では債権者があるのに、この画面で検索をしても「該当データがありま

せん」と表示される場合の原因のほとんどが、[都道府県]を検索条件に指定している時で、検索

条件に指定している都道府県と債権者マスタの都道府県が違っていることです。この都道府県は

「本支店」が所在する都道府県です。また、郵便番号が未入力であるか違っている場合も「該当

データがありません」と表示されます。 

・検索は、細かく指定すると、指定のすべてに合致するデータしか表示しないので、入力の仕方に

よってはデータが抽出されないことがあります。「会社名」＋「支店名」もしくは、「会社名」＋「都道

府県」で行う方が確実に存在の有無を確認できます。「会社名」「支店名」ともにあいまいな検索
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条件の指定を行うのがベターかも知れません。 

債権者データはあるが支店が存在しない場合 

 

 

１）「UFJ 信託銀行の XX 支店」を検索し

たが「該当なし」と表示されたため、会

社名を「UFJ」として検索し、UFJ 信託

銀行が存在することを確認しました。 

２）「UFJ信託銀行」の任意の支店をクリッ

クすると本支店新規登録ボタンが表示

されます。 

※英字検索の場合は、全角半角の違い

を区別しますので、半角で検索されな

い場合は全角で検索して下さい。 

 

 

 

３）本支店新規登録ボタンをクリックすると

左の画面が表示されますので必要項

目を入力し「登録」ボタンを押して下さ

い。登録データは債権者マスタに新規

登録され、債権者一覧画面にセットさ

れます。 

 

 

  

債権者データが存在しない場合 

 

 

１）「大阪市民」を検索すると債権者マスタ

にデータがないので「該当なし」と表示

され債権者新規登録ボタンが表示され

ます。 

 

 

 

 

 

２）債権者新規登録ボタンをクリックすると

「入力ウイザード」画面が表示されます

ので必要項目を入力し「完了」ボタンを

押して下さい。登録データは債権者マ

スタに新規登録され、債権者一覧画面

に登録データセットされます。 

 

入力方法については、13.メインメニュー

-(2)保守-(A)債権者登録・修正-②債権者

データの新規作成ウイザード画面を参照

して下さい。 
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①－２．よく使う債権者として登録してある債権者リストより抽出する方法 

[債権者の作成]ボタンを押下すると、「登録した債権者のリスト」画面が開きます。 

 

 

データを選択すると、以

下のボタンが有効にな

ります。 

[削除]ボタン 

登録リストより削除しま

す。 

 

[セット]ボタン 

「債権者一覧」に選択

データを追加します。 

 

【よく利用する債権者として登録したもの】への追加方法 

 
 

 

「債権者一覧」画面で

データを選択し、右ク

リックし、表示された

ポップアップメニュ

ーの、「登録債権者リ

ストへの追加」をクリ

ックします。 

又は、メニューの「フ

ァイル｜登録債権者

リストへの追加」をク

リックします。 

①－３．ユーザーが登録した債権者 

【ユーザーが登録した債権者】への追加方法 

 
 

 

「債権者の検索」で該

当する債権者が見つ

からない場合、「債権

者新規登録」ボタンが

表示されます。このボ

タンを押して開いた

入力ウイザードで作

成した債権者が【ユー

ザーが登録した債権

者】リストに追加され

ます。 

【ユーザーが登録した債権者】の削除方法 

「債権者登録・修正」画面のメニューの「ファイル」に[債権者(本支店)削除]メニューがあり

ますので、そこで行います。「債権者登録・修正」画面は、初期画面のメインメニューの「保

守」の「債権者登録・修正」、又は、「債権者一覧」画面の「保守」の「債権者データの保守
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処理を呼び出す」で開くことができます。 

 

②債権者の詳細入力 

入力の対象とする債権者を選択し、「詳細入力」ボタンをクリックすると「詳細入力」の画面が開き

ます。入力画面は、選択されている【書式】によって異なります。 

 
 

 

【最高裁書式】 

[発生原因]は入力した内容の改行が「発生原因」欄の

印字に反映されます。改行を入力した場合は４行目ま

でが有効です。全文字数が１２８文字を超える場合

は、改行は無視され、文字サイズ及び文字間隔が詰

めて印字されます。 

[その他の記載]は「その他の記載」欄に入力した内容

がそのまま印字されます。 

[別除権の目的]は直接内容を入力します。 

 

【東京書式】 

[債権の種類]は「貸付金」「立替金」及び「任意の種

類」を入力します。 

[金額欄１]は内容を入力すると「及びＸＸＸＸに対する」

と文字を補整して印字されます。ここでは「ＸＸＸＸ」の

部分を入力します。未入力の場合はブランクで印字さ

れます。 

[金額欄２]は入力した文字がそのまま印字されます。

年月日等の数値は、1行の文字数に制限がありますの

で、半角で入力するようにして下さい。 

[その他の記載]は「備考」欄に入力した内容がそのま

ま印字されます。 

[別除権の目的]は「なし」「抵当権」「根抵当権」「所有

権留保」「質権」より選択します。これ以外のものが必

要な場合には、直接内容を入力することができます。 

 

 

【大阪書式】 

[原因]は「1.借入」「2.物の購入」「3.保証」「4.その他」

より該当するものを選択します。選択したものの番号が

「原因」欄に印字されます。 

[原因１]「内容」の１行目に印字されます。 

[原因２]「内容」の２行目に印字されます。 

[その他の記載]はメモとして取り扱われ、印字対象に

はなりません。 

[別除権の目的]に「なし」以外の文字列を入力すると、

「別除権付債権」欄に印字されます。また、入力した文

字列が「別除権の目的である財産」欄に印字されま

す。 

[代位弁済前であることの注意書をする]をチェックす

る場合は、負債額と担保不足見込額及び代位弁済に

対応する債権番号は必須入力です。 
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【新潟書式】 

[債権の種類]は「貸付金」「立替金」及び「任意の種

類」を入力します。 

[金額欄１]は内容を入力すると「及びＸＸＸＸに対する」

と文字を補整して印字されます。ここでは「ＸＸＸＸ」の

部分を入力します。未入力の場合はブランクで印字さ

れます。 

[金額欄２]は入力した文字がそのまま印字されます。

年月日等の数値は、1行の文字数に制限がありますの

で、半角で入力するようにして下さい。 

[その他の記載]は「備考」欄に入力した内容がそのま

ま印字されます。 

 

②－２【住宅資金特別条項を定める予定がある】場合には、「入力ウイザード」にて住宅資

金の詳細入力を行います。（H-2 住宅資金の条件入力参照） 

 

[メモ]は債権者に関する備忘を入力します。印字には反映しません。 

[異議申立可能性]は「あり」「なし」のいずれかを選択します。 

[住宅資金貸付債権である]にチェックをした場合は、住宅資金として取り扱われます。また、その貸

付債権について[住宅資金貸付債権の特則の適用を受ける予定]をチェックした場合は、【申立方

法の策定シミュレーション】の「住宅資金の条件入力」に住宅資金として表示され、住宅資金の基礎

データ生成が可能になります。 

[異議申立可能性]は「あり」「なし」のいずれかを選択します。 

 

[タックシールには債権者マスタ上の会社名＆支店名を印字する]にチェックをした場合は、タックシ

ールに印字する宛先に、この画面の名称ではなく、債権者マスタ上の会社名＆支店名が印字され

ます。（例）債権者一覧の債権者名には商号変更前の会社名をカッコ書きで印字するが、タックシ

ールには現在の会社名を印字したい場合には、ここにチェックを付けます。 

 

[債権者一覧表に都道府県名を印字しない]にチェックをした場合は、債権者一覧表に印字する住

所（所在地）に、都道府県名を印字しません。（例）地方裁判所本庁所在地の都市、政令指定都市

は都道府県名は原則として不要ですので、都道府県名を印字しない場合には、ここにチェックを付

けます。 

 

【大阪書式】に関する留意事項 

住宅資金特別条項を利用せずに、住宅を手放す予定の住宅資金貸付債権については、 

１）住宅資金貸付債権者が担保権者である場合には、別除権の目的を入力し、担保不足見込額が

ある場合は、その金額を入力して下さい。 

２）住宅資金貸付債権者から保証委託を受けた保証会社が、再生債務者に対する求償権を担保す

るために、不動産に抵当権を設定している場合には、 

２）－１代位弁済が未了の場合 

住宅資金貸付債権と保証会社について、現在額及び担保見込額を入力し、保証会社につ

いては、「代位弁済前であることの注意書きをする」をチェックし、対応する「債権番号」を入力

して下さい。入力したデータは、保証会社分については、債権額・担保不足見込額ともに「０

円」と印字され、脚注に「債権番号ｎの債権の代位弁済前であるので０円となっている。代位

弁済がなされた場合には、別除権の行使により弁済が見込まれる額は XXX（負債額－担保

不足見込額）円であり、担保不足見込額はXXX（入力したもの）円となる定である」と印字され

ます。 

２）－2 代位弁済が終了している場合 
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保証会社について、現在額及び担保見込額を入力して下さい。 

 

 

入力済みの債権者一覧の債権者を、何らかの理由で変更しなければならな

い場合、債権者の変更を行うことができます。 

 

会社名・支店名等の検索条件を入力し、検索開始ボタ

ンで抽出します。変更対象の債権者をクリックで選択し

「変更」ボタンを押して下さい。 

検索をしても対象となる債権者が抽出されない場合は、

「債権者登録・修正」画面で債権者マスタにデータを登

録してから、再度この画面を開いて下さい。 

 

③[負債額]の入力-「引直計算」 

 

[負債額]ボタンを押すと左の画面が開き、「引直計

算」をする事ができます。 

 

[推定計算]等のボタンを押して開いた「引直計算」画

面において、条件入力がなされて正常に引直計算が

行われ、引直し後の債権が算出されている場合に、こ

の画面に戻ってくると、「引直後残高」欄に金額がセッ

トされます。この状態で、「引直後残高」側のラジオボ

タンをチェックし「セット」ボタンを押してこの画面を閉

じると、「負債額」欄に「引直後の金額」がセットされま

す。 

[クリア]ボタンは保存を行った「引直計算」の結果を初

期化し、違う条件での計算をできるようにします。 

※引直計算の保存は「負債の入力」画面での「保存」

で有効になります。 

 

③-1「推定計算」 

【業者計算】 【引直計算】 
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当初借入・利率・毎月返済額・現在残高・約定返済日・計算基準日を入力し、過去の返済履歴を

推計します。「当初借入」等を入力し、「計算」ボタンをクリックすると「引直計算」タブが表示されます。

「引直計算」をクリックすると、法定利率で利息計算を行い画面に表示します。 

※[現在の入力条件では、元本返済額が足りず当初借入金額まで逆算できません]と表示される

場合は、入力条件に矛盾があって計算できない場合に表示されます。「当初借入」「返済額」を確認

して下さい。 

※「計算」ボタンをクリックして表示された返済履歴データは、修正したいデータ行をクリックすること

によって開く「データの変更」画面で、[取引日][借入額][返済額][利率]の変更ができます。なお、

【業者計算】データのみ変更が可能です。 

『計算基準日』 現在残高時点の日付を入力します。 

『休日の設定』 休日とする曜日を設定します。休日には返済できません。 

[土曜・日曜・祭日][日曜・祭日]を選択した場合は、『休日処理』で指定した営業日を返済日とし

て利息計算を行います。 

[休日設定なし]を選択した場合は、約定返済日で利息計算を行います。 

『休日処理』 翌営業日・または前営業日。 

「印刷」ボタンのクリックで計算書を印字することができます。印刷の内容は開いている返済リストに

よります。【業者計算】画面を開いているときは[約定利率]で計算した計算書が印刷され、【引直計

算】画面を開いているときは[利息制限法所定の制限金利]で計算した計算書が印刷されます。「プ

レビュー」ボタンでは、印刷前に印刷内容をプレビュー画面で確認できます。 

 

③-2「推定計算【日掛】」 

当初借入・利率・毎日返済額・現在残高・約定返済日・計算基準日を入力し、過去の返済履歴を

推計します。「引直計算」をクリックすると、法定利率で利息計算を行い画面に表示します。 

『休日の設定』 休日とする曜日を設定します。休日には返済できません。 

 

③-3「繰り返し借りる」[現在残・月返済額・当初借入日より、返済履歴を推計] 

当初借入・利率・毎月返済額・現在残高・約定返済日・当初借入日・計算基準日を入力し、過去

の返済履歴を推計します。「引直計算」をクリックすると、法定利率で利息計算を行い画面に表示し

ます。 

『融資単位』は繰り返し借入をする場合の融資単位で、千円単位または万円単位を選択できま

す。 

 

③-4「返済入力」[当初借入日・返済実績を入力し、残債務を計算する] 

『入力方法』を選択し、「途中借入・返済入力」ボタンをクリックすると対応した入力画面が開きま

す。 



機能説明書 
再生手続支援システム 

日本アイ・エム・シー株式会社 

47 

 

【個別入力】 

 
 

【個別入力】は 1 行ごとに入力します。 

【一覧入力】は、「Enter」キーで入力を確

定します。また項目間移動も「Enter」キー

の押下で行います。 

【一覧入力】 

 

 

 

【一覧入力】画面のボタン 

[利率一括変換] 

業者計算の利

率の一部を変更

することができま

す。 
 

[当初借入日変更] 

 
 

  【データの変更・削除方法】 

 
対象とするデータ行をクリックする。 

 

[データの変更]画面 

 
データの変更 

データを変更後[変更]ボタンを押す。 

データの削除 

[削除]ボタンを押す。 

 

③-5「返済計画修正型」[当初借入日・月返済額より返済計画を計算し修正する] 

当初借入・利率・毎月返済額・約定返済日・当初借入日・計算基準日を入力し、当初借入日より

計算基準日までの、過去の返済履歴を推計します。「引直計算」をクリックすると、法定利率で利息

計算を行い画面に表示します。 

【業者計算】画面で、変更したい行をクリックすると、「データの変更」ダイアログ画面が開きます。

[取引日][借入額][返済額][利率]でデータを変更後、「変更」ボタンをクリックすると変更が反映され

ます。 

 

④[担保不足見込額]の入力 

「別除権の目的」が「なし」以外に選択されている場合、[担保不足見込額]に入力した金額がある

時は、この金額が「再生債権」の含まれます。入力がない場合は「再生債権」にはなりません。また、

[担保不足見込額]に金額が入力されていても、「別除権の目的」が「なし」に設定されている場合、

[担保不足見込額]に入力された金額は、再生債権の計算の上では意味を持ちません。 

 



機能説明書 
再生手続支援システム 

日本アイ・エム・シー株式会社 

48 

 

⑤[申立人所有財産との関連付け] 

 

[不動産][積立金等][自動車等][保険][高価な品物等]は、

「財産の状況」で入力する[不動産]等の入力画面の「負債」

入力項目に転記されます。「負債」の額は「時価」等の財産

の金額より減算されて「清算価値」に反映されます。 

 

[関連付けの一括クリア]ボタンは、入力した全ての負債の

「関連付け」をなかったものとします。 

 

 

[不動産との関連付け] 

「財産の状況」で入力された不動産

が「不動産リスト」に表示されます。関

連付けしたいデータをクリックすると

「リンク」ボタンが有効になります。「リ

ンク」ボタンをクリックすると、選択さ

れた不動産が「負債と関連付けされ

た不動産リスト」に移動します。関連

付けの取りやめは対象データを選択

後「解除」ボタンで行います。複数の

負債で同一の不動産と関連付けが

できます。 

ひとつの負債で、複数の不動産と関連付けすることも可能です。負債がひとつの不動産の時価

を超える場合は、残りの負債は別の不動産の負債欄にセットされます。なお、複数の負債を複数の

不動産に重複して関連付けした場合、金額のセットが正しく行えない可能性がありますので、その

場合は、「関連付けの一括クリア」を実施の上、「財産の状況」の「負債」欄に直接入力して下さい。 

 

⑥[債権者マスタの変更] 

 
 

ここでは債権者

マスタの入力項

目のうち、郵便番

号・電話番号・

FAX 番号・都道

府県・住所の変

更ができます。 

 

 

内容を変更後登録ボタンを押すと、左のダイア

ログ画面が表示されます。「はい」を押すと債権

者マスタデータは更新されます。 

※債権者マスタの変更ですので、ここで変更した内容は、このデータを参照する他の申立人の

データにも全て反映されます。なお、【名称】は変更できますが、この名称は現在処理中の「申

立人」の債権者一覧に表示するだけの名称です。したがってここでの【名称】の変更はこのデ

ータのみの変更になります。 
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⑦[再生計画案を作成後、申立シミュレーションの債権者一覧の債権額の変更を行った場合] 

再生計画シミュレーションを新規作成する場合、既入力の申立シミュレーションのデータを基に

再生計画のデータが作成されます。再生計画案の「届出債権者一覧」データは、再生計画新規作

成で、参照する申立ての「債権者一覧」のデータを基に作成されます。「申立」と「再生計画」は「１：

複数」の処理が可能になっています。再生計画の「届出債権一覧」のデータの変更は、個別の再生

計画に対してのみ反映し、他の再生計画及び申立ての「債権者一覧」に影響しません。 

再生計画案データが作成済みの場合、その作成後に申立てシミュレーションの「債権者一覧」の

債権者の債権額を変更した場合、その変更を「再生計画案」に反映させるか否かの確認ダイアログ

画面が表示されます。 

 
 

「はい」をクリックすると、この申

立人データを基に作成した再

生計画案の「届出債権一覧」

の、該当する債権者の債権額

を全て変更します。「いいえ」

をクリックした場合、「届出債権

一覧」は変更されません。 

⑧[再生計画案を作成後、申立シミュレーションの債権者一覧で債権者の追加を行った場合] 

再生計画シミュレーションを新規作成する場合、既入力の申立シミュレーションのデータを基に

再生計画のデータが作成されます。再生計画案の「届出債権者一覧」データは、再生計画新規作

作成で、参照する申立ての「債権者一覧」のデータを基に作成されます。再生計画案データが作成

済みの場合、その作成後に申立てシミュレーションの「債権者一覧」で債権者を追加した場合、そ

の追加データは自動的には「再生計画案」に反映されません。変更後の申立データを元に「再生

計画案新規作成」を行って下さい。 

 

⑨[債権者データの順番の変更] 

【ドラッグ＆ドロップによる並べ替え】  

移動したい債権者データ上でマウス

ダウンし、移動先のデータの上までマ

ウスをドラッグし、ドロップするとその位

置に債権者データが挿入されます。 

「このデータの保存場所を変更します

か」と表示されますので「はい」を選択

して下さい。「キャンセル」を選択する

と変更しません。 
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変更を行うと右のダイアログが表示されます。 

「はい」を押すと、債権者番号を表示順に付番します。

「キャンセル」を選択すると、「債権者番号をセット」ボタ

ンが有効になります。[債権者一覧表]の印刷又はプレ

ビューを行うと、強制的に「債権者番号の付番」がおこ

なわれます。この場合、「債権者番号をセット」ボタンが

無効になります。 

 

 

【項目名のクリックによる並べ替え】 

 

[氏名又は名称]等の項目名部分をクリックすると、文字列の文字コードの昇順（降順）に並び替

わります。[原因]で借入日付を入力している場合で、借入日の昇順に並べ替える時は、「１月」は

「０１月」のように数字部分の桁を２桁で揃えるように入力して下さい。 

 

⑩[同一債権者で複数の債権がある場合] 

①の方法で債権者一覧に同一の債権者を抽出し負債額を入力し保存して下さい。同一債権者

のデータは債権者一覧で連続していなければなりません。 

 

⑪[ファイル-債権者一覧リストへの追加] 

このサブメニューをクリックすると、「債権者の検索」画面が開きます。「検索」ボタンを押した場合

と同じ画面です。 

 

⑫[ファイル-対象債権者のリストからの削除] 
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債権者データを選択した状態でこのサブメ

ニューをクリックすると、選択した債権者デ

ータを「債権者一覧」から削除することがで

きます。 

※債権者名を間違えて処理をした場合

は、「負債の入力」画面の[債権者の変更]

で行うことが出来ます。 

 

⑬[ファイル-ＣＳＶファイル出力] 

このサブメニューをクリックすると、「債権者一覧」に表示されている債権者データを「CSV」形式の

ファイルに出力します。出力される項目は画面に表示されている項目「名称・郵便番号・都道府県・

住所・電話番号・負債額・住宅資金と特則選択の有無・原因・異議申述の可能性の有無・別除権の

目的・担保不足見込額・その他の記載・作成日・更新日」です。出力されたファイルは MS Excel 等

の表計算のソフトで表示加工することができます。 

 

⑭[印刷-債権者一覧表の印刷] 

【最高裁書式】Ａ４横印字、【東京書式】Ａ４縦印字、【大阪書式】Ａ３横印字 

印字書式の設定は、メインメニューの「保守」にある「環境設定」をクリックして開いた画面の「印刷」

タブで行います。初期設定は【最高裁書式】です。 

 

⑮[印刷-タックシールの印刷] 

 

【用紙】は、A4 版縦の２列６行印字のものを

基準にしています。１枚のラベルサイズは

（縦４２mm×横８４mm）であれば微調整なし

でそのまま印字できます。この規格以外の

ものでも[保守-タックシール印字位置の設

定]で印字位置の調整を行えば印字が可

能です。 

 

例：『ナナワード SHC210』株式会社東洋印

刷の用紙であればそのまま利用できます。 

【用紙位置の調整】 

プリンターによっては、印字位置全体を「右」あるいは「下」に移動させないと正しい位置に印字

できないときがあります。その場合、【右へ移動】又は【下へ移動】に移動させたい距離を「mm」単

位で入力します。例えば右に「0.6mm」移動させたい場合は、「0」を押し、続いて「.」を押し、続い

て「6」を押します。また左に「1mm」移動させたい場合は、「1」を押し、続いて「-」を押します。 

 

【印字対象データ】 

タックシールに印字する対象データは次のように決められます。 

A）対象データが未選択の場合、債権者一覧に表示されている全ての債権者が印字されます。 

B）対象データが選択されている場合は、選択されている債権者が印字されます。複数のデータ

が選択されている場合は、複数のデータが印字されます。 

[複数の任意の債権者データの選択方法] 

債権者一覧で、1 件をクリックして選択後、[Ctrl]キーを押しながら次の任意のデータをクリックす
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ることで複数の任意のデータを選択することができます。また、3件目から10件目のデータを印字

対象としたい場合には、3件目をクリックしてから[Shift]キーを押しながら 10件目のデータをクリッ

クすることで可能です。 

 

【印字対象データの改行の制御】 

タックシールに印字する「住所」「名称」は全角スペースを区切りとして改行する機能があります。

改行が必要な場合には、各チェックボックスをチェックして下さい。 

 

【バーコードの印字制御】 

タックシールの印字時に「不正なビットマップ・・・」というエラーが表示される場合は、プリンタがバ

ーコードの印字に対応していないので、バーコードの印字をしない設定にして下さい。バーコードの

印字抑制の設定は、初期画面のメインメニューの中の「保守」の「環境設定」画面の「印刷」タブにあ

る[タックシール印刷の設定]の「バーコードの印刷はしない」をチェックすることでできます。 

 

⑯[保守-債権者データの保守処理を呼び出す] 

初期画面のメインメニューの「保守」の「債権者登録・修正」をクリックした時と同じ画面が開きま

す。「検索」しても対象となる債権者が見つからない場合は、債権者を新規に入力登録し、債権者

一覧画面で再度「検索」ボタンを押して開いた画面で検索条件を入力し抽出します。 

 

⑰[保守-タックシール印字位置の設定] 

初期画面のメインメニューの「保守」の「タックシール印字位置の設定」をクリックした時と同じ画面

が開きます。 
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(H-2)．住宅資金の条件入力 

 

 

住宅資金特別条項を定める場合には「入力ウイザード」ボタンを押しま

す。 

 

 

[明細参照＆変更]ボタンでデータを入

力します。 

 

入力済みのデータである場合は処理し

た内容が表示されます。 

 

 
処理済データを参照する場合は、「返済

一覧参照」ボタンを押します。 

 

処理を行った後、計算され

た「滞納割賦元本」等の変

更が必要な場合、この「変

更」ボタンを押して開いた

画面で変更ができます。 

 

  

 

① [明細参照＆変更] 

 
 

 

新規に「住宅資金の入力ウイザード」を

使って住宅資金の滞納割賦元本等の計

算処理を行う場合は、左の画面が表示さ

れます。 

 

この入力ウイザードでは、現在の借入金

の返済計画データを生成し、そのデータ

と滞納等の状況を元に、滞納割賦元本

等の計算を行います。 
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①[滞納の有無の選択] 

約定支払に滞納があるかどうかを入力し

ます。。 

 

「滞納している」→④ 

 

「滞納していない場合」→② 

 
 

②[返済予定データ生成区分の選択] 

返済データを生成する場合は、詳細な

入力が必要です。 

 

「返済データを生成する」→④ 

 

「返済データを生成しない」→③ 

 

 
 

③[住宅資金の入力ウイザードの完了] 

 

住宅資金の滞納がなしで、約定返済を

継続して支払う場合、この簡易入力

で、期限の利益回復型の約定返済型が

セットされます。 

※滞納がない場合でも、約定返済型以

外を選択する場合には、②で「返済デ

ータを生成する」を選択して下さい。 

 

 
 

④[融資種別の選択] 

借入金の融資先を選択します。 

 

「年金住宅融資」「財形住宅融資」は未

対応です。 

 

「民間金融機関」で[２段階金利]あるいは

[ゆとり(ステップ)返済期間]がある場合

は、「住宅金融公庫」を選択して下さい。 
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[利息計算方法の選択] 

【民間金融機関のみ】 

 

・利息計算方式 

・利息端数処理 

・返済方法 

・休日処理 

 
 

[返済区分・返済日の入力] 

 

・返済区分 

  ボーナス返済の有無 

・約定返済日 

 

ボーナス返済がある場合のみ、 

・ボーナス返済月１ 

・ボーナス返済月２ 

 
 

[返済計画作成方法の選択] 

 

・借入れ当初より返済計画を作成する。 

  

・滞納直前残高より、今後の返済計画を

作成する。 

 
 

[利率及び遅延利率の入力] 

融資種別の選択で【住宅金融公庫】をチ

ェックし、返済計画作成方法の選択で

【借入れ当初より・・・】をチェックした場

合、左の画面が表示されます。 

・利率の入力 

・遅延利率の入力 

・遅延損害金の計算方式 

・ゆとり返済期間の有無 

 ゆとり返済期間中は融資期間を５０年と

して返済額を計算しますが、７５年として

計算することもできます。 
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[利率及び遅延利率の入力] 

融資種別の選択で【民間金融機関】をチ

ェックしたか、公庫融資を選択しても【滞

納直前残高】より返済計画を作成する場

合は、左の画面が表示されます。 

・利率の入力 

・遅延利率の入力 

・遅延損害金の計算方式 

 

 
 

[遅延損害金計算パターンの選択] 

・延滞後、請求失期があり、民事再生手

続きの申立を行い、再生計画の確定に

いたるパターン 

 

・延滞後、請求失期がないパターン 

 

・滞納していないパターン 

 

 
 

【滞納していない】を選択した場合 

 

[約定支払いを継続するかどうかの選択] 

・手続間の約定支払いは積立てておき、

手続き後に支払う 

 

・支払いを手続間も継続する 

 
 

【滞納していない】を選択した場合で 

【約定支払いは積立て】を選択した場合 

 

[返済積立分の遅延損害金計算パターン

の選択] 

 

・遅延損害金が手続間の遅延元本につ

いてのみ付く 

 

・遅延損害金は付かない 
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【借入れ当初より返済計画を作成する】を

選択された場合 

 

[当初借入れデータの入力] 

 

・借入年月日（ボタンをクリックします） 

・毎月返済 

・ボーナス返済（有りの場合のみ有効） 

・借入期間 

 

入力単位は万円です。 

 
 

【滞納直前残高より】を選択された場合 

 

[滞納直前の借入れデータの入力] 

 

・滞納直前残高 

・毎回返済額 

・ボーナス返済（有りの場合のみ有効） 

 

入力単位は円です。 

 
 

[計算基準日等の入力] 

 

【請求失期がない場合】 

「期限の利益の喪失日」の入力欄は表示

されません。 

 

【滞納していない場合】 

「期限の利益の喪失日」の入力欄、及び 

「滞納開始年月日」の表示欄は表示され

ません。 

 
 

[住宅資金の入力ウイザードの完了] 

 

入力データが表示されますので、確認後

但しければ「完了」ボタンを押して下さ

い。「戻る」ボタンで入力データの修正が

できます。「キャンセル」ボタンのクリック

で処理はキャンセルされ、データは保存

されることなく「住宅資金の入力」画面に

戻ります。 

「完了」ボタンでデータは保存され、返済

計画一覧が表示されます。 
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【滞納直前残高より計算】通常の場合 

前提条件 残高 返済 

毎月払 860 万円 10 万円 

ボーナ 払 860 万円 60 万円 

利率 4% 遅延利率 14% 

滞納開始日 平成 14 年 8 月 25 日 

利益喪失日 平成 14 年 10 月 3 日 

確定予定日 平成 15 年 月 23 日 

 

 
 

 

毎月返済分 

 

[滞納元本] 

返済日 返済元本 

H14/08/25 71,334 

H14/09/25 71,572 

H14/10/25 71,810 

H14/11/25 72,050 

 14/12/25 72,290 

合計(A) 359,056 

 

[失期までの約定利息] 

返済日 支払利息 

H14/08 25 28 666 

H14 09/25 28,428 

H14/10/03  ※ 7,414 

合計(B) 64,508 

※8,457,094×4%×8 日÷365=7,414 

 

 

 

[失期までの損害金] 

返済日 遅延損害金 

H14/08/25  ※ 1,067 

H14/09/25  ※ 219 

合計(C) 1,286 

※71,334×14%×39 日÷365=1,067 

71,572×14%×8 日÷365=219 

 

[確定日までの損害金] 

合計(D) 366,147 

8,600,000×14%×111 日÷365=366,147 

(10/3～1/23 の 111 日) 
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合計 

[滞納元本](A)＋(a) 

  359,056＋455,803=814,859 

[失期までの約定利息] (B)＋(b) 

64,508＋66,915=131,423 

[失期までの損害金] (C)＋(c) 

1,286＋0=1,286 

[確定日までの損害金] (D)＋(d) 

366,147＋366,147=732,294→732,295※ 

 

ボーナス返済分 

 

[滞納元本] 

返済日 返済元本 

H14/12/25 455, 03 

合計( ) 455, 03 

 

[失期までの約定利息] 

返済日 支払利息 

H14/10/03  ※ 66,915 

合計(b) 66,915 

※8,600,000×4%×71 日÷365=66,915 

 

[失期までの損害金] 

合計(c) 0 

 

[確定日までの損害金] 

合計(ｄ) 366,147 

8,600,000×14%×111 日÷365=366,147 

(10/3～1/23 の 111 日) 

 ※実際には残高は合計で計算します。ここでは、説明を分かりやすくするために「毎月残」と「ボ

ーナス残」を分けて計算しているため、端数処理で差額が出ています。 

 

【前滞納】とは滞納開始日から期限の利益喪失日までの期間です。 

【後滞納】とは期限の利益喪失日の翌日から決定の確定予定日までの期間です。 

 

【滞納直前残高より計算】失期がない場合 

前提条件 残高 返済 

毎月払 860 万円 10 万円 

ボーナス払 860 万円 60 万円 

利率 4% 遅延利率 14% 

滞納開始日 平成 14 年 8 月 25 日 

利益喪失日  

確定予定日 平成 15 年 1 月 23 日 

 
 

 

毎月返済分 

 

[滞納元本] 

通常の場合と同じ。 

合計(A) 359 056 

 

[確定日までの約定利息] 

返済日 支払利息 

H14/08/25 28,666 

H 4/09/25 28,428 

H14/10/25 2 ,190 

H14/11/25 27,950 

H14/12/25 27,710 

H15/01/23  ※ 26,190 

合計(B) 167,134 

※8,240,944×4%×29 日÷365=26,190 
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合計 

[滞納元本](A)＋(a) 

  359,056＋455,803=814,859 

[（失期）確定日までの約定利息] (B)＋(b) 

167,134＋144,197=311,331 

[失期までの損害金] (C)＋(c) 

0＋0=0 

[（失期）確定日までの損害金] (D)＋(d) 

12,337＋5,070=17,407 

[失期までの損害金] 

合計(C) 0 

 

[確定日までの損害金] 

返済日 遅延損害金 

H14/08/25  ※ 4,131 

H14/09/25  ※ 3,294 

H14/10/25  ※ 2,478 

H14/11/25  ※ 1,630 

H14/12/25  ※ 804 

合計(D) 12,3 7 

※71,334×14%×151 日÷365=4,131 

71,572×14%×120 日÷365=3,294 

71,810×14%×90 日÷365=2,478 

72,050×14%×59 日÷365=1,630 

72,290×14%×29 日÷365=804 

 

ボーナス返済分 

 

[滞納元本] 

返済日 返済元本 

H14/12/25 455,803 

合計(a) 455,803 

 

[確定日までの約定利息] 

返済日 支払利息 

H14/12/25  144,197 

合計(b) 144,197 

※12/26～1/23 の利息は計算していま

せん。 

 

[失期までの損害金] 

合計(c) 0 

 

[確定日までの損害金] 

合 (ｄ) 5,070 

455,803×14%×29 日÷365=5,070 

(12/26～1/23 の 29 日) 

  

「確定日までの約定利息」は「失期までの約定利息」欄に、 

「確定日までの損害金」は「失期までの損害金」欄に記載しています。 

 

【前滞納】とは滞納開始日から決定の確定予定日までの期間です。 
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【滞納直前残高より計算】 

・滞納していない 

・約定支払いを積立てた 

・積立てた元本に遅延損害金が付く 

 

前提条件 残高 返済 

毎月払 860 万円 10 万円 

ボーナス払 860 万円 60 万円 

利率 4% 遅延利率 14% 

計算基準日 平成 14 年 月 25 日 

利益喪失日  

確定予定日 平成 15 年 1 月 23 日 

 

 
 

 
 

 
 

 

毎月返済分 

 

[滞納（積立）元本] 

通常の場合と同じ。 

合計(A) 359,056 

 

[確定日までの約定利息] 

失期がない場合と同じ。 

合計(B) 167,134 

 

[失期までの損害金] 

合計(C) 0 

 

[確定日までの損害金] 

失期がない場合と同じ。 

合計(D 12,33 

 

ボーナス返済分 

 

[滞納（積立）元本] 

通常の場合と同じ。 

合計(A)  55,803 

 

[確定日までの約定利息] 

失期がない場合と同じ。 

合計(B) 144,197 

 

[失期までの損害金] 

合計(C) 0 

 

[確定日までの損害金] 

失期がない場合と同じ。 

合計(D) 5,070 

 

合計 

[滞納元本](A)＋(a) 

  359,056＋455,803=814,859 

[（失期）確定日までの約定利息] (B)＋

(b) 

167,134＋144,197=311,331 

[失期までの損害金] (C)＋(c) 

0＋0=0 

[（失期）確定日までの損害金] (D)＋(d) 

12,337＋5,070=17,407 

【積立て】とは計算基準日の翌月の約定支払日から決定の確定予定日までの期間です。 
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【滞納直前残高より計算】 

・滞納していない 

・約定支払いを積立てた 

・積立てた元本に遅延損害金が付かない 

 

前提条件 残高 返済 

毎月払 860 万円 10 万円 

ボーナス払 860 万円 60 万円 

利率 4% 遅延利率 14% 

計算基準日 平成 14 年 7 月 25 日 

利益喪失日  

確定予定日 平成 15 年 1 月 23 日 

 

 
 

 
 

 

 

毎月返済分 

 

[滞納（積立）元本] 

通常の場合と同じ。 

合計(A) 359,056 

 

[確定日までの約定利息] 

失期がない場合と同じ。 

合計(B) 1 7,134 

 

[失期までの損害金] 

合計(C) 0 

 

[確定日までの損害金] 

合計(D) 0 

 

ボーナス返済分 

 

[滞納（積立）元本] 

通常の場合と同じ。 

合計(A)  55,803 

 

[確定日までの約定利息] 

失期がない場合と同じ。 

合計(B) 144,197 

 

[失期までの損害金] 

合 (C)  

 

[確定日までの損害金] 

合計(D) 0 

 

合計 

[滞納元本](A)＋(a) 

  359,056＋455,803=814,859 

[（失期）確定日までの約定利息] (B)＋

(b) 

167,134＋144,197=311,331 

[失期までの損害金] (C)＋(c) 

0＋0=0 

[（失期）確定日までの損害金] (D)＋(d) 

0＋0=0 

【積立て】とは計算基準日の翌月の約定支払日から決定の確定予定日までの期間です。 
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【滞納直前残高より計算】 

・滞納していない 

・約定支払いを継続して支払う 

 

前提条 残高 返 

毎月払 860 万円 10 万円 

ボーナス払 860 万円 60 万円 

利率 4 遅延利率 14% 

計算基準日 平成 14 年 7 月 25 日 

利益喪失日  

確定予定日 平成 15 年 1 月 23 日 

 

 
 

 
 

 
 

 

毎月返済分 

 

[滞納元本] 

合計(A) 0 

 

[失期までの約定利息] 

合計(B) 0 

 

[失期までの損害金] 

合計(C) 0 

 

[確定日までの損害金] 

合計(D) 0 

 

ボーナス返済分 

 

[滞納元本] 

合計(A) 0 

 

[失期までの約定利息] 

合計(B) 0 

 

[失期までの損害金] 

合計( ) 0 

 

[確定日までの損害金] 

合計(D) 0 

 

合計 

[滞納元本](A)＋(a) 

0＋0=0 

 [失期までの約定利息] (B)＋(b) 

0＋0=0 

 [失期までの損害金] (C)＋(c) 

0＋0=0 

[確定日までの損害金] (D)＋(d) 

0＋0=0 
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【当初借入れより計算】通常の場合 

前提条件 借入金額 期間 

毎月払 1,000万円 35 年 

ボーナス払 1,000万円 35 年 

利率 3% 遅延利率 14% 

借入年月日 平成 4 年 10 月 25 日 

滞納開 日 平成 1 年 8 月 25 日 

利益喪失日 平成 14 年 10 月 3 日 

確定予定日 平成 15 年 1 月 23 日 

 

 
 

 
 

 

 

毎月返済分 

 

[滞納元本] 

返済日 返済元本 

H14/08/25 18,061 

H 4/09/25 18,106 

H14/10/25 18,151 

H14/11/25 18,196 

H14/12/25 18,241 

合計(A) 90,755 

 

[失期までの約定利息] 

返済日 支払利息 

H14/08/25 20,424 

H14/09/25 20,379 

H14/10/03  ※ 5,348 

合計( ) 46,151 

※8,133,672×3%×8 日÷365=5,348 

 

[失期までの損害金] 

返済日 遅延損害金 

H14/08/25  ※ 270 

H14/09/25  ※ 55 

合計(C) 325 

※18,061×14%×39 日÷365=270 

18,106×14%×8 日÷365=55 

 

[確定日までの損害金] 

合計(D) 347,83 

8,169,839×14%×111 日÷365=347,833 

(10/3～1/23 の 111 日) 

 

 

ボーナス返済分 

 

[滞納元本] 

返済日 返済元本 

H14/12/25 110,070 

合計(a) 110,070 

 

[失期までの約定利息] 

返済日 支払利息 

H14/10/03  ※ 47,328 

合計(b) 47,32 

※8,110,257×3%×71 日÷365=47,328 

 

 



機能説明書 
再生手続支援システム 

日本アイ・エム・シー株式会社 

65 

 

合計 

[滞納元本](A)＋(a) 

  90,755＋110,070=200,825 

[失期までの約定利息] (B)＋(b) 

46,151＋47,328=93,479 

[失期までの損害金] (C)＋(c) 

325＋0=325 

[確定日までの損害金] (D)＋(d) 

347,833＋345,297=693,130 

 

[失期までの損害金] 

合計(c) 0 

 

[確定日までの損害金] 

合計(ｄ) 34 ,297 

8,110,257×14%×111 日÷365=345,297 

(10/3～1/23 の 111 日) 

【前滞納】とは滞納開始日から期限の利益喪失日までの期間です。 

【後滞納】とは期限の利益喪失日の翌日から決定の確定予定日までの期間です。 

 

【当初借入れより計算】失期がない場合 

前提条件 借入金額 期間 

毎月払 1,000万円 35 年 

ボーナス 1,000万円 35 年 

利率 3% 遅延利率 14% 

借入年月日 平成 4 年 10 月 25 日 

滞納開始日 平成 14 年 8 月 25 日 

利益喪失日  

確 予定日 平成 15 年 1 月 23 日 

 

 
 

 

 

毎月返済分 

 

[滞納元本] 

通常の場合と同じ。 

合計(A) 90,755 

 

[確定日までの約定利息] 

返済日 支払利息 

H14/08/25 20,424 

H14/09 25 20,379 

H14/10/25 20,334 

H14/11/25 20,288 

H14/12/25 20,2 3 

H15/01/23  ※ 19,256 

合計(B) 120,924 

※8,079,084×3%×29 日÷365=19,256 

 

[失期までの損害金] 

合計(C) 0 

 

[確定日までの損害金] 

返済日 遅延損害金 

H14/08/25  ※ 1,046 

H14/09/25  ※ 833 

H14/10/25  ※ 626 

H14/11/25  ※ 411 

H14/12/25  ※ 202 

合計(D) 3,118 

※18,061×14%×151 日÷365=1,046 

18,106×14%×120 日÷365=833 

18,151×14%×90 日÷365=626 

18,196×14%×59 日÷365=411 

18,241×14%×29 日÷365=202 
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合計 

[滞納元本](A)＋(a) 

  90,755＋110,070=200,825 

[（失期）確定日までの約定利息] (B)＋(b) 

120,924＋121,653=242,577 

[失期までの損害金] (C)＋(c) 

0＋0=0 

[（失期）確定日までの損害金] (D)＋(d) 

3,118＋1,225=4,343 

 

ボーナス返済分 

 

[滞納元本] 

返 日 返済元本 

H14/12/25 110,070 

合計(a) 110,070 

 

[確定日までの約定利息] 

返済日 支払利息 

H14/12/25 121,653 

合計(b) 121,65 

※12/26～1/23 の利息は計算していま

せん。 

 

[失期までの損害金] 

合計(c) 0 

 

[確定日までの損害金] 

合計(ｄ) 1,225 

110,070×14%×29 日÷365=1,225 

(12/26～1/23 の 29 日) 

 

「確定日までの約定利息」は「失期までの約定利息」欄に、 

「確定日までの損害金」は「失期までの損害金」欄に記載しています。 

 

【前滞納】とは滞納開始日から決定の確定予定日までの期間です。 

  

【当初借入れより計算】 

・滞納していない 

・約定支払いを積立てた 

・積立てた元本に遅延損害金が付く 

前提条件 借入金額 期間 

毎月払 1,000万円 35 年 

ボーナス払 1,000万円 35 年 

利率 3% 遅延利率 14% 

借入年月日 平成 4 年 10 月 25 日 

計算基準日 平成 14 年 7 月 25 日 

利益喪失日  

確定予定日 平成 15 年 1 月 23 日 

 

 

毎月返済分 

 

[滞納（積立）元本] 

通常の場合と同じ。 

合計(A) 90,755 

 

[確定日までの約定利息] 

失期がない場合と同じ。 

合計(B) 120,924 

 

[失期までの損害金] 

合計(C) 0 

 

[確定日までの損害金] 

失期がない場合と同じ。 

合計(D) 3,118 
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【積立て】とは計算基準日の翌月の約定支払日から

決定の確定予定日までの期間です。 

 

ボーナス返済分 

 

[滞納（積立）元本] 

通常の場合と同じ。 

合計(A) 110,070 

 

[確定日までの約定利息] 

失期がない場合と同じ。 

合計(B) 121 653 

 

[失期までの損害金] 

合計(C) 0 

 

[確定日までの損害金] 

失期がない場合と同じ。 

合計(D) 1,225 

 

合計 

[滞納元本](A)＋(a) 

  90,755＋110,070=200,825 

[（失期）確定日までの約定利息] (B)＋

(b) 

120,924＋121,653=242,577 

[失期までの損害金] (C)＋(c) 

0＋0=0 

[（失期）確定日までの損害金] (D)＋(d) 

3,118＋1,225=4,343 
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【当初借入れより計算】 

・滞納していない 

・約定支払いを積立てた 

・積立てた元本に遅延損害金が付かない 

前提条件 借入金額 期間 

毎月払 1,000万円 35 年 

ボーナス払 1,000万円 35 年 

利 3% 遅延利率 14% 

借入年月日 平成 4 10 月 25 日 

計算基準日 平成 14 年 7 月 25 日 

利益喪失日  

確定予定日 平成 15 年 1 月 23 日 

 

 
 

 
 

 
 

 

毎月返済分 

 

[滞納（積立）元本] 

通常の場合と同じ。 

合計(A) 90,755 

 

[確定日までの約定利息] 

失期がない場合と同じ。 

合計(B) 120,924 

 

[失期までの損害金] 

合計(C) 0 

 

[確定日までの損害金] 

合計(D) 0 

 

ボーナス返済分 

 

[滞納（積立）元本] 

通常の場合と同じ。 

合計(A) 110, 70 

 

[確定日までの約定利息] 

失期がない場合と同じ。 

合計(B) 121,653 

 

[失期までの損害金] 

合計(C) 0 

 

[確定日までの損害金] 

合計(D) 0 

 

合計 

[滞納元本](A)＋(a) 

  90,755＋110,070=200,825 

[（失期）確定日までの約定利息] (B)＋

(b) 

120,924＋121,653=242,577 

[失期までの損害金] (C)＋(c) 

0＋0=0 

[（失期）確定日までの損害金] (D)＋(d) 

0＋0=0 

 

【積立て】とは計算基準日の翌月の約

定支払日から決定の確定予定日までの

期間です。 
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【当初借入れより計算】 

・滞納していない 

・約定支払いを継続して支払う 

前提条件 借入金額 期間 

毎月払 1,000万円 35 年 

ボーナス払 1,000万円 35 年 

利率  % 遅延利率 14% 

借入年月日 平成 4 年 10 月 25 日 

計算基準日 平成 14 年 7 月 25 日 

利益喪失日  

確定予定日 平成 15 年 1 月 3 日 

 

 
 

 
 

 
 

 

毎月返済分 

 

[滞納元本] 

合計(A) 0 

 

[失期までの約定利息] 

合計(B) 0 

 

[失期までの損害金] 

合計(C) 0 

 

[確定日までの損害金] 

合計(D) 0 

 

 

ボーナス返済分 

 

[滞納元本] 

合計(A) 0 

 

[失期までの約定利息] 

合計(B) 0 

 

[失期までの損害金] 

合計(C) 0 

 

[確定日までの損害金] 

合計(D) 0 

 

合計 

[滞納元本](A)＋(a) 

  0＋0=0 

[（失期）確定日までの約定利息] (B)＋

(b) 

0＋0=0 

[失期までの損害金] (C)＋(c) 

0＋0=0 

[（失期）確定日までの損害金] (D)＋(d) 

0＋0=0 

 

 

滞納等の状況と返済方法の関係 
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滞納の状況 請求失期 
遅延損

害金１ 

遅延損

害金２ 
返済方法 

約定返済

型 

約定返済

型以外 

滞納している あり あり あり 

一括  ○ 

分割  ○ 

一部一括  ○ 

滞納している なし あり なし 

一括  ○ 

分割  ○ 

一部一括  ○ 

滞納していない 

（積立） 
なし あり なし 

一括 ○ ○ 

分割  ○ 

一部一括  ○ 

滞納していない 

（積立） 
なし なし なし 

一括 ○ ○ 

分割  ○ 

一部一括  ○ 

滞納していない 

（継続支払） 
なし なし なし 

一括 ○ ○ 

分割  ○ 

一部一括  ○ 

遅延損害金１ 

 遅延した約定返済の元本に対しての遅延損害金 

遅延損害金２ 

 借入残高に対して計算する遅延損害金 

 

※再生計画案の「住宅資金特別条項」の「住宅資金の入力」で「約定返済型」を選択する場合に

は、入力ウイザードの「返済を滞納しているか否かの選択」で【滞納していない】が選択され「返済

データ生成の有無の選択」で【返済データを生成しない】が選択されているか、【返済データを生

成する】が選択された場合は、「遅延損害金計算パターンの選択」で【滞納していない】が選択され

ている必要があります。また、【返済データを生成する】が選択された場合は、再生計画シミュレー

ションの「住宅資金特別条項の入力」画面で、【一括返済】が選択され、かつ【期限の利益回復型】

が選択されている必要があります。【返済データを生成しない】が選択されている場合は、【期限

の利益回復型】が自動で選択されます。 

 

※入力ウイザードの終了時に、負債の額（債権者一覧の負債の入力画面で入力したもの）とウイ

ザードより算出した滞納直前の借入残高が違う場合、金額を差し替えるか否かの確認ダイアログ

画面が表示されます。 

 

債権者一覧の残高と、住宅資金の滞納直前の

残高は一致していなければなりませんので、入

力ウイザードを修正して再算出するか、債権者

一覧の金額を修正するかですが、ウイザードで

算出した滞納直前の残高に変更する場合、 

債権者一覧の残高も修正されますが、再生計画案を作成している場合には、債権者一覧画面で

金額をマニュアルで変更する等をして、再度明示的に保存処理を行わないと、住宅資金の残高は

再生計画案に反映しません。 



機能説明書 
再生手続支援システム 

日本アイ・エム・シー株式会社 

71 

 

②[返済一覧参照] 

 

 
処理済データを参照する場合は、「返済一覧

参照」ボタンを押します。 

 

左の画面が開きます。この画面は、[入力ウイ

ザード]で処理を行ったものと同じものです。 

 

③[変更] 

 

 

「入力ウイザード」の処理を行っ

た後、計算された「滞納割賦元

本」等の変更が必要な場合、こ

の「変更」ボタンを押して開いた

画面で変更ができます。 
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(I)．負債・その他 
《公租公課・事情》 

 

【最高裁書式】【東京書式】 

公租公課等の入力 

 
「種類」でリストにない場合は、入力欄に直接入力

して下さい。 

 

《債権者との訴訟の状況》 

 
 

債権者の訴訟等の入力 

 
 

[給与所得者等再生のみ] 

《過去の免責等に関する状況》 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

《履行可能性》 

 
履行可能性は「各種通知・証明書等」で Word 出

力できます。 
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《履行可能性》タブ詳細説明 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この画面に入力された

内容は、[各種通知・証

明書等]の[履行可能性]

で文書を印字するとき

に反映されます。 

 

[弁済金額シミュレーシ

ョン]を行い、データの

保存を行っていると計

画弁済総額・弁済期間・

1 ヶ月当たりの弁済額の

値を取り込むことがで

きます。 

 

住宅資金特別条項の詳

細入力画面が表示され

ます 

 

 

 

 

 

債権者一覧表に入力さ

れたデータを元に集計

された金額がセットさ

れます。 
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《公租公課・事情》【大阪書式】 

 
 

 

[公租公課等]の入力 

 
「種類」でリストにない

場合は、入力欄に直接

入力して下さい。 

 

[債権者の訴訟等]の入

力 

 

 

[再生手続開始の申立てをするに至った事情]で項目のチェックを行った場合、詳細入力が必要な項

目については、詳細入力画面が表示されます。 

 

[事業の経営に失敗したため] 

 
 

[仕事上の接待費の立替払い等] 

 
 

[住宅ローンが払えない] 

 

[他人の債務を保証したため] 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



機能説明書 
再生手続支援システム 

日本アイ・エム・シー株式会社 

75 

 

 

《処分した財産等》 

 
 

 

 

[処分した財産の入力] 

 

《債権者との訴訟の状況》 

 
 

[簡易裁判所調停の詳細入力] 

 
《過去の免責等に関する状況》 
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《履行可能性》 

 
 

 

[取り込み]ボタン 

弁済金額シミュレーション(95 ﾍﾟｰｼﾞ参照)で返済

計画の保存を行っている場合、[取り込み]ボタン

の押下で計画弁済総額に金額・期間が自動でセ

ットされます。 

 

複数の返済計画が保存されている場合は、一番

最後に保存されたデータ(右端)が反映されます。 

 

取り込んだ返済計画の期間が年で割り切れない

場合は、メッセージが表示され弁済期間は初期

値(３年間)になります。 

 

[負債総額等の入力]ボタンの押下で基準債権

額の入力画面が表示されます。 

[基準債権額の入力] 

 
 

 

[集計]ボタンの押下で、債権者一覧表のデータ

を集計して各項目に金額を自動セットします。 

金額の変更が必要な場合は、直接入力を行って

下さい。 

[住宅資金の入力] 

 

 

[住宅資金特別条項の入力]ボタンの押下で左

の入力画面が表示されます。 
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(J)．資金繰り表（大阪書式は事業収支実績表）【小規模個人再生】 
【最高裁書式】【東京書式】 

 

 

[開始年月入力]ボタンをクリック

すると入力ダイアログが開きます

ので年月を選択します。 

 
 

金額欄のデータの入力は、入力したいセルをクリックし、入力モードにしてから数値を入力します。入

力後 Enter キーを押して下さい。 

 

【大阪書式】（事業収支実績表） 

 

 

[項目名の入力] 

「項目名」ボタンをクリックすると

入力ダイアログ画面が開きます。 

 

 

 
金額の入力単位を選択します。資金繰り表・事業収支実績表の印字単位は「万円」ですが、入力単

位の違いによって以下のように印字されます。 

（例１） 万円を選択した場合 

入力値（万円） 印字（万円） 

123 123 

567 567 

（例２） 千円を選択した場合 

入力値（千円） 印字（万円） 

1234 123.4 

5670 567 

 



機能説明書 
再生手続支援システム 

日本アイ・エム・シー株式会社 

78 

 

(K)．添付書類一覧表 
[給与所得者等再生] （最高裁書式・東京地裁書式） 

《申立書＆陳述書》 

 

[小規模個人再生] （最高裁書式・東京地裁書式） 

《申立書＆陳述書》 

 
《陳述書２》 

 

《陳述書２》 

 
《財産目録１》 

 

《財産目録１》 

 
《財産目録２》 

 

《財産目録２》 
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《財産目録３》 

 

《財産目録３》 

 
《住宅資金特別条項》 

 
 

《住宅資金特別条項》 

 
 

①[入力データよりセット] 

 

 

「申立書＆陳述書」「生活の状況」「財産の状

況」等の画面で入力したデータを元に、[収入]

等の各項目に「チェック」と「説明」をセットしま

す。 

添付要否の「チェック」を補整し、必要であれば

「説明」欄に、説明文を入力します。 

「後から提出」をチェックすると、「後から提出す

る書類」欄が入力可能になりますので、必要に

応じて入力して下さい。 

②[添付書類欄及び説明欄の変更入力] 

 
データを選択後「修正」ボタンをクリックすると、データの

変更のダイアログ画面が表示されます。 

 

「添付書類」「説明」の変更箇所を入力し「保存」ボタンを押します。入力項目が選択データに反

映されます。全体の変更の反映は、「添付書類一覧表の入力・修正」画面の「保存」ボタンの押下

でデータベースに保存されます。 
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[給与所得者等再生・小規模個人再生共通] （大阪地裁書式） 

 
 

[入力データよりセット] 

 

 

「申立書＆陳述

書」「生活の状

況」「財産の状

況」等の画面で

入力したデータ

を元に、 [確認

事項]欄の各項

目に「チェック」

をセットします。 

添付要否の「チ

ェック」を補整し

て下さい。 
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(L).申立書＆陳述書等の印刷 
[給与所得者等再生] [小規模個人再生] 

【最高裁書式】 

 

【最高裁書式】 

 
【大阪書式】 

 
 

【大阪書式】 

 

 

印字方法について 

印字書式ごとに印字できる画面が異なります。 

印字書式 入力画面印字 一括印字 

最高裁書式 あり あり 

東京書式 あり なし 

大阪書式 なし あり 

 

※東京書式には一括印字の機能がありません。従って「申立書」は最高裁書式、陳述書は東

京書式ような選択をした場合、一括印字では「申立書」のみが表示されます。 

 

各書式ともに「各種通知・証明書等」ボタンを押して開いた画面で、Word 文書への出力ができま

す。 
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(M).財産状況等報告書 

 
A.報告書表紙 

 
開始決定を受けた日時の入力について 

財産状況等報告書の「開始決定を受けた日時」は、 

【申立シミュレーション】画面の、「各種通知・証明書等」ボタンを押して開いた画面にある「資料送付

請求書」ボタンを押して開いた画面の「再生手続開始決定日時」ボタンを押して開いた画面で、又は 

【再生計画シミュレーション】画面の、「再生債権の確定処理」画面のメニューの中の「資料送付請求

書」メニューを押して開いた画面の「再生手続開始決定日時」ボタンを押して開いた画面で、 

[日時]を入力し、保存ボタンを押した時にセットされます。 

 

B.報告事項 
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C.報告書（東京書式） 

[経歴・住居の状況] 

 

「追加」ボタンのクリックで表示される入力画面 

 

[再生手続開始に至った事情] 

 

[免責等の有無] 

 

[印刷指示] 

 

【新潟書式】では、「担当個 係」は表示され

ません。 
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(N).各種通知・証明書等 

 
 

[受任通知]は、「申立

代理人等の区分」に

よって、内容が異な

ります。 

 

[債権明細調査票]

は、「申立代理人等

の区分」が「司法書

士」の場合は、[債

権調査書]となり内

容が弁護士用とは

異なります。 

 

選択書式によって処

理ができない機能が

あります。 

 
 

[受理証明申請書] 

 

[債権者への通知書] 

【東京書式】の場合、再生計画シ

ミュレーションの「再生債権の確

定処理入力＆印刷」ボタンを押し

て開いた「再生債権の確定処理」

の詳細入力画面でも印字できま

す。 

 

 

 

[資料送付請求書] 

「再生債権の確定処理」画面でも

印字できます。 

「再生手続開始決定日時」は再生

計画の財産状況等報告書の「開始

決定を受けた日時」で利用されま

す。 

[初期値]ボタン押下で「日時」の

再入力ができます。 
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[振込先お尋ね書] 

 

 

[支払のご案内] 

 

 

[支払のご案内並びに振込先お尋ね

書] 
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「空欄」で印字するか否かの選択 

確定年月日、提出年月日の印字制御方法を指定します。チェッ

クしている場合は日付欄を空白で印字します。また、チェックの状

態は、印字(印刷プレビュー含む)することによって保存されます。 

 

「提出年月日」 

このデータは保存されません。この画面を開くたびに「本日」

がセットされます。変更をすると変更内容で印字されます。 

 

[確定証明書] 

 

「再生計画認可

決定日・確定年月

日」 

日付は印字(印刷

プレビュー含む)

することによっ

て保存されます。 

[弁済許可申立書] 

 
 

住宅資金貸付債権がある場合のみ印字できます。 

 

「申立の趣旨」等の文例を変更して「保存」すると、次回より「ユーザー定義」文例として

表示されます。 

 

【再生計画シミュレーションの[住宅資金特別条項の入力]画面より処理を行う場合のみ】 
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[債権の表示]の定義済み文字列について 

この画面を開くとき、又は「ユーザー定義」文例を保存した時に、[平成○○年○○月○○

日]及び[○○○]は定義済み文字列としてデータが自動的にセットされます。 

[平成○○年○○月○○日]・・・借入年月日 

[○○○]・・・債権者の名称 

 

[弁済方法]の定義済み文字列について 

文例１ 

前記約定書記載の支払い方法のとおり 

 

文例２ 

再生手続き開始後、再生計画の認可決定確定の時までの間、毎月○○日限り、金○○

○○円(但し、６月及び１２月は金○○○○円を加える) 

 

文例３ 

平成○○年○○月○○日まで損害金○○○円(平成 年 月日から平成 年 月 日

までの延滞分)、その他は前記○○○○記載の支払い方法のとおり 

文例４ 

再生手続き開始申立書添付の償還表及び○月○日付上申書記載のとおり 

 

[申立の理由]の文例 

「申立の理由」は 1 から４の全てが一括で扱われます。空白行にした場合は、その行は印

字されません。１から４の数字は、右の文字列にそのまま対応しています。１から３までの

印字が必要な場合は、４の文字列を空白行にして下さい。 

 

「ユーザー定義」文例の削除 

表示されている「ユーザー定義」文例をすべて消去し、なにも入力されていない状態で保

存を行うと、次回より「ユーザー定義」文例は表示されません。 

 

[・・・申立事件]の印字制御 

事件番号に続けて、「小規模個人再生手続申立事件」又は「給与所得者等再生手続申立事件」

の印字が必要な場合の制御ができます。 
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[住宅資金貸付債権についての報告

書] 

 

住宅資金貸付債権がある場合のみ

印字できます。 

 

 

 

 

[受任通知及び債権調査へのご協力のお願い] 

【弁護士】の場合 

 

 

【司法書士】の場合 

 

 

[債権明細調査票] 

 

区分が[司法書士]の場合、文面は違うもので出力さ

れます。 
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[意見書] 

 

意見書は債務者代理人及び再生委員用の「意見書」

の印刷処理を行います。 

 

「財産目録及び報告書」は、民事再生法 124 条 2

項の財産目録及び 125条 1項の報告書の印刷処理を

行います。 

 

 

[意見書（開始要件）代理人用] 

 

印刷書式で、申立書の選択裁判所によって表示内容

が異なります。 

 

 

[意見書（開始要件）再生委員用] 

 

印刷書式で、申立書の選択裁判所によって表示内容

が異なります。 

 

 

[意見書（認可要件）] 

 

印刷書式で、申立書の選択裁判所によって表示内容

が異なります。 
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[財産目録及び報告書] 

 

印刷書式で、申立書の選択裁判所によって表示内容

が異なります。 

 

選択裁判所によっては下記画面が表示されます。 

 
東京地裁等は申立シミュレーション画面の「財産状況

等報告書」より行ってください。 

 

 

[申立書] 

 

最高裁・大阪・東京・新潟・岡山 

 

 

[陳述書] 

 

最高裁・大阪 

 

 

[財産目録] 

 

最高裁・東京・新潟 

 

※大阪書式の財産目録の Word 出力はありません。 
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[事業に関する報告書] 

 

大阪書式で小規模個人再生を選択した場合のみ出力

できます。 

 

 

[履行可能性] 

 

最高裁・東京 

 

[履行可能性に関する陳述書] 

[再生計画履行に関する報告書] 

 

これらの印字は申立人・個別詳細データ画面の

[負債・その他]ボタンの[履行可能性]タブのデータ

を元に行います。73 頁参照 

[申立てチェックリスト] 

 

大阪書式を選択している場合の

み出力できます。 
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[積立状況等報告書] 

 

大阪書式を選

択している場

合のみ出力で

きます。 



機能説明書 
再生手続支援システム 

日本アイ・エム・シー株式会社 

93 

 

(3)．保守 
(A).入力状況のチェック 

 

申立書＆陳述書のデータ入力及び印字の進捗状

況を表示します。 

 

「添付書類一覧表」「振込先お尋ね書」は給与所得

等再生・小規模事業者再生で処理の区分を行って

います。 

 

(B)．進捗状況管理入力 
12.進捗管理 179 ページを参照して下さい。 

 

(C)．申立人ごと環境設定 
13.メインメニュー（2）保守(G)環境設定 179 ページを参照して下さい。 

 

(D)．Ｗｏｒｄ文書管理 

 
文書を選択後、[Word 起動]ボタンを押すとＷｏｒｄ文書を表

示します。変更・印刷が可能です。 

任意のＷｏｒｄ文書を、現在処理中の

申立人と関連付けて管理することが

できます。本ソフトで作成した文書を

保存し、管理する用途でも使えます。 

【文書名】 

文書の名前です。ファイルの名前を

変更せずに管理し易いように名前を

つけます。 

【PATH】 

文書のある場所 

【ファイル名】 

文書の実際のファイル名。 

 

【文書管理名】 

任意の分かりや

すい名称を入

力します。 

上述の表の【文

書名】欄に反映

されます。 
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(4)．申立方法の策定シミュレーション 
(A)．住宅資金の参照 

 

債権者リストより処理の対象としたい債

権者を選択します。選択データは反転

表示になります。入力済みのデータであ

る場合は画面右側に処理した内容が表

示されます。 

 

この画面の債権者リストに債権者を表示

するには、申立シミュレーションの債権

者一覧で債権者が登録されており、か

つ、そのデータが住宅資金の特則を定

める旨の選択が必要です。 
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 (B).弁済金額シミュレーション 

 
 

再生債権総額（基準債権総額） 

 「債権者一覧表」に入力された金額のうち、以下のデータ以外の負債額の合計。ただし、「別除

権の目的」が「なし」以外で、担保不足見込額が入力されている場合は、担保不足見込額が合計

の対象になります。「別除権の目的」が「なし」の場合は、担保不足見込額が入力されていても、

負債額が合計の対象となります。 

A）[住宅資金貸付債権の特則の適用を受ける予定]にチェックを付けたデータ 

Ｂ）「別除権の目的」が「なし」以外で、「担保不足見込額」が「０」のデータ 

 

最低弁済額 

基準債権総額が１００万円未満の場合、最低弁済額←基準債権総額 

基準債権総額が１００万円以上５００万円未満の場合、最低弁済額←１００万円 

基準債権総額が５００万円以上１５００万円未満の場合、最低弁済額←基準債権総額の２割 

基準債権総額が１５００万円以上３０００万円以下の場合、最低弁済額←３００万円 

基準債権総額が３０００万円を超え５０００万円以下の場合、最低弁済額←基準債権総額の１割 

 

清算価値 

清算価値算出シートの総額 

 

可処分所得（給与所得者等再生のみ） 

最低生活費算出で計算した、「可処分所得額の２年分」の額 

 

返済総額 

給与所得者等再生の場合 

  （最低弁済額・清算価値・可処分所得）のうち、基準債権総額を超えないで一番大きい金額 
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小規模個人再生の場合 

  （最低弁済額・清算価値）のうち、基準債権総額を超えないで一番大きい金額 

 

算出返済総額 

返済総額×(１－免除率) 

 

再生債権等の変更によるシミュレーション機能 

以下の項目は、この画面で金額の変更が可能です。 

１）再生債権総額 ４）返済総額 

２）清算価値  ５）算出返済総額 

３）可処分所得 

「再生債権総額」を変更した場合、「最低弁済額」が計算され、「返済総額」が改定されます。 

「清算価値」及び「可処分所得」を変更した場合、「返済総額」が改定されます。 

「返済総額」を変更した場合、あるいは改定された場合は、「算出返済総額」が再計算され「返済

方法」に対応して「毎月」「ボーナス」の返済額が計算されます。 

 

滞納元本等の変更によるシミュレーション機能 

以下の項目は、この画面で金額の変更が可能です。 

１）滞納元本 

２）失期までの利息・・・失期までの約定支払利息 

３）失期までの損害金・・・滞納元本の失期までの遅延損害金 

４）失期以降損害金・・・残元本の確定予定日までの遅延損害金 

 

この画面のボタン等の機能説明 

 

表示されている画面のデータを「シミュレーション」にセットします。セットできる

シミュレーションデータの件数に制限はありませんが、表示できる件数は９件で

す。 

 

シミュレーション画面にされているデータを表示する画面が開きます。最大９

件のデータが表示されます。１０件目以降のデータは、９件目までのデータを

削除することによって繰り上げられて表示されます。 

 

「シミュレーション」にセットされている全てのデータをデータベースに保存しま

す。保存データがある場合、画面に初期表示されるデータは、一番最後に

「追加」し「保存」したものが表示されます。なお、保存データがない場合は、

「陳述書データ」等よりの値がセットされます。 

 

「シミュレーション結果参照」画面で「復元」されたシミュレーションデータをこの

画面で変更後、元の位置にセットする場合にこのボタンを押します。 

 
チェックされている「申立種別」で返済総額を計算し、各データを算出します。 

 
チェックをすると住宅資金のうち、担保不足額を再生債権総額に加算して返済総額を計算し、各

データを算出します。 

「新規データを表示」 弁済計画が保存されていない状態 

「ｎ件目のデータを表示」 一番最後に保存した弁済計画を表示している状態 

※ 参照ボタンを押して表示される画面で列をクリックしてから復元ボタンを押すと表示データが変

わります。 

この画面で「Ｃｔｒｌ」キーを押しながら「Ｐ」キーを押すと、画面のハードコピーのプレビュー画面が表

示されます。「印刷」ボタンの押下で画面のプリントアウトできます。 

 



機能説明書 
再生手続支援システム 

日本アイ・エム・シー株式会社 

97 

 

シミュレーションの例 

①前提条件 

再生債権総額 3,368,000  住宅資金総額 17,200,000  利率 

最低弁済額 1,000,000 担保不動産時価 16,000,000 4% 

清算価値 340,105 滞納元本 814,859  

可処分所得 192,700 失期までの約定利息 131,423 遅延利率 

返済総額 1,000,000 失期までの損害金 1,286 14% 

算出返済総額 1,000,297  確定日までの損害金 732,295   

②入力したデータの計算過程 

 
 

[小規模個人再生]をクリックした

場合、「可処分所得」は返済総

額算出の対象から除外されま

す。 

免除率＝（再生債権総額－返

済総額）÷再生債権総額 

70.3%=(3,368,000-1,000,000) 

÷3,368,000 

算出返済総額＝再生債権総額

×（１－免除率） 

1,000,297=3,368,000×29.7% 

 

[毎月返済] 

1,000,297 円÷36 回＝ 

 27,786.027・・・27,786 円 

※ここでは端数は切り上げてい

ます。 

 

[毎月＆ボーナス返済] 

1,000,297 円×80%÷36 回＝ 

 22,228.822・・・22,228 円 

1,000,297 円×20%÷6 回＝ 

 33,343.233・・・33,343 円 

 

[住宅資金特別条項を定めない]をチェックした場合 

 

 

17,200,000－16,000,000＝1,200,000 円 

住宅資金総額－担保不動産時価の差額が再生債権総

額に加算されます。 

3,368,000 円＋1,200,000 円＝4,568,000 円 

再生債権総額が「１００万円以上５００万円未満」の条件

内にありますので、最低弁済額は１００万円のまま変わり

ません。 

 

加算される「住宅資金総額－担保不動産時価の差額」

が２００万円の場合は、再生債権総額が、 

５３６万円となり最低弁済額が1,073,600円になりますの

で、返済総額も 1,073,600 円になります。それにつれ

て、毎月（回）返済額も再計算されます。 

[住宅資金特別条項を定めない]をチェックしない場合 
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住宅資金の返済方法を選択し返済額をシミュレーション

します。返済方法は以下のものが選択できます。そのま

ま型・同意型は処理できません。 

[期限の利益回復型] 

３年から５年の期間より選択します。 

[返済期間延長型] 

１０年未満（完済時７０歳までの期間）の延長期間を入力

します。 

[元本据置型] 

据置く元本の率・据置期間と延長期間を入力します。 

延長期間は、１０年未満（完済時７０歳までの期間）の制

限があります。 

【期限の利益回復型】  

 

 [滞納元本に対する利息] 

滞納元本：814,859 円を 利率：４％ 期間：６０月の条件で、

元利均等返済月額：15,007円を算出し、（15,007×60月）で

一般弁済期間中の支払い総額：900,420 円を計算し、その

総額と滞納元本の差額（900,420－814,859）を利息として表

示しています。 

[弁済額の総額] 

滞納元本：814,859円＋失期までの約定利息：131,423円＋

失期までの損害金：1,286 円＋確定日までの損害金：

732,295 円＋85,561 円＝1,765,424 円 

一般弁済期間中の返済額 

[毎月払い] 

弁済額の総額：1,765,424 円×50%÷60 月＝14,712 円 

[ボーナス時払い] 

弁済額の総額：1,765,424 円×50%÷10 月＝88,271 円 

 

一般弁済期間を４８月とした場合 

[滞納元本に対する利息] 

滞納元本：814,859 円を 利率：４％ 期間：４８月の条件で、

元利均等返済月額：18,399円を算出し、（18,399×48月）で

一般弁済期間中の支払い総額：883,152 円を計算し、その

総額と滞納元本の差額（883,152－814,859）を利息として表

示しています。 

[弁済額の総額] 

滞納元本：814,859円＋失期までの約定利息：131,423円＋

失期までの損害金：1,286 円＋確定日までの損害金：

732,295 円＋68,293 円＝1,748,156 円 

一般弁済期間中の返済額 

[毎月払い] 

弁済額の総額：1,748,156 円×50%÷48 月＝18,210 円 

[ボーナス時払い] 

弁済額の総額：1,748,156 円×50%÷8 月＝109,260 円 
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ボーナス割合を３０％とした場合 

一般弁済期間中の返済額 

[毎月払い] 

弁済額の総額：1,748,156 円×70%÷48 月＝25,494 円 

[ボーナス時払い] 

弁済額の総額：1,748,156 円×30%÷8 月＝65,556 円 

 

 

 

 

[約定の支払]は一般弁済期間中も支払います。 

【期間延長型】

 

[返済期間中に均等返済する遅延損害金等] 

失期までの約定利息：131,423 円＋失期までの損害金：

1,286 円＋確定日までの損害金：732,295 円＝865,004 円 

延長後の返済期間 178月←延長前 96月＋延長期間 82月 

865,004×50%÷178 月＝①2,430 円 

残元本：17,200,000 円×50%を 利率：４％ 期間：178 月の

条件で、元利均等返済月額：②64,135 円を算出 

[毎月払い] 

①2,430 円＋②64,135 円%＝66,565 円 

865,004×50%÷(178 月/6)＝③14,914 円 

ボーナス回数(178 月/6)で元利均等返済月額：④393,694

円を算出 

[ボーナス時払い] 

③14,914 円＋④393,694 円＝408,608 円 

[延長前の約定]は参考表示です。 
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【元本据置型】

 

据置期間中の弁済額 

[据置期間中の返済元本]：9,600,000 円 

[据置期間経過後の返済期間]： 

118 月←延長前 96 月＋延長期間 82 月－据置期間 60 月 

[据置期間中の返済元本](据置率適用後)： 

4,800,000←9,600,000 円×据置率 50% 

残元本：4,800,000 円×50%を 利率：４％ 期間：60 月の条

件で、元利均等返済月額：①44,200 円を算出 

[据置期間中の利息] 

対象元本：12,400,000 円←残元本：17,200,000 円－据え置

かない元本 4,800,000 円 

利息：②20,383 円←12,400,000 円×50%×4%×30÷365 

[毎月払い] 

①44,200 円＋②20,383 円＝64,583 円 

[ボーナス時払い] 

③267,184 円＋④122,301 円＝389,485 円 

 

据置期間後の弁済額 

[遅延損害金等の分割返済額] 

失期までの約定利息：131,423 円＋失期までの損害金：

1,286 円＋確定日までの損害金：732,295 円＝865,004 円 

865,004×50%÷118 月＝①3,666 円 

対象元本：12,400,000 円×50%を 利率：４％ 期間：118 月

の条件で、元利均等返済月額：②63,638 円を算出 

[毎月払い] 

①3,666 円＋②63,638 円＝67,304 円 

[ボーナス時払い] 

③22,764 円＋④395,447 円＝418,211 円 
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③返済予定データ 

 
返済予定データの内訳 

 1 年目 ４年目 6 年目以

降 

再生債権 27,786 0 0 

住宅資金 滞納元本等 14,712 14,712 0 

 約定返済 100,000 100,000 100,000 

月支払額合計 142,498 114,712 100,000 

再生債権 0 0 0 

住宅資金 滞納元本等 88,271 88,271 0 

 約定返済 600,000 600,000 600,000 

ボーナス支払額合計 688,271 688,271 600,000 

年間支払額合計 3,086,518 2,753,086 2,400,000 

 

毎月(回)の金額欄にマウスカーソルを移動す

ると金額の内訳が参照できます。 
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コンボボックスの選択で任意の「Ｎ年目」を参照することができま

す。 

 

 

 

条件の変更 

 変更前 変更後 

再生債権の返済期間 36 回 44 回 

住宅資金の一般弁済期間 60 月 50 月 
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返済予定データの内訳 

 1 年目 ４年目 ５年目以降 

再生債権 22,734 22,734 0 

住宅資金 滞納元本等 17,510 17,510 17,510 

 約定返済 100,000 100,000 100,000 

月支払額合計 140,244 140,244 117,510 

再生債権 0 0 0 

住宅資金 滞納元本等 105,060 105,060 0 

 約定返済 600,000 600,000 600,000 

ボーナス支払額合計 705,060 705,060 600,000 

年間支払額合計 3,093,048 3,002,112 2,435,020 
 

 

 

 

5年目以降欄の「住宅資金・滞納元本等」は、一般弁済期間が50月であり、４年目（48月）で完済し

ている計算です。 

 

1 年目の年額 

140,244 円×12 回＋705,060 円×2 回＝3,093,048 円 

４年目の年額 

22,734 円×8 回＋117,510×12 回＋705,060 円×2 回＝3,002,112 円 

    ※8 回←再生債権の返済期間 44 回－4 年目までの返済済期間 36 回 

５年目の年額 

17,510 円×2 回＋100,000×12 回＋600,000 円×2 回＝2,435,020 円 

    ※2 回←住宅の返済期間 50 回－5 年目までの返済済期間 48 回 
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住宅資金特別条項を定めない場合 

 
 

返済予定データの内訳 

 1 年目 ４年目 ５年目以降 

再生債権 22,736 22,736 0 

住宅資金 滞納元本等 0 0 0 

 約定返済 0 0 0 

月支払額合計 22,736 22,736 0 

再生債権 0 0 0 

住宅資金 滞納元本等 0 0 0 

 約定返済 0 0 0 

ボーナス支払額合計 0 0 0 

年間支払額合計 272,832 181,888 0 

 

1 年目の年額 

22,736 円×12 回＝272,832円 

４年目の年額 

22,736 円×8 回＝181,888円 
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 ④シミュレーションデータ参照 

 
 

「直近 5 年のシミュレーション」画面で「追加」ボタンをクリックすると、シミュレーションデータとしてこの

画面に追加されます。「参照」ボタンをクリックすると、この画面にシミュレーションデータが一覧表示さ

れます。 

この画面の任意の「列」をクリックすると、「Ｎ列目のデータが選択されています」と表示され、下記の各

ボタンが有効になり、選択した列データに対して「削除」等の処理ができるようになります。 

 

 

選択したシミュレーションデータが削除されます。但し、削除が有効になるのは、

「直近 5 年のシミュレーション」画面（呼元画面）で「保存」ボタンを押した場合で

す。 

 
選択したシミュレーションデータが、「直近 5 年のシミュレーション」画面（呼元画

面）にセットされます。データを変更し、上書きすることができます。 

 

 

 

「返済額算出シート」の印刷プレビュー画面が開きま

す。 

 

 

 

「返済額算出シート」の印刷処理を行います。 

この画面で「Ｃｔｒｌ」キーを押しながら「Ｐ」キーを押すと、画面のハードコピーのプレビュー画面が表

示されます。「印刷」ボタンの押下で画面のプリントアウトできます。 
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 ⑤返済総額算出シートの印刷 

 

[分割返済額試算表]の印字方法を選択します。 

 

このダイアログ画面は印刷の都度表示されますが、「今

後このメッセージを表示しない」をチェックすると、以後

の処理は選択した印字方法で処理され、ダイアログ画

面は表示されません。印字方法を変更したい場合に

は、[環境設定]の「処理方法」タブにある「返済額算出シ

ートの印字方法・・・表示する」をチェックして下さい。 

 

[分割返済額試算表]の印字方法について 

 実際の返済計画表の数字から逆算する。(特殊) 返済総額算出シートのとおりに算出する（通常）  

① 第２の２の額 第２の２の額 

② ④＋⑤ ①÷返済期間×１２ 

④ 返済一覧表の「毎月」×１２ ②×（１－ボーナス割合） 

⑤ 返済一覧表の「ボーナス」×２ ②－④ 

⑦ 返済一覧表の「毎月」「ボーナス」の額 ④÷１年間の分割の回数 

※裁判所の要求で印字方法を切り分けて下さい。 



機能説明書 
再生手続支援システム 

日本アイ・エム・シー株式会社 

107 

 

９．再生計画新規作成 
 申立シミュレーションのデータを元に、新たに再生計画案の作成及び再生計画のシミュレーションを行

う場合には、初期画面の「再生計画新規作成」ボタンを押します。 

 

 

[戻る]ボタン 

 初期画面に戻ります。 

[全件表示]ボタン 

 「申立人データ」を全て表示します。 

[検索] 

 「申立人データ」を検索条件で抽出し表示

します。 

[次画面] 

 新規の「再生計画データ」に名前を付けま

す。 

 

申立人の件数が少ない場合は、[全件表示]

ボタンを押して下さい。 

 

 

 

申立人リストに表示されている「申立人」より

再生計画シミュレーションの対象となるデー

タをクリックして選択状態にします。[次画面]

ボタンが有効になりますのでクリックします。 

 

 

 

再生計画の対象となる「申立人」データに名

称を付けます。申立データを基礎として、再

生計画案申請データを複数登録できます。 

 

例．「再生一郎 給与所得者等再生」 

「再生一郎 小規模個人再生」 

 「再生一郎 ２回目」 

 等、一人の申立人で再生計画案別に。 

  

「登録」ボタンをクリックすると再生計画シミュレーションのメニュー画面が開きます。 
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10．再生計画シミュレーション 

(1).申請データの選択 

 
申立人データ一覧画面に表示されている「申立人」より、処理をしたい対象者をクリックによって選択

します。選択すると対象者が反転表示されます。 

 
[編集リストより除外]ボタン 

選択された「申請データ」を、「申請データの選択」画面に表示しないようにします。この処理は、表

示を抑制するだけであり、データを削除するものではありません。「全件表示」又は「検索」で呼び出し

て表示することができます。 

 

[シミュレーション画面]ボタン 

「再生計画シミュレーション画面」が開きます。 
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[全件表示]ボタン 

登録済みの「申請データ」を全て表示します。 

 

[検索]ボタン 

 

 

検索条件を入力して、申請

データを抽出することができま

す。氏名に「再生」と入力する

と、「再生」という文字を含む全

ての人が抽出されます。 

 

 

 

[メニュー]について 

①ファイル-編集リストより除外 

選択された「申請データ」を、「申請データの選択」画面に表示しないようにします。この処理は、表

示を抑制するだけであり、データを削除するものではありません。「全件表示」又は「検索」で呼び出し

て表示することができます。 

②ファイル-データベースより削除 

選択された「申請データ」を、「申請データベース」から削除します。この処理は、データ物理的に

削除するものであり、この処理を行うと、以降は削除したデータを再度利用することはできません。 

③申請名称の変更 

選択された「申請データ」の名称を変更します。 

 

④管理対象の変更 

選択された「申請データ」の、「返済予定管理」の区分を変更（する⇔しない）します。 

 

[申請名称]欄のイメージ 

 債務に住宅資金があります。 

 返済計画シミュレーションが未処理です。 

 「給与所得者等再生」の返済計画シミュレーションで保存処理がなされました。 

 「小規模個人再生」の返済計画シミュレーションで保存処理がなされました。 

 

[進捗状況]欄 

基本のみ 再生計画新規作成後ﾐ処理です。 

再生債権確定済 再生債権の確定画面が開かれました。 

返済計画処理済 返済計画シミュレーション画面で保存処理が実行されました。。 

返済一覧処理済 返済計画の調整画面で保存処理が実行されました。 

再生計画出力済 再生計画案が印字されました。 

 

[管理対象]欄 

「環境設定」の「処理方法」タブの「返済予定管理要否の選択ダイアログを表示する【管理する】」が

チェックされている場合で、「返済額の調整」画面のデータ保存時に、「管理対象とする」を選択し

た場合、「★」が表示されます。「管理対象」としたデータは、返済期日の１０日以内になるとリストア

ップされます。 

「☆」が表示されているデータは、「進捗状況管理入力」で、管理項目を選択入力し保存したデー

タです。 
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(2).再生債権の確定処理＆清算価値 
(A).再生債権の確定処理入力＆印刷 

 
再生債権の確定処理画面に表示されている「債権者」より、処理をしたい債権者をクリックによって選

択します。選択すると対象データが反転表示されます。帳票等の印字処理で複数の債権者データを

まとめて処理したい場合は、複数のデータを選択します。 

【範囲による複数選択】 

対象としたい先頭の債権者をクリックで選択し、Shift キーを押しながら、選択対象の最後尾をクリック

すると、その範囲の全ての債権者が選択されます。 

【個別指定ごとの複数選択】 

Ctrl キーを押しながら、債権者をクリックすると、クリックしたデータが選択対象に追加されます。 

 
 
[詳細入力]ボタン 

再生債権の詳細を入力する画面を開きます。画面は各書式によって違うものが表示されます。 

【最高裁書式】 【東京書式】 【大阪書式】 

   
入力画面及び印刷書式は、「環境設定」の「印刷書式」タブの「その他」の設定です。 
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[負債額再セット]ボタン 

再生債権の確定処理画面で変更した負債（元金）の額を、申立シミュレーションで入力した額に再

セットします。 

 
[タックシール印刷]ボタン 

 

【用紙】は、A4 版縦の２列６行印字のも

のを基準にしています。１枚のラベルサ

イズは（縦４２mm×横８４mm）であれば

微調整なしでそのまま印字できます。こ

の規格以外のものでも[保守-タックシー

ル印字位置の設定]で印字位置の調整

を行えば印字が可能です。SHARP 書

院シリーズA4 １２面の用紙であればそ

のまま利用できます。 

 

例：『ナナワーSHC210』株式会社東洋

印刷 

 

 

【用紙位置の調整】 

プリンタによっては、印字位置全体を「右」あるいは「下」に移動させないと正しい位置に印字で

きないときがあります。その場合、【右へ移動】又は【下へ移動】に移動させたい距離を「mm」単

位で入力します。例えば右に「0.6mm」移動させたい場合は、「0」を押し、続いて「.」を押し、続

いて「6」を押します。また左に「1mm」移動させたい場合は、「1」を押し、続いて「－（マイナス）」

を押します。 

 

【印字対象データ】 

タックシールに印字する対象データは次のように決められます。 

A）対象データが未選択の場合、債権者一覧に表示されている全ての債権者が印字されます。 

B）対象データが選択されている場合は、選択されている債権者が印字されます。複数のデータ

が選択されている場合は、複数のデータが印字されます。 

 

【バーコードの印字制御】 

タックシールの印字時に「不正なビットマップ・・・」というエラーが表示される場合は、プリンタが

バーコードの印字に対応していないので、バーコードの印字をしない設定にして下さい。バーコ

ードの印字抑制の設定は、初期画面のメインメニューの中の「保守」の「環境設定」画面の「印刷」

タブにある[タックシール印刷の設定]の「バーコードの印刷はしない」をチェックすることでできま

す。 

 

 

[検索]ボタン 

届出債権者に新たに債権者を追加する必要がある場合には、債権者マスタより「再生債権の確定

処理」画面に債権者を抽出します。 

 [検索]ボタンを押下すると、「債権者の検索」画面が開きます。 



機能説明書 
再生手続支援システム 

日本アイ・エム・シー株式会社 

112 

 

 

 

検索抽出したいデータの抽出条件を入力します。 

 

・[会社名]のみ入力で、「アイ」と入力して検索すると

「アイク」「アイフル」の全件が抽出対象となります。 

・[支店名] のみ入力で、「大井」と入力して検索す

ると、支店名に「大井」を含むデータが対象となり

ます。 

 

※都道府県を未入力状態にするには、[クリア]ボタ

ンを押して下さい。 

 

・[会社名]と[支店名]が入力されている場合、例えば、[会社名]＝「アイ」、[支店名]＝「大井」と入

力して検索した場合、会社名が「アイク」または「アイフル」で、支店名に「大井」を含むデータが対

象となります。 

・[都道府県]に検索条件を入力している場合、債権者マスタの本支店データに郵便番号と都道府

県コードが、正確に入力されている必要があります。 

・[検索開始]ボタンを押すと画面下に、抽出データが表示されます。 

・「抽出リスト」より対象とする債権者データを選択すると「セット」ボタンが有効になります。「セット」

ボタンを押すと「「再生債権の確定処理」画面にデータがセットされます。 

・「再生債権の確定処理」画面を閉じる時点で、[詳細入力]画面で「保存」処理をされたデータの

みが「届出債権者一覧」に登録されます。 

 
債権者データはあるが支店が存在しない場合 

 

 

１） 三菱 UFJ 信託銀行を検索した

が、対象としたいの支店が存在し

ない場合は、表示されている任

意の支店をクリックして下さい。す

ると本支店新規登録ボタンが表

示されます。 

 

 

 

２） 本支店新規登録ボタンをクリック

すると左の画面が表示されます

ので必要項目を入力し「登録」ボ

タンを押して下さい。登録データ

は債権者マスタに新規登録さ

れ、再生債権の確定処理画面に

セットされます。 
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債権者データが存在しない場合 

 

 

１） 「大阪市民」という会社名を持つデータが、債

権者マスタに存在しない場合に「大阪市民」を

検索すると、「該当なし」と表示され債権者新

規登録ボタンが表示されます。 

 

 

 

 

２） 債権者新規登録ボタンをクリックすると「入力ウ

イザード」画面が表示されますので必要項目

を入力し「完了」ボタンを押して下さい。登録デ

ータは債権者マスタに新規登録され、再生債

権の確定処理画面に登録データセットされま

す。 

 

※入力ウイザードの詳細は債権者データの新規

作成ウイザード画面 194～195 ページを参照

して下さい。 

 

 
[メニュー]について 

a.ファイル-削除 

 

債権者データを選択した状態でこのサブメ

ニューをクリックすると、選択した債権者デー

タを「届出債権者一覧」から削除することが

できます。 

※債権者名の変更が必要な場合は、「詳細

入力」ボタンを押して開いた画面の「債権者

の変更」ボタンで行うことができます。 

 
b.印刷-届出再生債権一覧表の印刷（プレビュー） 

・詳細入力画面の「利息＆損害金」で入力されたものが「開始決定日の前日まで」に印字されます。 

・詳細入力画面の「別除権の目的」が「なし」以外に入力された場合、「別除権の行使による返済予

定額」に「元金－担保不足見込額」が、「担保不足見込額」に担保不足見込額が印字されます。 

・詳細入力画面の「備考」で入力されたものが「備考」に印字されます。 

 

c.印刷-債権認否一覧表の印刷（プレビュー）【最高裁書式】【東京書式】 

・詳細入力画面の「債権の種類」で入力されたものが「種類」に印字されます。 

・詳細入力画面の「認否の種類」で「未確定」をチェックした場合は、「備考」欄に「認否留保」と印字

されます。 

・詳細入力画面の「認否の種類」で「認めない額」に入力された場合は、「認めない額」に入力した金

額が、また、「認める額」には「債権額」と「認めない額」の差額が印字されます。 

・詳細入力画面の「備考」で入力されたものが「備考」に印字されます。 

・債権者の名称は、会社名と本支店名の間を半角スペースで区切って入力して下さい。本支店名

がない場合は、会社名の後に半角スペースを入力し、本支店名として全角スペースを入力するよ

うにして下さい。 
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d.印刷-異議申立の通知書【東京書式のみ】 

・詳細入力画面の「認否の種類」で「認めない額」に入力した金額がある場合に印字されます。 

・複数またはひとつの債権者を選択している場合はその債権者が、また、債権者を選択していない

場合は、全債権者を対象として印字処理を行います。 

 

e.印刷-異議申述書の印刷【東京書式のみ】 

・詳細入力画面の「認否の種類」で「認めない額」に入力した金額がある場合に印字されます。 

・「債権者名」が１５文字（全角）を超える場合は２段で印字します。会社名と本支店名が全角スペー

スで区切られている場合は、上段に会社名、下段に本支店名が印字されます。「債権者名」とは、

詳細入力画面の「名称」です。 

 

f.印刷-催告書の印刷 

・複数またはひとつの債権者を選択している場合はその債権者が、また、債権者を選択していない

場合は、全債権者を対象として印字処理を行います。 

 
g.印刷-タックシールの印刷 

・「タックシールの印刷」ボタンを押した時と同じです。 

 

h.印刷-資料送付請求書印刷 

・ここで入力する【再生手続開始決定日時】は、「財産状況等報告書表紙」で利用されます。 

・この帳票は「各種通知・証明書等」からも印字できます。この場合は、債権者名欄は「債権者各位」

と印字されます。 

・複数またはひとつの債権者を選択している場合はその債権者が、また、債権者を選択していない

場合は、全債権者を対象として印字処理を行います。 

 
i.保守-債権者データの保守処理を呼び出す 

・初期画面のメインメニューの「保守」の「債権者登録・修正」をクリックした時と同じ画面が開きます。

「検索」しても対象となる債権者が見つからない場合は、検索画面の債権者新規登録ボタンを押し

て開いた画面で、債権者を新規に入力登録します。 

 
j.保守-債権者番号を付け直す 

・債権者番号を 1 件目から連番で付番します。 

 
k.保守-タックシール印字位置の設定 

・初期画面のメインメニューの「保守」の「タックシール印字位置の設定」をクリックした時と同じ画面

が開きます。 

 
l.Word出力-届出再生債権一覧表【青森】 

・詳細入力画面の「利息＆損害金」で入力されたものが「開始決定日の前日まで」に印字されます。 

・詳細入力画面の「別除権の目的」が「なし」以外に入力された場合、「別除権の行使による返済予

定額」に「元金－担保不足見込額」が、「担保不足見込額」に担保不足見込額が印字されます。 

・詳細入力画面の「認否の種類」で「認めない額」に入力された場合は、「認めない額」に入力した金

額が、また、「認める額」には「債権額」と「認めない額」の差額が印字されます。 

・詳細入力画面の「備考」で入力されたものが「備考」に印字されます。 
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[債権者データの順番の変更] 
債権者データを選択し、「詳細入力」ボタンを押して開いた画面（再生債権

の確定画面）の「債権者番号」を変更して保存すると債権者データは債権者

番号順に並べ替えられます。 
 

 

 

(B).再生債権の確定画面 

 

【東京書式】 

 
[通知書の印刷]はありますが、[異議書の印刷]

はありません。通知書ボタンは「認めない額」が

入力された場合に有効になります。 

 

【大阪書式】 

 

[債権の種類][認否の種類]の入力欄がありませ

ん。[弁済協定締結]のチェックボックスは【大阪

書式】のみの入力です。 

 

[債権者番号]の変更 

 

債権者番号を変更する必要がある場合は、変更後の債権者番号を入力し保存

して下さい。届出債権一覧表の債権者番号に反映されます。通常は「申立シミュレ

ーション」の「債権者一覧表」の印刷時に「債権者番号」が付番されますが、再生債

権の確定処理画面で債権者の追加あるいは変更を行った場合等、変更の必要が

ある場合に行って下さい。 

 

[届出債権一覧表印字不要] [届出債権一覧表印字不要]チェックボックス 

 
「元金」及び「利息＆損害金」がいずれも「０」円の場合、このチェックボックスが表示されます。チェッ

クすると、データは印字対象から除外されます。 

[債権者の変更]ボタン 

 届出債権者一覧表の「債権者」を別の債権者に変更する必要がある場合、このボタンをクリックしま

す。ボタンをクリックすると画面が開きます。 
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検索条件を入力し「検索開始」ボタンを押すと抽

出が始まります。 

（例）「支店名」に【上本町】と入力すると、支店名

にその文字列を含むデータが抽出されます。 

抽出されたデータの中より、対象とするデータを

クリックして選択し、「変更」ボタンを押すと債権

者が変更されます。 

 

※届出債権者一覧の「債権者」を変

更する処理です。「債権者マスタの

変更」で債権者の情報を変更する

と、このデータを参照するすべての

債権者データが変更されます。 

[通知書の印刷]ボタン【東京書式のみ】 

・詳細入力画面の「認否の種類」で「認めない額」に入力した金額がある場合に印字されます。 

 

[催告書の印刷]ボタン 

・債権届の催告書が印字されます。 

 

[タックシールには債権者マスタ上の会社名＆支店名を印字する]にチェックをした場合は、タックシ

ールに印字する宛先に、この画面の名称ではなく、債権者マスタ上の会社名＆支店名が印字され

ます。（例）債権者一覧の債権者名には商号変更前の会社名をカッコ書きで印字するが、タックシー

ルには現在の会社名を印字したい場合には、ここにチェックを付けます。 

 

[届出再生債権一覧表に都道府県名を印字しない]にチェックをした場合は、届出再生債権一覧表

に印字する住所（所在地）に、都道府県名を印字しません。（例）地方裁判所本庁所在地の都市、

政令指定都市は都道府県名は原則として不要ですので、都道府県名を印字しない場合には、ここ

にチェックを付けます。 

[異議書の印刷]ボタン【東京書式以外】 

 

   

上のボタンをクリックすると「日付入

力用カレンダー」が開きますので、

日付をダブルクリックして下さい。 

 
文章中の【全部】という文字列を、

入力された任意の金額に置き換え

ます。 

 
合計○○○万○○○○円に金額

をセットします。 

 

 

 

[異議を述べる事項]の印字内

容を選択します。 
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[振込先情報]ボタン 

 
返済計画シミュレーション画面の「調整」ボタンを押して開いた画面で、返済一覧表を作成した場合、

毎回・最終回の金額が確定します。このボタンを押した場合に左のダイアログ画面が表示される場

合は、返済計画シミュレーションを先に行って下さい。 

 
 

このメッセージが表示された場合は、「払込

金融機関名」「店舗（支店）名」「口座種別」

「口座番号」「振込手数料区分」及びファーム

バンキング用コード等の入力のみが可能で

す。 

 



機能説明書 
再生手続支援システム 

日本アイ・エム・シー株式会社 

118 

 

 

 

振込手数料区分（「同一店」「同一行」「他行」）を変

更すると、返済金額の金額に対応する振込手数料

が計算表示されます。金額の変更もできます。入力

した金額は、返済計画シミュレーション画面で返済

金額が変更になるまで保持されます。 

 

返済金額に対応する手数料区分の設定は、「申立

人データ基本・修正」画面の「振込口座等」ボタンを

押して開いた画面で行います。 

[計算]ボタン 

 
申立日から開始決定日までの利息損害金の計算を行います。 

[申立日]は、申立シミュレーションの「申立書＆陳述書表紙」で入力したもをが参照されます。 

[開始決定日]は、「進捗状況管理入力」の開始決定日付が参照されます。 

[期間]は申立日から開始決定日までの日数がセットされます。 

[利率]は、申立シミュレーションの債権者一覧の「負債の入力」で「負債額ボタン」を押して処理を行

った引直計算の当初借入額の金額を元にセットします。 

[申立日]等にデータの入力がない場合には、空白で表示されますので任意に入力して下さい。 

 

 

「セット」ボタンで利息＆損害金欄に金額がセッ

トされます。 

 

※利息＆損害金欄は、「元本＋開始決定日ま

での利息損害金」が「返済対象とする金額」で

選択されている場合のみ有効です。「元本の

み」が選択されている場合は、再生債権に含め

ません。 

 

(C).同一債権者の処理方法の設定 
同一債権者で、「別除権の目的」が「なし」のものが複数件ある場合、又は、「別除権の目的」が「な

し以外」でかつ「担保不足見込額」が「０」以外のものが複数件ある場合に、このボタンが有効になりま

す。 
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本システムでは、同一債権者とは、同一会社の同一支店のことを

言います。債権者マスタよりデータを抽出して保存を行う時点

で、債権者マスタの「会社コード」と「支店コード」がセットされま

す。このコードが両方とも一致するものを「同一債権者」として取り

扱います。 

 

この制御は、【弁済金額】を算出する上で意味を持ちます。 

 

 

(D).清算価値チェックシートの印刷 

 

給与取得者等再生手続で表示される「清算価値

の保障」はこの帳票で印字されるものです。 

 

 

 

(E).進捗状況管理入力 
処理方法については、[１２．進捗管理]179 ページを参照して下さい。 
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(3).一般再生債権の再生計画案の作成 

(A).返済計画シミュレーション（小規模個人再生手続） 

 
[返済期間][返済方法]を入力し、「計算」ボタンをクリックします。 
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①免除率について 

 

 

免除率←(再生債権の総額－返済

総額の最低限度額)÷再生債権の

総額 

(3,376,000-1,000,000)÷3,376,000

×100＝70.3791469・・・・・・ 

70（切捨て） 

 

 

 

少数点以下の有効桁数及び有効

桁未満の端数処理については、メ

インメニューの保守にある「環境設

定」画面の[返済計画]タブで指定

できます。 

②債権者ごとの弁済総額の計算 

 

債権者ごとの弁済総額←債権額×（１－免除率）・・(端数切上げ) 

1,000,000×(１00－70)÷100＝300,000→300,000 

475,600×(１00－70)÷100＝142,680→142,680 

100,400×(１00－70)÷100＝30,120→30,120 

471,320×(１00－70)÷100＝141,396→141,396 

298,680×(１00－70)÷100＝89,604→89,604 

・・・ 

 

③実際の返済総額 

 
債権者ごとの弁済総額の合計 

300,000＋142,680＋30,120＋141,396＋89,604＋84,000＋

51,000＋75,000＋99,000＝1,012,800 円 

債権者ごとの弁済総額の合計を元

に計算した免除率 

(3,376,000-1,012,800)÷ 3,376,000

×100＝70 

70（切捨て） 

 

④債権者ごと各回の返済金額の計算 

 返済金額の計算は、[再生計画案の弁済方法の支払割合の印字方法【環境設定の返済計画タ

ブで選択設定します】]で(A)百分率表記・(B)分数表記のいずれを選択したかによって以下

のようになります。 

(A) 百分率表記を選択した場合 

（例）支払割合を小数点以下２位（9.99%）まで印字する場合、36 分割の返済での支払

割合は 2.78%になりますので、各回の返済額は以下のように計算します。計算結果の端

数は[10 円未満切上げ]を選択しているとします。 

 

返済額←弁済総額×支払割合(％) 

300,000×2.78%＝8,340・・・→8,340 

最終月 300,000－8,340×35＝8,100 

 

142,680×2.78%＝3,966.504・・・→3,970 

最終月 142,680－3,970×35＝3,730 

 

(B) 分数表記を選択した場合 
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返済額←弁済総額÷返済期間(回) 

300,000÷36＝8,333.3333・・・→8,340 

最終月 300,000－8,340×35＝8,100 

 

89,604÷36＝2,489・・・→2,490 

最終月 89,604－2,490×35＝2,454 

 

 

 
 

 

各回返済額の端数処理及び支払

割合の印字方法については、メイ

ンメニューの保守にある「環境設

定」画面の[返済計画]タブで指定

できます。 

 

※支払割合の印字方法は各回返

済額の計算に影響します。 

 

 

⑤返済計画表印刷(プレビュー) 

・ [再生債権者名]が１５文字を超える場合は、２段に分割して印字されます。スペース（全角半

角どちらでも）が含まれる場合は、スペースを区切りとして上下に分割されます。スペースが複

数含まれる場合は、最初のスペース以外は「スペース」として扱われます。 

・ [別除権の目的]がある場合は、[担保不足見込額]が債権額欄に印字されます。大阪地裁書

式の場合は、債権額欄に[担保不足見込額]と印字され、脚注に「注 4 この返済額は見込み

であって確定不足額の金額によって変動することがある。」が印字されます。。 

 

[最高裁・東京地裁書式] [大阪地裁書式] 

  
 

[担保不足見込額]の入力は、「再生債権の確定」入力画面で行います。 

「再生債権の確定」入力画面は、 

[再生計画シミュレーション]画面―[再生債権の確定処理入力＆印刷]ボタン―[再生債権の確定

処理]画面―[詳細入力]ボタンを押して開いた画面。 
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【最高裁・東京書式のみ】 

返済計画表に任意の脚注が必要な場合、ここ

で入力を行います。入力した脚注は最下行に

印字されます。 

 

 

⑥返済総額算出シート印刷(プレビュー) 

・参考出力です。 

 

[分割返済額試算表]の印字方法を選択しま

す。 

 

このダイアログ画面は印刷の都度表示されま

すが、「今後このメッセージを表示しない」をチ

ェックすると、以後の処理は選択した印字方

法で処理され、ダイアログ画面は表示されま

せん。印字方法を変更したい場合には、[環

境設定]の「処理方法」タブにある「返済額算

出シートの印字方法・・・表示する」をチェック

して下さい。 

 

[分割返済額試算表]の印字方法について 

 実際の返済計画表の数字から逆算する。 返済総額算出シートのとおりに算出する 

① 第２の２の額 第２の２の額 

② ④＋⑤ ①÷返済期間×１２ 

④ 返済一覧表の「毎月」×１２ ②×（１－ボーナス割合） 

⑤ 返済一覧表の「ボーナス」×２ ②－④ 

⑦ 返済一覧表の「毎月」「ボーナス」の額 ④÷１年間の分割の回数 

※裁判所の要求で印字方法を切り分けて下さい。 

 

⑦端数調整【大阪書式】は選択不可（常に最終回） 

 毎回（月）の返済額の端数を調整する月を、[最終回][初回]より選択します。[初回]を選択した場

合、「再生計画による返済計画表」では[最終回]が[初回]に置換されて印字されます。また、[調整]

画面にも反映します。 

 

⑧保存ボタン 

  [返済方法]を未選択で保存した場合、小規模個人再生の選択が解除されます。 

 

⑨調整ボタン 

 【毎月返済が選択されている場合に表示される画面】 

少額債権について、２ヶ月ごと・３ヶ月ごと・４ヵ月ごと・半年ごと・１年ごと・一括返済の処理を行う

場合、「調整」ボタンを押して開いた画面で計算します。また、毎回の返済金額に対する振込手数

料の計算を行いたい場合にもこの画面で処理をします。 

 【注】「調整」を行わずに保存を行った場合、次回にこの画面を表示したときに「調整」ボタンは無

効（グレー表示）になります。このボタンを強制的に有効にするには、返済方法を再選択（チェック

をはずし、またチェックをする）して下さい。計算ボタンが有効になりますので計算ボタンを押下す
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ると「調整」ボタンが有効になります。 

「返済計画の調整」画面 

 
・[最低返済基準額] 

 少額債権の、１回当りの支払額の最低返済基準額を入力します。少額債権を調整する前の毎月

返済額が 2,000円の場合で、最低返済基準額を 5,000円としたときの「調整後返済額」は、３ヵ月ご

との 6,000 円の返済となります。 

【例】 ３万円未満の少額債権を一括返済にしたい場合には、分割支払いの金額が【最低返済

基準額】以下になるようにすれば可能です。３万円の場合の１回当りの支払額は、３６回払い

であれば  毎月返済が 833 円になります。このとき【最低返済額】を 1,000 円にすると、833

円はその金額以下なので、２ヶ月ごとに 833 円×2＝1,666 円の返済になります。年払いが

支払い単位の最長期間になるので、その金額が 36 回払いの場合は、36÷年間（12）＝３回

が分割支払いの限度になります。そのときの 1 回当りの金額が【最低返済基準額】に満たな

ければ、分割返済はできなくなります。したがって、３万円未満を一括返済にしたい場合に

は【最低返済額】を、30,000 円÷３回＝10,000 円にすれば一括返済になります。なお、個別

の債権者ごとに、【最低返済基準額】を違う金額にすることはできません。 

  

 【最低返済基準額】を「０」円に設定して「処理」をすれば、少額債権の調整をしない「返済一覧表」

を印字することができます。 

・[一括返済基準額] 

少額債権を一回で返済する場合の基準額を入力します。「０」以外の金額を入力した場合、その

金額以下の少額債権は一括返済となります。 

・[処理ボタン] 

最低返済基準額と一括返済基準額を元に、少額債権に対して調整後の額を算出します。 

最低返済基準額を「０」として「処理」ボタンを押した場合は、毎月返済の表になります。 

ボーナス返済を選択している場合、返済開始月・ボーナス返済月等の兼ね合いで、ボーナス返
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済月が返済期間を超えたり、一回少なくなったりした場合、メッセージが表示される場合がありま

す。 

 

ボーナス回数が多くなっているケース ボーナス回数が足りなくなっているケース 

  
 

メッセージに従い、返済計画シミュレーション画面（一つ前の画面）に戻り、支払回数【ボーナス】

を調整し、再度計算を行ってください。 

 

 
 

少額債権の処理方法については、①最低返済基準額未満の毎月の債権額を、隔月に倍額して

計算する方法、②返済期間を短縮する方法、のいずれかを選択できます。一括返済基準額はど

ちらを選択しても有効ですが、支払期間の短縮を選択した場合は、最低返済基準額は無視されま

す。 

 

次ページからの説明は、毎月返済を選択されている場合のケースです。隔月（２or３ヶ月ごと）返

済が選択されている場合の説明は、145 ページにあります。 
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①を選択して、最低返済基準額を「5,000」として計算した場合 

 
１回の返済額が5,000円に満たない返済額について、5,000円以上になるまで２倍３倍・・・と計算さ

れます。 

（例）１回の返済額が 2,000 円の場合は 2,000 円×3＝6,000 円が１回の返済額になります。 

 

上記条件でかつ、一括返済基準額を「60,000」として計算した場合 

 
返済総額が 60,000 円以下の債権が一括返済の対象となります。 
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②を選択して、一括返済基準額を「0」、期間短縮基準額を「60,000」として計算した場合 

 
返済総額が 60,000 円以下の債権は、返済期間が６回に短縮されます。 

 

②を選択して、一括返済基準額を「31000」、期間短縮基準額を「60,000」として計算した場合 

 
返済総額が 31,000 円以下の債権は、一括返済され、31,000 円を超え 60,000 円以下の債権は、

返済期間が６回に短縮されます。 
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・[返済開始年月] 

 年月欄をクリックすると「年月カレンダー」が開きます。この年月は【列の表題の表示方法】で「支

払月を表示」を選択した場合に利用されます。 

 

・[少額債権の支払い時期] 

 少額債権を３ヶ月ごとに支払う場合、「まとめた最終月に支払う」を選択した時は、３－６－９－12

回目と支払います。「まとめた開始月に支払う」を選択した時は、１－４－７－１０回目と支払いま

す。 

 

・[保存]ボタン 

 保存ボタンを押すと、返済予

定データが作成されます。また、

[環境設定]の処理方法タブで

「返済予定管理要否の選択ダ

イアログを表示する」がチェック

されている場合には、右の画面

が表示されます。 

[閉じる]ボタンを押すと返済予

定データを保存せずに終了し

ます。 

[はい] ボタンを押すと、返済予

定期日が１０日以内になったデ

ータがある旨のメッセージが表

示されるようになります。 

[いいえ] ボタンを押すと、メッ

セージは表示されません。 

 

[OK]ボタンで返済期日の

到来するデータのリスト画

面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

返済データを管理対象とするか否かの

区分変更は、「申請データの選択」画面

のメニューで[管理対象の変更]をクリッ

クして表示される画面でできます。 
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・[返済計画表の「毎月返済合計」欄の印字方法] 

選択内容に」よって以下のように印字されます。 

少額債権を除く合計を 

印字する。 

「別紙返済一覧表のとおり」 

と印字する。 

なにも印字しない。 

   
 

・[列の表題の表示方法] 

選択内容に」よって以下のように印字されます。 

支払い回数を表示 支払月を表示 

  

画面表示だけだなく、返済一覧表の印字にも反映します。 

 

・[振込料他ボタン] 

 

 

債権者ごとの「払込金融機関名」「店舗（支店）名」「口座

種別」「口座番号」「振込手数料区分」を入力します。 

 

振込手数料の金額は変更することができます。ただし

「処理」ボタンを押すと、返済額及び振込手数料区分に

基づいて再計算されます。 

 

振込手数料の金額を「０」にすることはできません。「振

込手数料区分」で計算結果として「０」になるように設定し

てください。 
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・[返済一覧表] 

 
 

・[振込予定一覧表] 

毎回等の返済金額を元に振込手数料・事務手数料（自動振込）を計算します。 
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なお、一括返済に該当するデータは合計に含みません。また、「最低返済基準額」を入力して少額債権

の特例を適用している場合には、この帳票は印字できません。 

 

帳票の印字は[返済計画の

調整]画面（右の画面）のメニ

ューの「印刷」にある「振込予

定一覧表」で行います。 

※「処理」ボタンでデータが

生成されていないと金額が空

白で印字されます。 

 
 

返済方法のバリュエーションによって印字内容が以下のように変わります。 

パターン 毎回の額 最終回の額 

毎月返済 毎月支払額の初回 毎月支払額の最終回 

毎月返済と 

ボーナス返済 

 

【ボーナス月以外】 

毎月支払額の初回 

【ボーナス月以外】 

毎月支払額の最終回 

【ボーナス月】 

毎月の初回＋ボーナスの初回 

【ボーナス月】①又は② 

①[ボーナス月が毎月の最終回と同じ場合] 

毎月の最終回＋ボーナスの最終回 

②[ボーナス月が毎月の最終回と違う場合] 

毎月の初回＋ボーナスの最終回 

２or３ヶ月毎 毎回支払額の初回 毎回支払額の最終回 

２or３ヶ月毎とボ

ーナス返済 

【ボーナス月以外】 

毎回支払額の初回 

【ボーナス月以外】①又は② 

①[毎回返済の最終回がボーナスの最終回と違う

場合] 

毎回支払額の最終回 

 

 

 

【ボーナス月】①又は② 

①[ボーナス月に毎回返済があ

る場合] 

毎月の初回＋ボーナスの初回 

②[ボーナス月に毎回返済がな

い場合] 

ボーナスの初回 

 

②[毎回返済の最終回がボーナスの最終回と同じ

場合] 

毎回支払額の初回 

【ボーナス月】①又は②又は③ 

①[ボーナスの最終回に毎回返済があるが、毎回

返済の最終回がボーナスの最終回と違う場合] 

毎回の初回＋ボーナスの最終回 

②[ボーナスの最終回に毎回返済があり、毎回返

済の最終回がボーナスの最終回と同じ場合] 

毎回の最終回＋ボーナスの最終回 

③[ボーナスの最終回に毎回返済がない場合] 

ボーナスの最終回 
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この帳票を処理する前に、以下の項目について入力されている必要があります。 

１） 申立人の振込口座等の入力 

２） 債権者の振込口座等の入力 

３） 「処理日付」の印字制御の選択 

４） 再生計画認可決定日・確定日 

 

１）申立人の振込口座等の入力 

以下のいずれかで行います。 

 

①[申立人情報【基本】詳細・修正]画面（右の

画面）の「振込口座等」ボタンをクリックして表

示される入力画面で入力 

 
 

 

②[返済計画の調整]画面（右の画面）のメニュ

ーの「保守」にある「申立人の振込口座等の

入力」メニューをクリックして表示される入力画

面で入力 

 
 

申立人の振込口座等の入力画面 

 

[同一行他店] 

振込元の金融機関と同じ金融機関の他の支店に振り込む場

合の振込手数料 

[他行] 

振込元の金融機関と違う金融機関に振り込む場合の振込手

数料 

[同一店] 

振込元の金融機関と同じ金融機関の同じ支店に振り込む場

合の振込手数料 

 

振込金融機関名等を入力し「保存」ボタンを押します。 

ファームバンキング用テキストファイルを出力する場合は、依

頼人情報を入力します。依頼人名は半角カタカナで入力し

てください。 
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２）債権者の振込口座等の入力 

以下のいずれかで行います。 

 

①[再生債権の確定]画面（右の画

面）の「振込先情報」ボタンをクリッ

クして表示される入力画面で入力 

 
 

 

②[返済計画の調整]画面（右の画

面）のメニューの「保守」にある「債

権者の振込口座等の入力」メニュ

ー、又は「振込料等」ボタンをクリッ

クして表示される入力画面で入力 

 
 

債権者の振込口座等の入力画面 

 

【振込区分】 

[同一行] 

振込元の金融機関と同じ金融機関の、他の支店の場合 

[他行] 

振込元の金融機関と違う金融機関の場合 

[同一店] 

振込元の金融機関と同じ金融機関の、同じ支店の場合 

 

払込金融機関名等を入力し「保存」ボタンを押します。 

 

ファームバンキング用テキストファイルを出力する場合は、

払込先情報を入力します。ＦＢ用口座名義は半角カタカ

ナで入力してください。 

 

①の処理でこの画面を表示させた場合には、「後退」「前

進」ボタンは表示されません。 
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また、ボーナス分の振込手数料は「毎回支払分＋ボーナス支払分」で計算します。ただし表現の制約上、

ここで計算される振込手数料はあくまでも[目安]です。正確な振込手数料は「振込予定表」及び「振込一

覧表（支払月ごとの）」で計算されています。 

 

 

３）「処理日付」の印字制御の選択 

 
 

[返済一覧表] [振込予定一覧

表] [振込予定表] [振込一覧表]

の帳票に、印刷処理をした日付

を、印字するかしないかの指定

を行います。初期設定では全て

印字します。 
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４）再生計画認可決定日・確定日 

以下のいずれかで行います。 

 

①[返済計画の調整]画面（右の

画面）のメニューの「保守」にある

「認可日等の入力」メニュークリッ

クして表示される入力画面で入力 

 

 

 

 

②申立シミュレーションの「各種通

知・証明書等」の「確定証明書」ボ

タンを押して開いた画面で入力 
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Ｂ．振込予定表（毎月支払） 

毎回の支払年月の回数及び支払額(振込手数料含む)の予定表です。 
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入力条件は、振込予定一覧表と同じです。返済方法は「その他」以外のすべてに対応しています。 

 

帳票の印字は[返済計画の

調整]画面（右の画面）のメ

ニューの「印刷」にある「振

込予定表」で行います。 

※「処理」ボタンでデータが

生成されていないと金額が

空白で印字されます。 

 
 

[返済開始年月]は「返済開

始年月」入力欄をクリックし

て変更できます。また、「支

払のご案内」（右画面）でも

変更できます。 

 

 
 

振込予定表は「毎月」「毎月＋ボーナス」「２or３ヶ月毎」「２or３ヶ月毎＋ボーナス」「少額債権の特例」に

対応しています。振込手数料は、ボーナス月の場合には「毎月＋ボーナス」で計算します。 

 

※ 一括返済を選択した債権は、ボーナス割合がある場合にもすべてが一括返済になり、すべて第１回

目の支払いとなります。 

※ 一括返済基準額は返済総額に対して適用されます。例えば、返済総額 29,000円で毎月 20,000円

ボーナス 9,000 円の場合、一括返済基準額は 25,000 円と入力しても一括返済にはなりません。こ

の場合は 29,000 円と入力して下さい。 

 



機能説明書 
再生手続支援システム 

日本アイ・エム・シー株式会社 

138 

 

振込予定表（毎月＋ボーナス） 

返済開始年月を平成 15 年 9 月・ボーナスを 6 月 12 月とした場合。 
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振込予定表（２or３ヶ月毎） 

3 ヶ月毎の返済で返済開始年月を平成 15 年 9 月とした場合 

 
 



機能説明書 
再生手続支援システム 

日本アイ・エム・シー株式会社 

140 

 

振込予定表（２or３ヶ月毎＋ボーナス） 

返済開始年月を平成 15 年 10 月・ボーナスを 6 月 12 月とした場合。 
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振込予定表（少額債権の特例） 

少額債権の支払時期をずらさない場合 
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振込予定表（少額債権の特例） 

少額債権の支払時期をずらす場合 
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Ｃ．振込一覧表 

支払月の振込一覧表です。 
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入力条件は、振込予定一覧表と同じです。返済方法は「その他」以外のすべてに対応しています。 

 

帳票の印字は[返済計画の

調整]画面（右の画面）のメニ

ューの「印刷」にある「振込一

覧表」で行います。 

※「処理」ボタンでデータが

生成されていないと金額が

空白で印字されます。 

 
 

「振込一覧表」メニューをクリックすると次の画面が表示されます。 

 
 

ニューの印刷で[振込一覧表]を開いた場合、左下

の画面が表示されます。 

 

【印字範囲の選択】 

[すべて印字]又は[選択範囲印字]のいずれかをク

リックします。 

[選択範囲印字]を選択した場合は、印字開始年

月と印字最終年月を選択します。年月の選択は、

[コンボボックス]より選択するか、開始年月の「回

数」をクリックしてから最終年月の「回数」をクリック

しても選択できます。 

 

「印刷」ボタンのクリックで印刷を開始します。 

 

[返済計画の調整]画面のメニューの「印刷プレビ

ュー」にある「振込一覧表」を選択した場合は左の

画面が表示されます。 

 

表示対象は 1 ヶ月のみです。 

 

年月の選択は、[表示対象]コンボボックスより対象

年月を選択するか、開始年月の「回数」をクリックし

て選択して下さい。 
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 【２ヶ月ごと・３ヶ月ごと返済が選択されている場合に表示される画面】 

・２ヶ月又は３ヶ月に１回の返済が選択されている場合で、一部の債権について一括返済の処理を

行う場合、「調整」ボタンを押して開いた画面で計算します。また、毎回の返済金額に対する振込

手数料の計算を行いたい場合にもこの画面で処理をします。 

 
 

・[最低返済基準額]は入力できません。 

※ 最低返済基準額は少額な債権を 2 ヵ月ごと・３ヵ月ごと等に合計して１回当たりの返済額を算

出する基準です。毎月返済以外の返済額は、すでに合計されたものであるため、再度合計は行い

ません。 

・返済期間を短縮する方法 

「期間短縮基準額未満の再生債権については支払期間を短縮する」をチェックした場合、[期間短

縮基準額]以下の金額については、短縮した期間で返済額が算出されます。 

[一括返済基準額]が「０」円以外の場合、[一括返済基準額]を超えて[期間短縮基準額]未満の金

額が期間短縮の少額債権になります。 

 

※ボーナス返済を選択している場合、返済期間の短縮は処理できません。 

 

※期間短縮をチェックした後、期間短縮を取り止める場合には、[期間短縮基準額]を「０」円にす

るとチェックは外れます。 

 

・[処理ボタン] 

一括返済基準額、期間短縮基準額を元に、調整後の額を算出します。 
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一括返済基準額を「0」、期間短縮基準額を「0」として計算した場合 

 
 

一括返済基準額を「0」、期間短縮基準額を「60,000」として計算した場合 

  
返済総額が 60,000 円に満たない債権が期間短縮の対象債権となります。 

60,000 円未満の債権

を３回で返済します。 



機能説明書 
再生手続支援システム 

日本アイ・エム・シー株式会社 

147 

 

一括返済基準額を「30,000」、期間短縮基準額を「60,000」として計算した場合 

  
返済総額が 30,000 円以下の債権が一括返済の対象債権となります。 

 

・[返済計画表の「毎月返済合計」欄の印字方法] は毎月返済を選択した場合を参照して下さい。 

 

・[列の表題の表示方法]は毎月返済を選択した場合を参照して下さい。 

 

・[振込料他ボタン] は毎月返済を選択した場合を参照して下さい。 

 

⑩住宅資金参照ボタン 

再生計画シミュレーション画面の「住宅資金特別条項」ボタンの押下と同じ画面が開きます。 

 

⑪実際可処分所得 

申立シミュレーションの「家計の状況」で入力された過去２ヶ月（又は３ヶ月）の実際可処分所得の

平均値を表示します。実際可処分所得の計算上、借入及び借入返済は含みません。 

 

【家計の状況】画面 

 
 

 
 

（申立 2 ヶ月前＋申立１ヶ月前）÷

２＝実際可処分所得 

（ 344,865 ＋ 345,043 ） ÷ 2 ＝

344,954 

 

【再生手続】画面 

 

 

 

30,000 円以下の債権を

初回一括で返済します。 
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⑫返済総額の最低限度額 

「返済総額の最低限度額」は任意の金額に変更することができます。変更すると「免除率」も再計

算されます。 

 

⑬返済方法 

「返済方法」で「その他」を選択した場合、返済（弁済）一覧表の毎月返済額及びボーナス時返済

額は、表示に関係なく空欄で印字されます。また、返済方法を選択せずに保存した場合、小規模

個人再生の選択は解除され、給与所得者等再生手続ボタンの選択が可能になります。 

 

⑭[初回にまとまった金額を支払う]チェックボックス 

「返済方法」で「初回にまとまった金額を支払う」をチェック(選択）した場合、初回返済額は[弁済総

額×初回の支払割合](端数処理は選択値)となり、初回を除く各回の計算は以下のとおりです。 

(A)百分率表記を選択した場合 

（例）支払割合を小数点以下２位（9.99%）まで印字する場合、35 分割(36-1)の返済で

の支払割合は 2%(1×70%÷35)になりますので、各回の返済額は以下のように計算します。

計算結果の端数は[10 円未満切上げ]を選択しているとします。 

初回   弁済総額×初回支払割合(％) 

毎回   弁済総額×支払割合(％) 

最終回 弁済総額－初回－毎回合計 

296,300×30%=88,890 

296,300×2%＝5,926・・・→5,930 

296,300－88,890－5,930×34＝5,790 

(B)分数表記を選択した場合 

  分数表記を選択した場合には「初回にまとまった金額を支払う」の処理は選択できません。 

 

※[百分率表記][ 分数表記]の選択変更は、環境設定の「再生計画案」タブの「再生計画案

の弁済方法の支払割合の印字方法」で行います。 

 
⑮端数処理で[100円未満切り上げ] を選択している場合、少額な債権の場合には返済回数が短く

なる時があります。そのケースの場合に下のダイアログ画面が表示されます。 

この画面が表示される間

は次の処理に進めませんの

で回避方法を参考の上対処

して下さい。 
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(B). 返済計画シミュレーション（給与所得者等再生手続） 

 
[可処分所得要件] 

申立シミュレーションの「最低生活費の算出」画面の「２年分の可処分所得」がセットされます。この

金額は、「可処分所得算出シート」で計算過程を確認することができます。 

 

可処分所得要件の項目以外は【小規模個人再生手続】と同じです。 
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(C).住宅資金特別条項の返済方法選択 

 
 

住宅資金の返済方法のシミュレーションを行います。この画面で選択した「返済方法」が「再生計画

案」の住宅資金特別条項に反映されます。この画面で処理を行うには、申立シミュレーションの「住

宅資金の条件入力」でデータが作成されている必要があります。 

 

債権者リストの債権者をクリックして選択すると、画面左下および画面右側にデータがセットされます。

画面左側には、住宅資金の現在の状況が表示されます。画面右側では、返済方法のシミュレーショ

ンを行います。 

 

①[分割・一括変更]ボタン 

 

[分割返済]及び[一括返済]は、遅延損害金等の全額

を分割返済又は一括返済にセットします。 

[一部分割返済]をチェックした場合は、「確定時返済

額」を入力します。入力した金額の充当される順番

は、「失期までの利息」「失期までの損害金」「確定日

までの損害金」「滞納割賦元本」の順です。返済方法

の「そのまま型（期限の利益回復型に含みます）」は

「一括返済」を選択したときのみ有効です。 
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  分割返済を対象として、返済方法のシミュレーションを行います。 

②[返済方法の決定]ボタン 

・[期限の利益回復型] 

・[期間延長型] 

・[一部元本据置型] 

・[同意型] 

以上のいずれかを選択します。「保存」ボタンを押すことで決定が有効になります。[期間延長型]の

場合、「延長期間＝０」は処理できません。また[一部元本据置型]の場合、「据置期間＝０」は処理

できません。再生計画案の住宅資金特別条項の「住宅資金の入力」で、決定した返済方法を反映

した入力画面が表示され、その画面で入力した内容が「別紙」に反映されます。 

 

③[選択取り消し]ボタン 

決定済みの返済方法を変更したい場合には、決定を取り消す必要があります。「選択取り消し」ボ

タンで処理後、再び返済方法を選択します。「選択取り消し」処理後、未選択で「保存」処理を行う

と「決定済み」でなくなります。 

 

④[明細参照]ボタン 

「返済予定一覧」画面が表示されます。 

 

⑤[弁済許可申立書]ボタン 

「弁済許可申立書」画面が表示されます。 

 

 

 

[債権の表示]の定義済み文字列について 

この画面を開くとき、又は「ユーザー定義」文例を保存した時に、[平成○○年○○

月○○日]及び[○○○]は定義済み文字列としてデータが自動的にセットされます。 

[平成○○年○○月○○日]・・・借入年月日 

[○○○]・・・債権者の名称 

 

弁済許可申立書は[申立シミュレーション]の「各種通知・証明書等」ボタンからも印字で

きます。 
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シミュレーションの例 

①前提条件 

滞納元本 814,859  約定毎月返済 100,000 

失期までの約定利息 131,423 約定ボーナス返済 600,000 

失期までの損害金 1,286   

確定日までの損害金 732,295 一般弁済期間 ３６月 

合計 1,679,863   

 

②入力したデータの計算過程（ボーナス割合が「０」の場合） 

【A】 

分割返済＝ 

一括返済＝ 

 

1,679,863 

0 

 
【B】 

分割返済＝ 

一括返済＝ 

 

1,179,863 

500,000 

 

 
【C】 

分割返済＝ 

一括返済＝ 

 

0 

1,679,863 

 

 
【A】すべて分割返済の場合 

 [滞納元本に対応する元利均等返済額] 

滞納元本 814,859 円を年利４％、返済期間３６月で返済する場合の元利均等返済額は、

24,058 円・・・(A) 

[遅延損害金等の均等返済額] 

遅延損害金等の合計（131,423＋1,286＋732,295）865,004円÷３６月＝24,028 円・・・(B) 

[約定返済額] 

100,000 円・・・(C) 

[毎月支払額] 

(A)＋(B)＋(C)＝148,086 円 

 

【B】一部一括返済の場合 

[滞納元本に対応する元利均等返済額] 

滞納元本 814,859 円を年利４％、返済期間３６月で返済する場合の元利均等返済額は、

24,058 円・・・(A) 

[遅延損害金等の均等返済額] 

遅延損害金等の合計（131,423＋1,286＋732,295）865,004 円のうち、500,000 円が一括返済

し残り 365,004 円を分割返済 

365,004 円÷３６月＝10,139円・・・(B) 

[約定返済額] 

100,000 円・・・(C) 

[毎月支払額] 

(A)＋(B)＋(C)＝134,197 円 

 

【C】すべて一括返済の場合 

[滞納元本に対応する元利均等返済額] 
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0 円・・・(A) 

[遅延損害金等の均等返済額] 

0 円・・・(B) 

[約定返済額] 

100,000 円・・・(C) 

[毎月支払額] 

(A)＋(B)＋(C)＝100,000 円 

 

③入力したデータの計算過程（ボーナス割合が「５０」の場合） 

【A】 

分割返済＝ 

一括返済＝ 

 

1,679,863 

0 

 
【B】 

分割返済＝ 

一括返済＝ 

 

1,179,863 

500,000 

 

 
【C】 

分割返済＝ 

一括返済＝ 

 

0 

1,679,863 

 

 
 

【A】すべて分割返済の場合 

 [滞納元本に対応する元利均等返済額] 

・滞納元本 814,859 円の 50%（407,429 円）を年利４％、返済期間３６月で返済する場合の元

利均等返済額は、12,029 円・・・(A) 

・滞納元本 814,859 円－407,429 円＝407,430 円を年利４％、返済期間３６月で年 2 回のボ

ーナス月返済する場合の元利均等返済額は、72,737 円・・・(A’) 

[遅延損害金等の均等返済額] 

・遅延損害金等の合計（ 131,423＋ 1,286＋ 732,295 ） 865,004 円× 50%÷３６月＝      

12,014 円・・・(B) 

・865,004 円×50%÷６月＝72,084 円・・・(B‘) 

[約定返済額] 

・100,000 円・・・(C) 

・600,000 円・・・(C’) 

[毎月(回)支払額] 

・(A)＋(B)＋(C)＝124,043 円 

・(A’)＋(B’)＋(C’)＝144,821 円 

 

【B】一部一括返済の場合 

[滞納元本に対応する元利均等返済額] 

・滞納元本 814,859 円の 50%（407,429 円）を年利４％、返済期間３６月で返済する場合の元

利均等返済額は、12,029 円・・・(A) 

・滞納元本 814,859 円－407,429 円＝407,430 円を年利４％、返済期間３６月で年 2 回のボ

ーナス月返済する場合の元利均等返済額は、72,737 円・・・(A’) 

[遅延損害金等の均等返済額] 

・遅延損害金等の合計（131,423＋1,286＋732,295）865,004 円のうち、500,000 円が一括返

済し残り 365,004 円の 50%（182,502 円）を分割返済 
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182,502 円÷３６月＝5,070円・・・(B) 

・365,004 円×50%÷６月＝30,417 円・・・(B‘) 

[約定返済額] 

・100,000 円・・・(C) 

・600,000 円・・・(C‘) 

[毎月(回)支払額] 

・(A)＋(B)＋(C)＝117,099 円 

・(A’)＋(B’)＋(C’)＝703,154 円 

 

【C】すべて一括返済の場合 

[滞納元本に対応する元利均等返済額] 

0 円・・・(A) 

0 円・・・(A‘) 

[遅延損害金等の均等返済額] 

0 円・・・(B) 

0 円・・・(B‘) 

[約定返済額] 

・100,000 円・・・(C) 

・600,000 円・・・(C‘) 

[毎月(回)支払額] 

・(A)＋(B)＋(C)＝100,000 円 

・(A’)＋(B’)＋(C’)＝600,000 円 

 

 

④シミュレーションの計算過程 

【期限の利益回復型】  

一般弁済期間を４８月とした場合 

 

[毎月(回)支払額] 

・(A)＋(B)＋(C)＝136,420 円 

・(C’)＝600,000 円 

 

[滞納元本に対応する元利均等返済額] 

滞納元本 814,859 円を年利４％、返済期間４８月で返済

する場合の元利均等返済額は、18,399 円・・・(A) 

[遅延損害金等の均等返済額] 

遅延損害金等の合計（131,423＋1,286＋732,295）865,004

円÷４８月＝18,021 円・・・(B) 

[約定返済額] 

・100,000 円・・・(C) 

・600,000 円・・・(C‘) 

 

一般弁済期間を６０月とした場合 

 

[毎月(回)支払額] 

・(A)＋(B)＋(C)＝129,424 円 

・(C’)＝600,000 円 

 

[滞納元本に対応する元利均等返済額] 

滞納元本 814,859 円を年利４％、返済期間６０月で返済

する場合の元利均等返済額は、15,007 円・・・(A) 

[遅延損害金等の均等返済額] 

遅延損害金等の合計（131,423＋1,286＋732,295）865,004

円÷６０月＝14,417 円・・・(B) 

[約定返済額] 

・100,000 円・・・(C) 

・600,000 円・・・(C‘) 

 

ボーナス割合を３０％とした場合  

[滞納元本に対応する元利均等返済額] 
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[毎月(回)支払額] 

・(A)＋(B)＋(C)＝120,597 円 

・(A’)＋(B’)＋(C’)＝653,166 円 

・滞納元本 814,859 円の７0%（570,401 円）を年利４％、返

済期間６０月で返済する場合の元利均等返済額は、

10,505 円・・・(A) 

・滞納元本 814,859 円の 30%（244,458 円）を年利４％、返

済期間６０月で返済する場合の元利均等返済額は、

27,215 円・・・(A’) 

[遅延損害金等の均等返済額] 

・遅延損害金等の合計（ 131,423＋ 1,286＋ 732,295 ）

865,004 円の７0%（605,502 円）÷６０月＝10,092 円・・・(B) 

・遅延損害金等の合計（ 131,423＋ 1,286＋ 732,295 ）

865,004円の 30%（259,502円）÷１０月＝25,951円・・・(B’) 

 [約定返済額] 

・100,000 円・・・(C) 

・600,000 円・・・(C‘) 

 

 

 

【期間延長型】  

延長期間を４８月とした場合 

 

[毎月(回)支払額] 

(A)＋(B)＝156,598 円 

 

 

延長後の返済期間 144月←延長前 96月＋延長期間 48月 

 

[残元本に対応する元利均等返済額] 

残元本：17,200,000円を、利率：４％、期間：144月の条件で

の元利均等返済月額：150,591 円・・・(A) 

 

 [遅延損害金等の均等返済額] 

失期までの約定利息：131,423 円＋失期までの損害金：

1,286 円＋確定日までの損害金：732,295 円＝865,004 円 

865,004÷144 月＝6,007 円・・・(B) 

 

延長期間を６０月とした場合 

 

[毎月(回)支払額] 

(A)＋(B)＝147,121 円 

 

 

延長後の返済期間 156月←延長前 96月＋延長期間 60月 

 

[残元本に対応する元利均等返済額] 

残元本：17,200,000円を、利率：４％、期間：156月の条件で

の元利均等返済月額：141,576 円・・・(A) 

 

 [遅延損害金等の均等返済額] 

失期までの約定利息：131,423 円＋失期までの損害金：

1,286 円＋確定日までの損害金：732,295 円＝865,004 円 

865,004÷156 月＝5,545 円・・・(B) 

 

ボーナス割合を３０％とした場合 

 

[毎月(回)支払額] 

・(A)＋(B)＝102,985 円 

・(A’)＋(B’)＝266,429 円 

 

[残元本に対応する元利均等返済額] 

・残元本：17,200,000 円の 70%(12,040,000 円)を、利率：

４％、期間：156 月の条件での元利均等返済月額： 

99,103 円・・・(A) 

・残元本：17,200,000円の 30%(5,160,000円)を、利率：４％、

期間：26 回の条件での元利均等返済月額： 

256,448 円・・・(A’) 
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 [遅延損害金等の均等返済額] 

・865,004×70%(605,502 円)÷156 月＝3,882 円・・・(B) 

・865,004×30%(259,502 円)÷26 回＝9,981 円・・・(B’) 

 

 

 

【一部元本据置型】  

据置期間を６０月・据置率５０％ 

延長期間を６０月とした場合 

 

据置期間中の弁済額 

[毎月支払額] 

(A)＋(B)＝129,166 円 

 

据置期間後の弁済額 

[毎月支払額] 

(A)＋(B)＝138,387 円 

 

 

 

据置期間中の弁済額 

[据置期間中の返済元本]：9,600,000 円 

※[据置期間中の返済元本]は実際に返済する元本の合計

の万円未満を切り上げたものです。 

実際元本合計 9,594,282 円→9,600,000 円 

[据置期間経過後の返済期間]： 

96 月←延長前 96 月＋延長期間 60 月－据置期間 60 月 

[据置期間中の返済元本](据置率適用後)： 

4,800,000←9,600,000 円×据置率 50% 

残元本：4,800,000 円を 利率：４％ 期間：60 月の条件で、

元利均等返済月額：88,399円・・・(A) 

[据置期間中の利息] 

対象元本：12,400,000 円←残元本：17,200,000 円－据え置

かない元本 4,800,000 円 

利息：12,400,000 円×4%×30÷365＝40,767 円・・・(B) 

 

据置期間後の弁済額 

[遅延損害金等の分割返済額] 

失期までの約定利息：131,423 円＋失期までの損害金：

1,286 円＋確定日までの損害金：732,295 円＝865,004 円 

865,004÷96 月＝9,011 円・・・(A) 

対象元本：12,400,000 円を 利率：４％ 期間：96 月の条件

で、元利均等返済月額：129,376 円・・・(B) 

 

延長期間を８２月とした場合 

（完済時年齢が７０歳を超えない最長） 

 

据置期間中の弁済額 

[毎月支払額] 

上記データと同じ 

 

据置期間後の弁済額 

[毎月支払額] 

(A)＋(B)＝138,387 円 

 

据置期間中の弁済額 

上記データと同じ 

 

据置期間後の弁済額 

[据置期間経過後の返済期間]： 

118 月←延長前 96 月＋延長期間 82 月－据置期間 60 月 

 

[遅延損害金等の分割返済額] 

失期までの約定利息：131,423 円＋失期までの損害金：

1,286 円＋確定日までの損害金：732,295 円＝865,004 円 

865,004÷118 月＝7,331 円・・・(A) 

対象元本：12,400,000円を 利率：４％ 期間：118月の条件

で、元利均等返済月額：105,293 円・・・(B) 
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ボーナス割合を３０％とした場合 

 

据置期間中の弁済額 

[毎月支払額] 

(A)＋(B)＝90,416 円 

[ボーナス支払額] 

(A’)＋(B’)＝233,690 円 

 

据置期間後の弁済額 

[毎月支払額] 

(A)＋(B)＝78,837 円 

[ボーナス支払額] 

(A’)＋(B’)＝209,839 円 

 

 

据置期間中の弁済額 

[据置期間中の返済元本]：9,600,000 円 

※[据置期間中の返済元本]は実際に返済する元本の合計

の万円未満を切り上げたものです。 

実際元本合計 9,594,282 円→9,600,000 円 

[据置期間経過後の返済期間]： 

96 月←延長前 96 月＋延長期間 60 月－据置期間 60 月 

[据置期間中の返済元本](据置率適用後)： 

4,800,000←9,600,000 円×据置率 50% 

[毎月返済] 

残元本：4,800,000円の 70%(3,360,000円)を 利率：４％ 期

間：60 月の条件で、元利均等返済月額：61,880 円・・・(A) 

[ボーナス返済] 

残元本：4,800,000円の 30%(1,440,000円)を 利率：４％ 期

間：60 月の条件で、元利均等返済月額：160,310 円・・・(A’) 

[据置期間中の利息・毎月] 

対象元本：12,400,000 円←残元本：17,200,000 円－据え置

かない元本 4,800,000 円 

利息：12,400,000 円の 70%(8,680,000 円)×4%×30÷365＝

28,536 円・・・(B) 

[据置期間中の利息・ボーナス] 

利息：12,400,000 円の 30%(3,720,000 円)×4%×30÷365＝

73,380 円・・・(B’) 

 

据置期間後の弁済額 

[遅延損害金等の分割返済額] 

失期までの約定利息：131,423 円＋失期までの損害金：

1,286 円＋確定日までの損害金：732,295 円＝865,004 円 

[毎月返済] 

865,004 円の 70%(605,502 円)÷118 月＝5,132 円・・・(A) 

[ボーナス返済] 

865,004 円の 30%(259,502 円)÷19 回＝13,658 円・・・(A’) 

[毎月返済] 

対象元本：12,400,000 円の 70%(8,680,000 円)を 利率：４％ 

期間：118 月の条件で、元利均等返済月額：73,705 円・・・

(B) 

[ボーナス返済] 

対象元本：12,400,000 円の 30%(3,720,000 円)を 利率：４％ 

期間：118 月の条件で、元利均等返済月額：196,181 円・・・

(B’) 

元本据置期間満了後の約定利率 

 
元本据置期間満了後、残りの返済期間に対応する返済額を計算するときの利率を変更するときに

入力します。デフォルトでは、従前の約定利率がセットされています。 

 

【同意型】  

返済条件等は[再生計画シミュレーション]画面の、[再生計画案]ボタンを押して開いた画面の[住宅

資金特別条項]ボタンを押して開いた画面の「住宅資金の入力」で行います。 
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(D).再生計画案 

 

 

「再生計画案」を作成するためのメニュ

ー画面が開きます。 

 

(E).再生計画案の初期化 
作成済みの再生計画案をクリアします。作成過程でデータに矛盾が発生した場合は、データをク

リアしてから再作成を行って下さい。また、「環境設定」で免除率等の計算方法の変更を行ったばあ

いには、「初期化」を行わないと計算結果が反映されません。特に、住宅資金及び再生債権で再生

計画案を作成後、金額に変更があった場合は、この処理を行って下さい。 

 「環境設定」での計算条件の変更は、変更後に作成する再生計画案の反映されます。変更前に

作成した再生計画案は、変更前の条件で作成されたままですので、変更前の条件を残す場合は

「再生計画案の初期化」を実行しなければ、そのまま残されます。変更後の条件を再生計画案に反

映させたい場合のみ、「再生計画案の初期化」を実行して下さい。 

 

[再生計画案の初期化]ボタンを押した時、次のメッセージが表示されます。 

１）「再生計画案データの【免除率・弁済方法】等を初期化しますか？再生債権を変更したり、支払

割合の表記方法を変更した場合は、初期化しなければなりません。[はい][キャンセル]」 

ここで[はい]を押さないとデータは作り変えられません。手入力して保存した印字内容を利用し

たい等、再生計画案を作り変える必要がない場合には、[キャンセル]を押してください。 

２）「【住宅資金特別条項】を初期化しますか？再生債権を変更しても、住宅資金に変更がなければ

初期化は不要です。[はい][キャンセル]」 

ここで[はい]を押さないとデータは作り変えられません。手入力して保存した印字内容を利用し

たい等、再生計画案を作り変える必要がない場合には、[キャンセル]を押してください。 
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(4).再生計画案 

(A).再生債権に対する権利の変更 
【最高裁書式・東京書式】 【大阪書式】 

  
 
①免除率 

「給与所得者等再生手続」又は「小規模個人再生手続」画面で算出した免除率が表示されます。

また、この免除率は任意の数値に変更することができます。 

 

②弁済方法 

「給与所得者等再生手続」又は「小規模個人再生手続」画面で選択した返済方法にチェックされ

て表示されます。文面及びチェックの変更ができます。文面の変更はチェックされている項目に

対してのみ可能です。 

 

（注）支払割合の文言については、３６分割の場合、百分率表記を選択している時は、２．７８％

（小数部桁数２を選択した場合）と表現しています。また、分数表記を選択している時は「３６分の

１」と表現します。支払割合の選択は、初期画面のメインメニューの「保守」の「環境設定」の「返済

計画」タブで行います。 

 

※再生計画案の「再生債権に対する権利の変更」ボタンを押して保存を行った後に、再生債権額、

返済方法、免除率のいずれかの変更を行った場合、明示的に「再生計画案の初期化」ボタンを押さ

ないと、作成したデータは更新されません。これは、「①免除率」に記載してあるように、この項目の文

言は任意の内容に変更が可能なようになっていますので、計算条件の変更によって免除率等が変

更になった場合にも、任意入力された内容を消さないようにするためです。変更を反映させる必要が

ある場合には、「再生計画案の初期化」ボタンを押して再生計画案を作り直す必要があります。 

 

 

(B).共益債権及び一般優先債権の弁済方法 
【最高裁書式・東京書式】 【大阪書式】 
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(C).住宅資金特別条項 

 

再生計画シミュレーション画面の「住宅

資金特別条項の入力」画面で、【返済

方法】(期限の利益回復型・期間延長

型・一部元本据置型・同意型)が選択さ

れている住宅資金が表示されます。 

 

表示されているデータ行をクリックする

と、データは選択され反転表示になり、

「詳細入力」エリアにデータがセットされ

ます。 

 

「・・・同意している」のチェックボックス

は大阪書式では表示されません。 

 

 

詳細入力エリアのデータがセットされる

と、「入力」ボタンが有効になりますので

各入力を行います。 

 

 

 

①住宅資金の入力（大阪書式以外） 

 

再生計画シミュレーション画面の「住宅

資金特別条項の入力」画面で選択され

た【返済方法】に対応する画面が表示

されます。 
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日付は、左のボタンを押して開いた「日付カレンダー」で入力します。 

 

約定書の名称は、左のボタンを押して開いた「入力画面」で入力しま

す。 

 
日付等の再入力が必要な場合にこのボタンを押して下さい。データエ

リアが初期化され、日付及び約定書の入力ボタンが表示されます。 

※バージョン７(7.0.0.1)以降、データエリアは[日付]及び[約定書]をボタン押下で入力した場合にのみ

入力可能になります。文言の追加変更は任意に可能です。 

 

「再生計画シミュレーション」画面の、「住宅資金特別条項」ボタンを押して開いた「住宅資金特別条

項の入力」画面で選択した「返済方法」によって以下の画面が表示されます。チェックは、選択された

入力内容を反映したものです。 

【期限の利益回復型】 

 
 

【期間延長型】 
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【一部元本据置型】 

 
 

 
 

【約定返済型（そのまま型）】(積立) 

 
 

【約定返済型（そのまま型）】(支払い) 

 
 



機能説明書 
再生手続支援システム 

日本アイ・エム・シー株式会社 

163 

 

【同意型】 

 
任意の内容を入力します。入力は、「メモ帳」の内容を「コピー」＆「貼り付け」することができます。 

 

②住宅資金の入力（大阪書式） 

 

再生計画シミュレーション画面の

「住宅資金特別条項の入力」画面

で選択された【返済方法】に対応

する画面が表示されます。 

 

 

 
日付は、左のボタンを押して開いた「日付カレンダー」で入力しま

す。 

 

 

 

約定書の名称は、左のボタンを押して開いた「入力画面」で入力しま

す。 

 
日付等の再入力が必要な場合にこのボタンを押して下さい。データ

エリアが初期化され、日付及び約定書の入力ボタンが表示されま

す。 

 

「再生計画シミュレーション」画面の、「住宅資金特別条項」ボタンを押して開いた「住宅資金特別条

項の入力」画面で選択した「返済方法」によって以下の画面が表示されます。チェックは、選択された

入力内容を反映したものです。 
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【期限の利益回復型】 

 
 

【弁済期間延長(リスケジュール)型】 
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【元本猶予期間併用型】 

 
 

【同意型】 

 
[同意型]を選択している場合、返済条件は自動的にはセットされません。①から④の文言を

訂正入力して下さい。 
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【約定型】 

 
申立シミュレーションの[住宅資金の条件入力]で「滞納していない」が選択されて、かつ返済予定デ

ータを生成しないが選択された場合、再生計画シミュレーションの[住宅資金特別条項の入力]画面

では、「返済方法」については【期限の利益回復型】が自動的に選択決定されます。また「返済方法」

も変更できません。 

 

 

 

③物件目録の入力 

 

初めて「物件目録の入力」ボタンを

押して開いた場合は、左の画面が

表示されます。 

 

最初は[物件リスト]にデータは表示

されていません。 

 

物件リストにデータをセットするため

に「新規」ボタンをクリックすると、

「物件の入力」画面が表示されま

す。【建物】等のいずれかを選択し

ます。「財産の状況」で入力したデ

ータを引用する場合は、「不動産を

参照」ボタンををクリックします。 
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建物 

 

土地 

 
敷地権付区分建物-１棟の建物の表示 

 

敷地権付区分建物-敷地権の表示 

 
区分建物 

 

建物(付属建物付) 

 
 

[不動産を参照]ボタンをクリックすると下の画面が開き、「財産の状況」で入力した不動産を参照でき

ます。 

 

「物件リスト」のセットしたいデータを

クリックし選択します。 



機能説明書 
再生手続支援システム 

日本アイ・エム・シー株式会社 

168 

 

 

 
 

 

「物件目録にセット」ボタンをクリック

します。 

 
 

データがセットされますので「所有

者」「持分」等、追加入力が必要な

部分を補整入力します。 

 

入力後「保存」ボタンをクリックしま

す。 

 

 

「物件リスト」にデータがセットされま

す。 

 

物件目録に印字する必要のあるす

べてのデータを「物件リスト」にセット

します。 

 

現在入力している負債に対応する

「物件」を「物件リスト」よりクリックで

選択します。 
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「リンク」ボタンをクリックすると「物件リ

スト」の選択データが「負債に関連付

けされた物件」リストにセットされま

す。 

 

「詳細・修正」ボタンで選択した「物

件」を修正できます。 

 

「削除」ボタンで選択した「物件」を削

除できます。 

 

 

 

 

 

「保存」ボタンのクリックで「物件目

録」にセットされます。 

 

「負債に関連付けされた物件」リスト

のデータを選択後、「解除」ボタンを

押すと「物件リスト」に戻されます。 
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④抵当権目録の入力 

 

初めて「抵当権目録の入力」ボタ

ンを押して開いた場合は、左の画

面が表示されます。 

 

最初は[抵当権リスト]にデータは

表示されていません。 

 

抵当権リストにデータをセットする

ために「新規」ボタンをクリックする

と、「抵当権の入力」画面が表示さ

れます。【抵当権】又は【根抵当

権】のいずれかを選択し、入力を

行います。 

 

 

 

 
 

「内容」等の入力を入力を行います。 

「債務者」又は「連帯債務者」を指定後、氏名を入力し保存して下さい。 

入力後「保存」ボタンをクリックして、抵当権リストにデータをセットします。 

 

 
「参照」ボタンのクリックで雛形文例画面が開きます。 

 

 

文例データの「修

正」又は「削除」は、

文例データを選択

後にボタンのクリック

によって行います。 

 

 

 

文例データを選択後、「入力欄にセット」ボタンをクリックすると、選択し

た文例が利息又は損害金欄にセットされます。 
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ボタンのくっリックで

右の画面が開きます。文例を

入力し「保存」を行うと次回よ

り再利用できます。 

 
 

 

 

「抵当権リスト」にデータがセットされま

す。 

 

抵当権目録に印字する必要のあるす

べてのデータを「抵当権リスト」にセット

します。 

 

現在入力している負債に対応する「抵

当権」を「抵当権リスト」よりクリックで選

択します。 

 

 

 

「リンク」ボタンをクリックすると「抵当権リ

スト」の選択データが「負債に関連付け

された抵当権」リストにセットされます。 

 

「詳細･修正」ボタン押下で選択した「抵

当権」を修正できます。 

 

「削除」ボタン押下で選択した「抵当権」

を削除できます。 

 

 

 

 

 

 

「保存」ボタンのクリックで「抵当権目

録」にセットされます。 

 

「負債に関連付けされた抵当権」リスト

のデータを選択後、「解除」ボタンを押

すと「抵当権リスト」に戻されます。 
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(D).再生計画案の印刷 

 

【最高裁書式】及び【東京書式】 

 

[事件番号]は申立シミュレーションの「申立書

＆陳述書表紙」で入力した事件番号です。修

正の必要がある場合には、入力した画面で行

って下さい。 

Ａ）[権利の変更に、免除率の端数処理方法を

印字する]がチェックされている場合、「免除

額に 1円未満の端数が生じたときは切り捨て

る」という文言が再生計画案の権利の変更

項目に印字されます。 

Ｂ）[[民事再生法 229 条 3 項・・・]を印字する]

がチェックされている場合、「第１再生債権

に・・・権利の変更」に[ ]内の文言が追記さ

れます。 

C）[少額債権（一括返済を除く）については個

別に印字する]がチェックされている場合、少

額債権の特例欄では、少額債権の特例の

対象となる全ての債権者について返済方

法・返済日が個別に記載されます。 

D)[別除権についての定めを印字]に「する」がチェックされている場合、以下が印字されます。但し債

権者データで「別除権の目的」が「なし」以外で入力されたデータがない場合、この選択はできませ

ん。 

 
【新潟書式】のみ上記チェック項目が表示されます。 

 

 
 

E)少額債権の特例で、①最低基準額のみ設定、②一括返済基準額のみ設定、③最低基準額＋一

括返済基準額の両方を設定、の選択によって帳票の文言が以下の通り印字されます。 
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①最低基準額のみ設定 

 
 

②一括返済基準額のみ設定 

 
 

③最低基準額＋一括返済基準額の両方を設定 

 
 

[最低基準額]及び[一括返済基準額]の処理は、返済計画シミュレーション画面（小規模・給与所得者）の

[調整]ボタンを押して表示される、「返済計画の調整」画面で行います。 

 

④住宅ローンが１件のみで、かつ、その住宅ローンに延滞がない場合で、約定返済型（そのまま型）が選

択された場合で、[・・・（原契約書）の各条項に従うものとする]が選択された場合の「第２ 住宅資金特

別条項」の印字は次のようになります。 
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[平成６年７月２１日付]の及び[金銭消費貸借契約

書]の文言は「住宅資金の入力」画面で入力したも

のです。 

 

※ 日付及び契約書名称は、ワープロ入力が可能

ですが、日付及び契約書名称は他の文書での再

利用を予定していますので、「○○年○○月○○

日付」ボタン及び「×××約定書」ボタンの押下で

表示される入力ダイヤログ画面で行って下さい。日

付ボタンで入力されなかった場合は、第２の住宅

資金特別条項の文言の印字は上記の内容では

行われません。 

 

⑤ ④以外[・・・以下のとおり住宅資金特別条項を定める]が選択された場合の印字 

 

 

 

F)[抵当権目録は、物件目録印字後改ページしてから印字する]がチェックされている場合、抵当権

目録は独立したページに印字されます。 

 

このボタン

をクリック [XXX 約定書]

の文字を入力

値に置き換えま

す 
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【大阪書式】の再生計画案の印字 

 

 

【大阪書式】 

 

[別除権についての定め(適確条項)を印字]に「する」がチェックされている場合、以下が印字されます。

但し債権者データで「別除権の目的」が「なし」以外で入力されたデータがない場合、この選択はでき

ません。 

 
 

①一括返済基準額を設定している場合 

 

 [その他の方法]にチェックがされ、一括返済の条件が印字されます。 
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(E).免責申立書の印刷 

 

【最高裁書式】 

 

[事件番号]は申立シミュレーションの「申立書

＆陳述書表紙」で入力した事件番号です。修

正の必要がある場合には、入力した画面で行

って下さい。 

Ａ）[支払済み弁済期] 

返済予定データを作成している場合には、

この支払済み弁済期日で弁済額の集計を

行います。 

Ｂ）[申立て理由の[3]] 

 任意の文言を入力して下さい。 

 

 

 

 

弁済率が７５％未満の場合には、警告ダイヤロ

グ画面が表示されますが、Word 文書を表示す

ることは可能です。 
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11．カレンダー 

 
初期画面の、「カレンダー」ボタンを押すとカレンダー画面が表示されます。 

日付部分をクリックするとその日のデータが、画面左の「返済期日到達リスト」及び「期日到達リスト」にセ

ットされます。 

 

カレンダーにセットされるデータの生成について 

(1)返済期日が到達するデータは、

[再生計画シュミレーション ]の

[返済計画シミュレーション（小規

模個人・給与所得者等） ]画面

の、[調整]ボタンを押して開いた

[返済計画の調整]画面の、[保

存]ボタンを押したときに表示さ

れる右の画面で「はい」を押した

場合に、「返済開始年月」「返済

日」の元に、返済期間分のデー

タが生成されます。 
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(2)期日（管理）が到達するデータ

は、[申立シミュレーション]又は[再

生計画シュミレーション]の[進捗状

況管理入力]で入力したデータが

表示されます。 

 

 

 
 

返済期日が到達するデータの処理 

 
返済期日到来リストの任意の申立人データを

クリックすると[振込一覧表]画面が表示されま

す。 
 

 

管理期日が到達するデータの処理 

 

[未確認]データを[確認済み]としたり、[確認済み]を取り消す処理

がここでも行えます。 

 
 

ボタンの説明 

 当月に移動 
 翌月に移動 
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 前月に移動 

12．進捗管理 

 
再生手続きにおいて進捗管理を必要とする場合には、ここで入力を行います。 

管理対象とする場合は、項目の前のチェックボックスにチェックを入れます。チェックをすると[日付入

力]ボタンが有効になりますので、ボタンを押して開いたカレンダーで期日の入力を行います。詳細入力

項目のあるデータに関しては、日付入力を行った時点で[詳細入力]ボタンが有効になります。※期日警

告管理が不要な場合は、詳細入力の必要はありません。カレンダーには入力した期日にその項目名が

セットされます。 

 

※期日警告管理とは、期日のｎ日前になると、期日到来データをリストアップし表示する機能です。ｎ日

前はデータ個別ごとに設定ができます。 

 

[詳細入力]ボタンを押すと詳細入力画面が開きます。 
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項目名が[任意設定]となっているデータについては、任

意の項目名を登録できます。 

 

[警告表示]をする場合は、「する」をチェックし、その期日

までの期間を入力します。 

[確認済み]がチェックされるまで、警告期間中は、再生

計画シミュレーションを処理するたびにダイアログ画面が

表示されます。 

 

[確認済み]のチェックは、カレンダー画面でも処理をす

ることができます。 

 



機能説明書 
再生手続支援システム 

日本アイ・エム・シー株式会社 

181 

 

13．メインメニュー 

(1).ファイル 
(A)．データのバックアップ＆復元 

①バックアップ  

 

１）バックアップ先のディレクトリを指定しま

す。デフォルトでは、再生ＤＢ（SaiseiDB）

フォルダと同じ階層が設定されています。

必要であればバックアップ先のディレクトリ

を変更します。参照ボタンを押すと『フォ

ルダの参照』画面が表示されるので、その

画面からフォルダを指定することもできま

す。 

２）バックアップフォルダ名を入力します。

デフォルトでは、「BAK＋年月日」という名

前のフォルダが設定されています。バック

アップを実行すると、ここで設定した名前

のフォルダが作成され、その中にすべて

のデータファイルがコピーされます。 

３）圧縮ファイル(LZH又はCAB)を作成する

ことができます。この処理を行うには

UNLHA32.DLL 又は CAB32.DLL が必要で

す。UNLHA32.DLL 等はフリーソフトで、イン

ターネットのダウンロードサイト（「窓の杜」

「Vector」）にて入手することができます。 

４）CAB 圧縮は復元できません。 

②復元  

 

 

１）復元するバックアップフォルダには、以

前バックアップした時のフォルダを指定し

ます。参照ボタンを押すと『フォルダの参

照』画面が表示されるので、その画面から

フォルダを指定します。 

２）圧縮ファイルを復元する場合には、「バ

ックアップフォルダ内の・・・」にチェックを

し「参照」ボタンを押して表示された画面

で圧縮ファイル（LZH）を指定します。 

 

※ 注意 

復元を行うと、現在のデータベースの内

容が復元したデータに置き換えられま

す。必要であれば先に現在のデータベー

スの内容をバックアップし、それから復元

作業を行って下さい。そうすることにより、

バックアップしておいたデータを復元して

もとの状態に戻すことができます。 

※パソコンの変更によるデータの移行は、バックアップフォルダを USB メモリー等に保存して

から、新しいパソコンで USB メモリー内のバックアップフォルダを復元対象に指定して復元処

理を行ってください。 
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 (B)．クラウドへのデータのアップロード 
クラウドサーバーへのデータアップロードは、インターネットを経由して日本アイエムシー株式会

社のサーバーにデータベースのデータを保存する機能です。この機能は外部コンピュータとデータ

を受け渡しするためプログラムがネットワーク上での通信を許可する必要があります。ファイアウォー

ルで外部との通信を制限する設定がなされている場合には、以下の警告画面が表示されますので

「アクセスを許可する」ボタンを押して下さい。 

 
 
1) アップロードのウイザードの開始 

 
FTP の接続方式は、通常は[PASV 方式]を選択して下さい。FTP クライアントソフト、又は、ルー

ターが[PASV 方式]に対応していない等が原因で、正常に処理ができない場合には、[PORT]方式

を選択して下さい。[PORT]方式を選択された場合は、[2600]番ポートを使用して通信を行います

ので、ファイアウオールで[2600]番ポートを遮断しないように設定して下さい。 
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２) アップロード種別の選択 

 
１．データベース（フォルダ） 

 再生手続支援システムで使用するデータベースフォルダの全ファイルをクラウドサーバーに保管し

ます。データは２０世代前まで時系列に保管され、任意の時点の完全なデータを復元することがで

きます。 

 パソコンの変更等でデータベースのデータを移行する場合に使用します。 

（使用例） 

①旧パソコンでこの処理を実行します。 

②新パソコンに再生ソフトをインストールし、旧パソコンに入力した利用者登録キーを新パソコンに

入力し、正常に動作することを確認します。 

③旧パソコンで解除キーの返却を行い、新パソコンで解除キーの取得を実行します。 

④新パソコンでクラウドサーバーからのデータのダウンロードウイザードを開きます。 

⑤ダウンロード種別の選択でデータベース（フォルダ）を選択し、次の画面に進むと、旧パソコン

でアップロードをしたデータが自動でリストアップされますので保存日時を確認して対象ファイル

を選択し画面の指示に従って作業を進めると復元が完了します。 

※データベースは利用者登録キー単位で管理しているため、利用者登録キーが違うパソコン間で

のデータの保存・復元はできません。 

 

２．バックアップデータ（フォルダ） 

再生手続支援システムのデーのバックアップ＆復元で作成したバックアップフォルダをクラウドサ

ーバに保管します。「BAK_SAI120810」等のフォルダです。 

 

３．任意のファイル（フォルダ） 

任意のファイル又はフォルダをクラウドサーバーに保管します。 

保管時の PATH 情報も保存しますが、復元時にダウンロード先を変更することも可能です。 
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４．エラー関連のファイル 

データの破損等でデータベースの修復を必要とする場合に行います。なファイルを又はフォルダ

をクラウドサーバーに保管します。エラーの解析に必要なファイルが自動でアップロードの対象にな

ります。 

 

３) アップロードの状況（1から４共通） 

 
 [１]データベース（フォルダ）を選択した場合、アップロード対象ファイルが PATH 付きで自動的に

リストアップされます。アップロードの要否はファイル単位で変更が可能です。通常は変更する必要

はありません。前回の保存時より変更されていないファイルはアップロード対象になっていても、アッ

プロード情報のみがサーバーに記録され、ファイルのアップロードはスキップされますので高速に処

理が進みます。 
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４) アップロードするファイルの選択（２、３共通） 

 

 

[２]バックアップデー

タ（フォルダ）を選択

した場合には、フォ

ルダ名が

[BAK_SAI 年月日]

形式のもののみが

処理対象です。 
 

[３]任意のファイル（フォルダ）を選択した場合は、どのようなファイル・フォルダも処理の対称

になりますが、１００MB を超えるサイズは処理できません。 

 

 

[４]エラー関連のフ

ァイルを選択した場

合は、左の画面が

表示されます。 
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５) アップロードの状況２ 

 
送信ボタンをクリックするとアップロードを開始し、進捗状況が表示されます。 

 
完了ボタンで終了します。 
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(C)．クラウドからのデータのダウンロード 
 クラウドサーバーからのデータダウンロードは、インターネットを経由して日本アイエムシー株式

会社のサーバーから保管してあるデータベースのデータを復元する機能です。 

 

1) ダウンロードのウイザードの開始 
 

この機能は有償サポ

ート契約期間中のみ

無償で利用できま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２) ダウンロード種別の選択 
 

クラウドサーバーへ

のアップロードを行

われていない場合次

のダイアログが表示

されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去にアップロードを行ったデータがある場合の

み処理が可能です。 
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３) ダウンロードするファイルの選択 

 
データをクリックして選択します。 

[削除]ボタンは、選択されているデータの管理情報を削除します。世代管理が２０件までなので２０
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件を超える場合は管理ができません。保存日時が古いデータを削除する場合に行います。 

対象日時を選択すると[対象ファイル一覧]にデータの PATH 情報とファイルがリストアップされま

す。旧パソコンと新パソコンで再生ソフトのインストール先が違う場合は次のダイアログが表示されま

す。 

【はい】（推奨）をクリックして下

さい。 

 

【いいえ】をクリックした場合、ダ

ウンロード後に[データベースフ

ォルダの指定]でデータベース

の場所を変更しないとダウンロ

ードをしたデータにアクセスは

できません。必要に応じてデー

タベースの場所を変更してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

対象ファイル一覧のファイルをクリックすると 

 
[ダウンロードするフォルダの変更]ボタンが表示されます。 
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[変更後のダウンロードフォルダ]に入力した文字列に、元の[ダウンロードフォルダ]の文字列が置換

されます。 
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４) ダウンロードの状況 

 
[完了]ボタンをクリックすると終了です。 
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(2).保守 
(A).債権者登録・修正 

 
債権者データの登録と修正を行います。債権者データは「会社」データと「本支店」データで構成

されています。データの選択状況によって画面上の「ボタン」の機能が変化します。 

【債権者が選択されていない場合】 

 
 

【債権者】全件表示 債権者データの全件を表示します 

【債権者】検索 債権者データの検索画面が開きます 

【債権者】新規 債権者データの新規作成ウイザード画面が開きます 

【債権者】詳細・修正 処理できません 

 

【債権者が選択されている場合（支店は未選択）】 

 
 

【支店】全件表示 選択債権者の本支店データの全件を表示します 

【支店】検索 選択債権者の本支店データの検索画面が開きます 

【支店】新規 選択債権者の本支店データの新規作成画面が開きます 

【債権者】詳細・修正 選択債権者の債権者データの修正画面が開きます 
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【債権者が選択されている場合（支店も選択）】 

 
 

【支店】全件表示 選択債権者の本支店データの全件を表示します 

【支店】検索 選択債権者の本支店データの検索画面が開きます 

【支店】新規 処理できません 

【支店】詳細・修正 選択本支店の本支店データの修正画面が開きます 

 

 

①検索画面 [【債権者】又は【本支店】] 

  
会社名は一部でも一致すれば抽出対象となりま

す。「ＵＦＪ」の場合「ＵＦＪ銀行」と「ＵＦＪ信託銀行」が

抽出されます。 

本支店名は一部でも一致すれば抽出対象となり

ます。「梅田」の場合「梅田支店」と「梅田東支店」

が抽出されます。 

都道府県を指定した場合は、都道府県が一致しない場合は抽出されません。複合条件で検索す

る場合には注意が必要です。 

「クリア」ボタンのクリックで、検索条件を初期化します。 

 

 

債権者リスト又は本支店リストにデータが存在する

状態で検索を行った場合、検索結果を出力する形

態を指定します。 

「はい」 検索データのみを出力します。 

「いいえ」 検索データを追加出力します。 
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②債権者データの新規作成ウイザード画面 

 

 

 

[次へ]ボタンをクリックして入力ウイザー

ドを開始します。 

 

 

 
 

 

【債権者種別の選択】 

 

１）債権者は法人である 

 

２）債権者は支店のない法人である 

 

３）債権者は個人である 

 

【債権者が法人の場合】  

 
 債権者(法人)の入力を行います。 

 
 債権者(法人)の本支店データの入力を行いま

す。「本支店名称」及び「郵便番号」は必須入力

です。 

 

[金融機関の債権者データの場合] 

ファームバンキングテキストファイルが必要な

場合、[銀行コード][銀行支店コード]を入力して

おくと債権者口座情報に自動でセットされます。 
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【債権者が支店のない法人の場合】  

 債権者(法人)の入力を行います。 

[本社の記載は不要]をチェックした場合、債権者

名のみが出力されます。チェックしない場合、債

権者名の後ろに「本社」が付与されます。 

 

 
 

 

【債権者が個人の場合】  

※債権者が個人の債権者の場合、債権者デー

タとして【個人の債権者】という債権者が自動で

作成されます。 

 

※【個人の債権者】が一度作成されると、これ以

降に作成される個人の債権者のデータは、すべ

て【個人の債権者】で集中管理されます。 

 

 
債権者(個人)の入力を行います。「債権者名

称」及び「郵便番号」は必須入力です。 

 

 
 

 

入力した内容で正しければ「完了」ボタンを

押します。債権者ＤＢに入力したデータが登録

されます。 
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③本支店データの新規入力画面 

 

 債権者の本支店

(法人 )データ又は

債権者(個人)の入

力を行います。「名

称」及び「郵便番

号」は必須入力で

す。 

 

銀行コードが未入

力の場合、[銀行支

店コード]入力欄は

表示されません。 

 

④ファイル-【債権者】リストより除外 

債権者リストで選択されているデータを「債権者リスト」より除外します。リストに表示されないように

するだけで、債権者ＤＢよりデータが削除されることはありません。 

 

⑤ファイル-【本支店】リストより除外 

本支店リストで選択されているデータを「本支店リスト」より除外します。リストに表示されないように

するだけで、債権者ＤＢよりデータが削除されることはありません。 

 

⑥ファイル-【債権者】削除 

債権者リストで選択されているデータを債権者ＤＢより削除します。削除されるデータは「債権者

データ」及びその債権者の「本支店データ」の全てです。データは物理的に削除されますので、こ

の処理を行うと元に戻すことはできません。 

 

⑦ファイル-【本支店】削除 

本支店リストで選択されているデータを債権者ＤＢより削除します。データは物理的に削除されま

すので、この処理を行うと元に戻すことはできません。 

 

⑧ファイル-債権者データの更新 

 

 

[ヘルプ-債権者ＤＢの一括ダウン

ロード]又は、再生ソフトのホームペ

ージより[債権者ＤＢのダウンロード]

でダウンロード後、この処理を実行

して債権者ＤＢを取り込みます。 

 「データチェック」を実行すると、追

加更新されるデータ件数が表示さ

れますので、件数を確認後、「更新

開始」ボタンを押します。 
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⑨ファイル-インポート 

【債権者データ】のインポート 

 

[債権者データの保守]画面で

【債権者】が選択されずに、「イン

ポート」画面が開かれた場合、イ

ンポートの処理は、【債権者デー

タ】のインポートとして実行されま

す。 

 

「参照」ボタンをクリックし、開

いた画面でインポート対象のファ

イルを指定します。拡張子が

[TXT][CSV]のカンマ区切りテキ

ストがインポート可能です。 

 

 

 

 インポートが正しく行われるよう

に、カラムの内容を項目名と合

わせます。「住所」項目がふたつ

以上になっている場合は、デー

タを継続して扱うように指定しま

す。 

(例)[大阪市中央区,南船場 1-2]

の場合、「２」と指定すると、1 行

のデータとして取り扱います。 

 

債権者データのインポートでは、「債権者データ」と「本店データ」が生成されます。 

 

【本支店データ】のインポート 

 

[債権者データの保守]画

面で【債権者】が選択され

た状態で「インポート」画面

が開かれた場合、インポー

トの処理は、【本支店デー

タ】のインポートとして実行

されます。 

 

「参照」ボタンをクリック

し、開いた画面でインポート

対象のファイルを指定しま

す。拡張子が [TXT][CSV]

のカンマ区切りテキストがイ

ンポート可能です。 
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 インポートが正しく行われるよう

に、カラムの内容を項目名と合

わせます。「住所」項目がふたつ

以上になっている場合は、デー

タを継続して扱うように指定しま

す。 

(例)[大阪市中央区,南船場 1-2]

の場合、「２」と指定すると、1 行

のデータとして取り扱います。 

 

インポート時に支店名より削除する文字列 

本支店データのインポートで名称に会社名が含まれている場合、会社名等の文字列を削除しま

す。 

（例）1.愛知銀行赤池支店 

2.愛知銀行荒尾支店 

のデータの場合「愛知銀行」を入力するとインポート時に「愛知銀行」を除外し 

1.赤池支店 

2.荒尾支店 

のデータをインポートします。 

 

(B)．債権者住所の一括変換 

 

 

市町村の合併等でその名称に変更があっ

た場合、債権者ＤＢに登録されている債権

者の住所を変換します。 

 

債権者登録・修正でも変更をすることはで

きますが、こちらの変更は、「都道府県＋旧

住所」で検索した住所データを、 

「旧住所→新住所」に一括変換します。 
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(C).タックシール印字位置の設定 

 

 

印刷帳票に

出力する場合の

出力位置の微

調整を行いま

す。 

「項目印刷」ボタ

ンは、設定され

た帳票の座標

等を一覧形式

（Ａ４用紙）で出

力します。 

 

  
ここで、項目の「出力位置」「サイズ」「フォント」の設定を行います。 

 

各項目をクリックす

ることにより、左の入

力画面が表示され

ます。 

 

 

「テスト印字」ボタン

を押すと、左の入力

画面が表示されま

す。 

テスト印字を行った後、用紙全体を上下左右に０.１ｍｍ単位で移動させることにより、最適の位

置を設定して下さい。左もしくは上に移動させる場合は、マイナスで入力して下さい。 

項目名の横に赤丸印が表示されている項目は印字対象になっている項目です。また、項目名

の横に×印が表示されている項目（Ｘ座標及びＹ座標がゼロで表現されている）は印字対象の

項目ではなく、印刷用紙の形式を設定します。タックシール印刷においては、１枚のページにあ

るラベルの行数を設定します。 
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(D).日付入力方式の設定 
 

 

 

入力方式には、 

カレンダー入力方式

とキーボード入力方

式があります。 

 

入力方式のいずれ

かを選択し、「ﾃｽﾄ表

示」ボタンをクリック

すると、下の「カレン

ダー」又は「和暦（西

暦）入力」のダイアロ

グ画面が表示されま

す。 

 

 

 

 

 

 

カレンダー入力の「前回入力

値の翌月を表示」は、前回に

入力した時の「翌月」のカレン

ダーが表示されますので、連

続した期間の入力に利用しま

す。また、「常に本日を表示」

は、常に当月のカレンダーが

開きますので、本日より何年前

という入力に利用します。 

 

 

 

 
キーボード入力は、キーボードで直接数字を入力する場合に利用し、和暦（元号ＹＹＭＭＤＤ）ま

たは西暦（ＹＹＹＹＭＭＤＤ）入力を選択することができます。 
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(E).データベースフォルダの指定 

 
データベースフォルダを他のドライブに移動される場合は「\imc」

フォルダ以下のサブフォルダの階層が必要です。 

「\imc\Saisei1\SaiseiDB」再生単独データが、 

「\imc\AreaDB」に他システムとの共用データがあります。 

上記が理解できない場合は、ドライブの変更はしないで下さい。 

 

[SaiseiDB]再生手続きデータベース 

[AreaDB]郵便番号データベース、債権者マスタデータベース 

 この処理は①ＬＡＮの環境下

でデータを他のパソコンと共有

する場合と、②何らかの理由で

データベースへのＰＡＴＨ情報

が不整合になった場合に行い

ます。 

①ＬＡＮで利用する場合 

1.他のｺﾝﾋﾟｭｰﾀを選択 

2.「コンピュータ」又は「ネット

ワーク」上にある再生ＤＢの

フォルダを指定します。指

定したフォルダに再生ＤＢ

がある場合には、「登録」ボ

タンが有効になります。通

常の場合、再生ＤＢは下記

のフォルダにあります。 
N:\ProgramData\imc\Saisei1\SaiseiDB 
 

[N:]は、再生ソフトがインストー

ルされているドライブです。 

 

他のコンピュータの[SaiseiDB]を利用する場合 

 

※ＬＡＮで共有するＤ Ｂは

「SaiseiDB」の PATHを変更する

と「AreaDB」も同一のドライブに

自動で変更されます。 

 

※ＬＡＮで利用する場合は、サ

ーバ機にもライセンスが必要で

す。 

 

②ＰＡＴＨの修復をする場合 
N:¥ProgramData¥imc¥Saisei1 

フォルダ内の[DBPath.ini]ファイ

ルを削除して下さい。再生ソフト

を再起動すると自動で生成され

ます。 
 

 

 

 

ネットワークドライブにデータベースフォル

ダ (\imc)のみを作成して運用している場

合、全てのパソコンがクライアント機となり、

プログラムの起動時に左の画面が表示され

ますので、どれか１台のクライアント機で「は

い」を選択して下さい。 
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 (F).環境設定 
既定値は、初期画面上部のメインメニューの【保守】にある【環境設定】で設定されたも

のとなっています。申立人によって個別の設定が必要な場合は、申立てシミュレーション又

は再生計画シミュレーションの画面にある「環境設定」ボタンで設定をして下さい。(初期

画面の既定値は以後、新規に登録する申立人データに反映されます。既に登録している申立

人のデータは、個別に設定して下さい) 

 

 
[プログラムアップデート確認ダイアログを表示しない] 

チェックをすると、起動時に自動実行される最新版

のプログラムの有無を確認しません。 

[プロキシサーバーの設定] 

インターネットの接続にプロキシサーバーを利用

している場合はチェックをしてプロキシの URL(IP

アドレスも可)と使用するポート番号を入力して下

さい。 

【処理方法】タブ 

[初期画面の画像を表示しない] 

[「申立書」の申立日付を空欄で

印字する] 

[「陳述書」の申立日付を空欄で

印字する] 

[「申立書・陳述書」の申立人の氏

名・ふりがなを印字しない] 

以上の３項目は既定値の設定

です。 

[「申立書・陳述書」の「印」を印字

しない] 

[「申立書」の【もしくは・・・】の記載

不要] 

東京書式のみの選択です。 

[「申立書」の【書類作成者】の記載

不要] 

大阪書式のみの選択です。 

[「申立書」の申立人の連絡先電

話番号を印字する] 

東京書式のみの選択です。 

[「申立人ＣＳＶ出力」時、項目を

「“」で囲む] 

[日付は「西暦」で印字する] 

すべての帳票に適用されま

す。 

[返済額算出シートの印字方法設

定ダイアログを表示する] 

[返済管理予定要否の選択ダイヤ

ログを表示する] 

[最低生活費算出画面の「住宅資

金返済」「家賃支払」の入力単

位を指定します] 

万円単位は少数点以下 1 位

(99.9 万円) 

[ＩＭＣ外字ファイルを使用し

ない] 

※ユーザー定義外字ファイル

を使用する場合はチェックし

て下さい。 
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Ｆ）担保不足見込額の印字の設定 

返済計画表（最高裁・東京）の各欄の印字方法を設

定します。 

1-[担保不足見込額]と印字、各回の返済額欄は印字

しない。 

2-[担保不足見込額]と印字、各回の返済額欄は印字

する。 

3-[担保不足見込額]は印字せず、各回の返済額欄は

印字する。 

 

 確定債権欄 各回の返済額欄 

1 [担保不足見込額] 

＋金額印字 
空欄 

2 [担保不足見込額] 

＋金額印字 
金額印字 

3 金額印字 金額印字 
 

【返済計画】タブ 

「再生計画」による返済計画表

の計算及び印字に関する設定を

行います。 

Ａ）再生計画の各回の返済額の

計算方法 

Ｂ）再生計画の免除率の桁数 

Ｃ）再生計画の免除率の端数処

理 

Ｄ）再生計画の免除率の印字方

法 

Ｅ）「再生計画による返済計画

表」の印字の設定 

 

 

Ｇ）少額債務の基準最低弁済額 

返済計画表を作成するときに、

少額債務のみを隔月等にまと

めて計算したい場合の、まと

める基準額を設定します。 

（例）毎月返済が 800 円で基準

最低弁済額を 2,000 円とした場

合、2,400 円を１回当りの金額に

まとめて３ヶ月ごとの支払いに

します。基準最低弁済額を「０

円」に設定した場合には、少額

債務も毎月返済で算出します。 
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最終回で調整する」等と印字するか、印字しないかを 

【再生計画案】タブ 

Ａ）再生計画案の弁済方法の支

払割合の印字方法  ※下記の

説明を参照 

 

Ｂ）再生計画案の返済額の計算

方法の印字 

「必要」を選択した場合、「Ａ）

再生計画の各回の返済額の計

算方法」で選択した内容が印

字されます。 

（例）「３年０か月間は、毎月月

末日限り、２．２２３パーセン

トの割合による金員（１０円未

満の端数は切り上げる。）」の（１

０円未満の端数は切り上げる。）

の部分を印字するかどうかの選

択です。 

 

C)[権利の変更に・・・処理方法を

印字する] 

「10 円未満の端数は切り上げ、 

選択します。 

Ａ）再生計画案の弁済方法の支払割合の印字方法 

再生計画案（すべての書式）の、再生債権に対する弁済方法の「支払割合」の印字方法で、百

分率表記と分数表記のいずれかを選択できます。また百分率表記の場合には、小数点以下の

桁数が指定できます。 

返済期間 36 ヶ月の場合、 

１÷36＝0.0２７７７77・・・・・ 

ですが、選択した桁数によ

って右のようになります。 

編集方法 表示 

9.99% 2.78% 

9.999% 2.778% 

9.9999% 2.7778% 

9.99999% 2.77778% 

 

 

百分率表記 分数表記 

毎月支払いで返済期間が３年の場合 

 
 

※ 1÷36回＝2.7777… 2.778％ 

 

 

毎月支払い 80%とボーナス払い 20%で、返済期間が３年の場合 

 
毎月 1÷36回×80%＝2.2222…2.223％ 

ﾎﾞｰﾅｽ 1÷6回×20%＝3.3333…3.334％ 
毎月  36分の(1×80%)＝45分の１ 

ﾎﾞｰﾅｽ  6分の(1×20%)＝30分の１ 

※ 表示は約分しています。 

☆上記の印字文言は入力画面で変更することができます。 
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ここで印字方法を変更した場合には、

「再生計画案の初期化」を実行して下さ

い。初期化をしないと以前のデータがそ

のまま表示されます。（右の画面のボタ

ン） 

 

 
[再生計画案の初期化]ボタンを押した時、次のメッセージが表示されます。 

１）「再生計画案データの【免除率・弁済方法】等を初期化しますか？再生債権を変更したり、

支払割合の表記方法を変更した場合は、初期化しなければなりません。[はい][キャンセ

ル]」 

  ここで[はい]を押さないとデータは作り変えられません。手入力して保存した印字内容を利

用したい等、再生計画案を作り変える必要がない場合には、[キャンセル]を押してくださ

い。 

２）「【住宅資金特別条項】を初期化しますか？再生債権を変更しても、住宅資金に変更がなけ

れば初期化は不要です。[はい][キャンセル]」 

  ここで[はい]を押さないとデータは作り変えられません。手入力して保存した印字内容を利

用したい等、再生計画案を作り変える必要がない場合には、[キャンセル]を押してくださ

い。 

 

 

 
 

【印刷】タブ 

Ａ[申立書・陳述書]のページ番

号の印刷の設定【最高裁書式

のみ】 

 

Ｂ[陳述書]のページ番号の印刷

の設定【東京書式のみ】 

 

Ｃ [財産目録]の印刷の設定【大

阪書式のみ】 

 

Ｄタックシール印刷の設定 

「個人の債権者」で登録したデー

タは、ここの選択に関係なく

「様」が印字されます。 

 ビットマップイメージの印刷機

能を持たないプリンタでタックシ

ールを印字する場合には、「バ

ーコードの印刷はしない」を選択

して下さい。 

 

Ｅ返済一覧表の印刷書式の設定 
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【清算価値】タブ 

Ａ[清算価値チェックシート]で、

負債が時価を上回る場合の印

字の制御 

 「時価等をそのまま印字」を選

択した場合、負債の有無に関

係なく、時価等が印字されま

す。この場合にも、清算価値

の計算では負債は減額されま

す。 

 

Ｂ[清算価値チェックシート]で、

回収見込みが「あり」以外の債

権について印字の制御 

 「債権額をそのまま印字」を選

択した場合、債権額がそのまま

印字されます。この場合にも、清

算価値の計算では回収見込額

で集計されます。 

 

Ｃ[清算価値チェックシート]で、

現金項目の注記の印字の制

御 

印刷する、を選択した場合、入

力した文言が注記として印

字されます。（那覇） 

 
 

 

【印刷書式】タブ 

各帳票の印刷書式を選択できま

す。 

 

[申立書] 

[陳述書] 

・財産目録・家計の状況・資金繰

り表・事業収支報告書も選択の

対象になります。 

[債権者一覧表] 

[認可後家計表] 

[再生計画案] 

[その他] 

・再生債権の確定処理入力画面

が対象になり、「債権認否一覧

表」等の帳票が選択の対象にな

ります。 
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【調整】タブ 

[家計の状況」列幅調整] 

 

家計の状況の入力画面で、金額

列の文字欠けが発生する場合に

は、この画面で「金額列の幅」を

調整して下さい。 

 

[プレビュー画面のフォント調整] 

印刷プレビュー画面で文字のサ

イズが正常に表示されない場

合、フォントサイズの微調整をこ

こで行うことによって表示を改善

します。。 

 

 
 

 

【クラウドサーバー】タブ 

[このコンピューターのみ使用] 

通常の処理です。 

 

[指定したコンピューターのフォル

ダを使用する]にチェックをした場

合、単独運用をしている複数の

コンピュータ間でのデータの移動

が、クラウドサーバーを利用して

行えます。 

【運用例】 

Aのパソコンのデータを Bのパソ

コンで利用したい場合、事前に A

のパソコンでクラウドサーバーに

アップロードをしておき、Bのパソ

コンの左の画面のコンピュータ

ー名に「A のパソコン」名を入力

してから、B のパソコンでクラウド

サーバーからのダウンロードを

実行すると、A のパソコンのデー

タを利用することができます。 
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 (G).申立人代理人等の属性入力 
 

申立代理人情報

はすべての申立

に共通です。 

「申立書＆陳述

書表紙」入力画

面、メインメニュ

ーの「保守｜申

立人代理人等の

属性入力」で、入

力内容の変更は

可能ですが、既

入力のすべての

申立デー タ の

【申立代理人等

の属性】に反映

します。 
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(3).ツール 
(A).引直計算 

 
 

①推定計算 [現在残・月返済額・当初借入より、返済履歴を推計] 

【業者計算】 

 

【引直計算】 

 
当初借入・利率・毎月返済額・現在残高・約定返済日・計算基準日を入力し、過去の返済履歴を

推計します。「引直計算」をクリックすると、法定利率で利息計算を行い画面に表示します。この処

理のデータは保存できません。 

『計算基準日』 現在残高時点の日付を入力します。 

『休日の設定』 休日とする曜日を設定します。休日には返済できません。 

[土曜・日曜・祭日][日曜・祭日]を選択した場合は、『休日処理』で指定した営業日を返済日とし

て利息計算を行います。 

[休日設定なし]を選択した場合は、約定返済日で利息計算を行います。 

『休日処理』 翌営業日・または前営業日。 

「印刷」ボタンのクリックで計算書を印字することができます。印刷の内容は開いている返済リストに

よります。【業者計算】画面を開いているときは[約定利率]で計算した計算書が印刷され、【引直計

算】画面を開いているときは[利息制限法所定の制限金利]で計算した計算書が印刷されます。「プ

レビュー」ボタンでは、印刷前に印刷内容をプレビュー画面で確認できます。 

【業者計算】画面で、変更したい行をクリックすると、「データの変更」ダイアログ画面が開きます。

[取引日][借入額][返済額][利率]でデータを変更後、「変更」ボタンをクリックすると変更が反映さ
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れます。 

 
 

②推定計算【日掛】[現在残・日返済額・当初借入より、返済履歴を推計] 

当初借入・利率・毎日返済額・現在残高・約定返済日・計算基準日を入力し、過去の返済履歴を

推計します。「引直計算」をクリックすると、法定利率で利息計算を行い画面に表示します。この処

理のデータは保存できません。 

『休日の設定』 休日とする曜日を設定します。休日には返済できません。 

 

③繰り返し借りる [現在残・月返済額・当初借入日より、返済履歴を推計] 

当初借入・利率・毎月返済額・現在残高・約定返済日・当初借入日・計算基準日を入力し、過去の

返済履歴を推計します。「引直計算」をクリックすると、法定利率で利息計算を行い画面に表示しま

す。この処理のデータは保存できません。 

『融資単位』は繰り返し借入をする場合の融資単位で、千円単位または万円単位を選択できま

す。 

 

④返済入力 [当初借入日・返済実績を入力し、残債務を計算する] 

『入力方法』を選択し、「途中借入・返済入力」ボタンをクリックすると対応した入力画面が開きま

す。 

【個別入力】 

 
【個別入力】は 1 行ごとに入力します。 

【一覧入力】は、「Enter」キーで入力を確

定します。また項目間移動も「Enter」キー

の押下で行います。 

【一覧入力】 

 

 

[利率一括変更]ボタンは、入力済みデー

タの、任意の行以降の利率を変更する場

合に利用します。 
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[当初借入日の変更]ボタンは、入力済み

の当初借入日を変更する場合に利用し

ます。当初借入日の変更はここでしかで

きません。 

 
 

「新規」ボタンは、名前を付けてデータを保存したい場合にクリックします。ボタンをクリックすると保

存名称を入力するダイアログ画面が開きます。 

 

 

 

名称欄には「債務者名」と「業者名」がデフォル

ト表示されます。保存名称は任意に変更するこ

とができます。 

 

「復元」ボタンは、以前に名前を付けて保存したデータを表示したい場合にクリックします。 

 

 

[復元]又は[削除]をした

いデータをクリックして選

択します。各ボタンが有

効になりますので、処理

したいボタンをクリックしま

す。 

 

「上書」ボタンは、復元したデータを変更後、同一の名称でデータを保存します。 

 

⑤返済計画修正型 [当初借入日・月返済額より返済計画を計算し修正する] 

当初借入・利率・毎月返済額・約定返済日・当初借入日・計算基準日を入力し、当初借入日より計

算基準日までの、過去の返済履歴を推計します。「引直計算」をクリックすると、法定利率で利息計

算を行い画面に表示します。この処理のデータは保存できません。 

【業者計算】画面で、変更したい行をクリックすると、「データの変更」ダイアログ画面が開きます。

[取引日][借入額][返済額][利率]でデータを変更後、「変更」ボタンをクリックすると変更が反映さ

れます。 
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⑥住宅資金貸付債権の計算（簡易） 

 

 

[残債基準日][残債額][毎月返

済額][利率][遅延利率]を入力し

「計算」ボタンを押すと、返済計算

書を表示します。 

 

滞納開始から失期までの期間の

入力方法 

 マウスを期間の開始行に移動し

【備考】欄の上でマウスダウンし、

期間の最後のセルまでドラッグし

ます。マウスダウンを終了すると、

種別を入力するダイアログ画面が

表示されます。 

 

 

 

1)期限の利益喪失前の滞納期間 

「前滞納」と表示されます。 

2)期限の利益喪失後から再生計

画確定までの期間 

「後滞納」と表示されます。 

3)取り消し 

「前滞納」「後滞納」の選択が取

り消されます。 

【期限の利益回復型】 

失期及び確定予定日は、変更す

ることができます。 

一般弁済期間は 36 ケ月から 60

ケ月の間で変更できます。変更

は即座に計算され画面に反映し

ます。 

 
 

【期間延長型】 

延長期間は 1 ケ月から 120 ケ月

の間で変更できます。変更は即

座に計算され画面に反映しま

す。 
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【元本据置型】 

据置期間・据置率・延長期間を

入力し、返済額をシミュレーショ

ンします。 

 

 
計算結果は保存されません。 

 

 

 

画面イメージをプリントす

ることができます。「Ｃｔｒｌ」キ

ーを押しながら「Ｐ」キーを

押すと、画面印刷のプレビ

ュー画面が表示されます。

(左画面) 

表示された画面で「印刷」

ボタンを押します。[期間延

長型]の画面等でも同じ操

作で画面印刷が可能です。 
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(B).最低生活費計算 

 
【可処分所得額算出シート】 

 

このメニューで行う最低生活費算出のデー

タは保存されません。 

生年月日等の必要情報を入力し「計算」ボ

タンを押してください。 

 

[勤労必要経費]は、「過去２年間の収入等

の入力」ボタンを押して表示される画面の、

「収入は勤労に基づいて得たものである」を

チェックすると計算されます。 

 
 

「住宅資金返済」及び「家賃支払」の入力

単位（円または万円単位）の選択は、「環境

設定」画面の[処理方法]で変更できます。 
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(4)．ヘルプ 

(A).目次 
本システムに関するアプリケーションのヘルプファイルの目次を表示します。 

 

(B).利用者登録処理 

 
 

この画面で利用者（ユーザー）の登録処理を行います。『利用者名』『登録キー』を入力して「登

録」ボタンを押して下さい。正常に登録処理が行われるとその旨のメッセージが表示されます。 

１）本システムは、未登録（試用版）の場合、各画面に「サンプル版」と表示されますが、ソフト上の

機能的な制限は特にはありません。ただし、印刷時にサンプル版である旨の内容が印字され

ます。 

２）正規ユーザー（利用者）登録をしていただきますと、当社より『利用者名』及び『利用者登録キ

ー』を連絡いたしますので、『利用者登録』の処理を行って下さい。制限が解除されます。 

３）正規ユーザーの方には、マイナーアップデートを無償にて提供いたします。ただし、毎年４月

にリリースするバージョンアップの場合は、有償となり優待価格にてご利用いただけます（有償

サポート契約のあるユーザーの方は、すべてのバージョンアップに対して無償提供となりま

す）。 

※ ソフトの譲渡による登録者名の変更はできません。 

※ 重要 

１）利用者登録を行って正規ユーザーとなった場合に、１ヶ月間以上が経過すると不正使用

防止のためのプログラムが自動的に起動します。これは、アプリケーションの不正使用を

防止するために行っており、「再生手続支援システム」の起動時にダイアログにて案内さ

れます。この案内が表示された場合は、１ヶ月間の猶予期間を経過した後、アプリケーシ

ョンが使用できなくなります。この案内が表示されている期間、もしくは、1 ヶ月が経過して

使用できなくなった場合は、解除キーの取得を実行して頂くか、画面の内容をＦＡＸもしく

はメールで弊社まで連絡して下さい。折り返し、解除キーを連絡致します。 

２）パソコンの買い替え及び Windowsの変更、または Windowsのリカバリーでプロダクトコ

ードが変更されたことによる「解除キー」の再発行は有償になります。プロダクトコード及び

コンピュータ名を変更されない限り解除キーが変更になることはありません。リカバリー時

にはプロダクトコードの入力及びコンピュータ名の入力に注意して行って下さい。パソコン

を変更される前に「解除キーの返却」を行って頂くと新しいパソコンで無償で解除キーを

取得することができます。 
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(C).解除キーの取得 
利用者登録が完了している場合、このメニューが表示されるようになります。インターネットを経

由して、日本アイエムシーのサーバーより解除キーの取得を行います。解除キーは所有ライセン

ス数まで発行されます。「ＯＫ」ボタンを押すと解除キーがパソコンにセットされます。 

 

 
 

※ウイルス対策ソフトのセキュリティの設定によっては、この処理が行えない場合があります。

その場合には、メール又はＦＡＸで解除キーの入手を行って下さい。 

 

(D).解除キーの返却 
解除キーを取得済みの場合はこのメニューが表示されるようになります。インターネットを経由

して、日本アイエムシーのサーバーへ解除キーの返却を行います。パソコンの買い替えをされる

場合には、事前に「解除キーの返却」を行うと、新しいパソコンで「解除キーの取得」が可能です。

「解除キーの返却」を行ったパソコンでは、使用許諾契約違反になりますので継続使用は行わな

いで下さい。 

 

 
※ウイルス対策ソフトのセキュリティの設定によっては、この処理が行えない場合があります。

その場合には、ファイアウオールの設定を変更して頂くか、有償での解除キー再発行になり

ますのでご了承願います。 
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(E).登録内容の変更 
このメニューを実行するには、インターネットに接続されている必要があります。 
再生手続支援システムの利用者登録情報（住所・電話番号・所属事務所名・メールアドレス等）

に関する変更が発生した場合はこのメニューを実行して下さい。再生ソフトのサポートログイン画

面が表示されますので、メールアドレスを入力し、ログインを行って下さい。変更内容をを記入し

送信して下さい。 

この画面では、利用者登録情報の参照のほか、利用者登録キー・解除キーの取得状況等の確

認が行えます。 

 

(F).再生ソフトのお問い合わせ 
このメニューを実行するには、インターネットに接続されている必要があります。 
再生手続支援システムに関する質問・要望等を、日本アイエムシー株式会社のサポート担当

に連絡する場合にこのメニューを実行して下さい。再生ソフトのサポートログイン画面が表示され

ますので、メールアドレスを入力し、ログインを行って下さい。お問い合わせ内容を記入し送信し

て下さい。 

 

(G). 解除キー再発行(有償)申し込み 
このメニューを実行するには、インターネットに接続されている必要があります。 
再生手続支援システムの解除キーを返却せずにパソコンの廃棄を行ったために、新しいパソコ

ンで解除キーの取得ができない場合にはこのメニューを実行して下さい。再生ソフトのサポートロ

グイン画面が表示されますので、メールアドレスを入力し、ログインを行って下さい。複数のライセ

ンスを保有されている場合は、解除キーの再発行が必要な利用者登録キーのパソコンをリストより

選択し、[解除キー再発行]をクリックし、確認画面で申し込み内容を確認後送信して下さい。 

 

(H)．年間使用ライセンス契約申し込み 
このメニューを実行するには、インターネットに接続されている必要があります。 
契約期間の有効期限の１ヶ月前からこのメニューが表示されます。このメニューを実行すると再

生ソフトのサポートサイトに自動ログインし年間使用ライセンス契約申し込みのボタンがある画面

が表示されます。有効期限までに年間使用ライセンス契約を申し込まれなかった場合には、猶予

期間の 1 ヶ月後に再生ソフトは動作しなくなります。 

 

(I)．再生ソフトのホームページ 
このメニューを実行するには、インターネットに接続されている必要があります。 
再生手続支援システムの「再生手続Ｑ＆A」のページにリンクされています。 

 

(J).プログラム等のアップデート 
インターネットを経由して、日本アイエムシーのホームページより現在時点での最新の「再生手

続支援システム」の最新プログラム及び郵便番号データベースのダウンロードを行います。ダウン

ロード可能なプログラムは同一のバージョンのアプリケーションです。 
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※このダウンロードでは、更新があった全てのファイルが処

理されます。 

サーバーに最新プログラムが存在

する場合、[アップデート実行]ボタ

ンが有効になります。ボタンを押し

てアップデートを行って下さい。 

※プロキシサーバー経由でインタ

ーネットに接続している場合、[環

境設定]の[処理方法]タブの[プロ

キシサーバーの設定]にプロキシ

の情報を入力して下さい。 

 

ダウンロードが完了すると、最新

版のプログラムが自動的に起動し

ます。 

 

 

 

アップデート要否の自動確認機能について 

 

本システムでは、プログラムの起動時にサーバーに対して最新プログラム・郵便番号辞書デ

ータベース及びアップデートされたテンプレート文書の有無を確認し、アップデートの要否を表

示する機能があります。アップデートが必要な場合は次の画面が表示されます。 

 

[はい]をクリックすると、アップデートダイア

ログ画面（上の画面）が表示されます。 

 

[キャンセル]をクリックすると本日のアップ

デート処理は実行されません。 

※重要 

自動確認機能では２２１０番ポートを使用して、サーバーと通信を行っています。ファイアウオー

ルで外部との通信を遮断する設定をされている場合には自動確認機能を利用することはできま

せん。自動確認機能を利用される場合は、ファイアウオールで２２１０番ポートの通信を許可する

設定を行って下さい。詳しくは再生手続支援システムのサポートページの「再生FAQ」に記載が

ありますので参照願います。 

 

(K).プログラム等のアップデート要否の確認を行う 
インターネットを経由して、日本アイエムシーのホームページより現在時点での最新の「再生手続

支援システム」及び郵便番号データベースの有無を確認します。 

 

(L).更新履歴参照 
インターネットを経由して、日本アイエムシーのホームページより再生ソフトの更新

履歴を確認します。 
 

(M).債権者ＤＢの差分ダウンロード 
インターネットを経由して、日本アイエムシーのホームページより追加修正された「債

権者ＤＢ」をダウンロードします。ダウンロード後自動的に更新処理が実行されます。ア

ップデートは不定期に行い、追加されるデータは累積しての提供は行いません。「最新の

データはありません」と表示されるまで処理を行うと最新分までが適用されたことになり

ます。有償サポート契約を結んでいない場合は、このサービスを受けることはできません。 
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ダウンロードが完了すると上のダイアログ画面が表

示されます。「更新開始」ボタンを押すと債権者 DB

を更新します。追加・更新された債権者はホームペ

ージの「更新履歴」又は、アップデート CD の「更新

債権者データ参照」で確認ができます。 

※ＬＡＮを経由して複数のパソコンよりサーバ機のデータを共有して利用されている

場合、サーバー機のパソコンのみでこの処理は行えます。サーバ機のドライブは「Ｃ」ド

ライブ以外でも正しく処理が行えます。ただし、こデータベースの更新処理を行いますの

で、この処理を行っている間は他のパソコンは利用できません。 

 

 

(N).債権者ＤＢ更新管理カウントの初期化 
債権者データベースの差分更新は更新履歴の管理を行っています。「データのバックア

ップ＆復元」で過去のデータベースを復元した場合、債権者データベースの差分更新の管

理位置を戻すことによって未適用を更新を可能にします。 

 

 

(O). 機能説明書ダウンロード 
インターネットを経由して、日本アイエムシーのホームページより PDF 形式の提供可能な「機

能説明書」のダウンロードを利用できます。 

 

 

(P).債権者ＤＢの一括ダウンロード 
インターネットを経由して、日本アイエムシーのホームページより毎年４月時点での最新の「債

権者ＤＢ」をダウンロードします。ダウンロード後、「債権者登録・修正」のメニューの「ファイル」に

ある【債権者データの更新】を実行して下さい。有償サポート契約を結んでいない場合は、このサ

ービスを受けることはできません。 

この処理は、何らかの理由で債権者ＤＢのデータがなくなった場合に行う処理です。通常は必

要ありません。 

※（２）保守の(A)債権者登録・修正の⑧ファイルｰ債権者データの更新に関連した説明がありま

す。 

 

 

(Q).外字ファイルのダウンロード 
インターネットを経由して、日本アイエムシーのホームページより「外字ファイル」をダウンロード

します。再生計画案の印字で、□レの文字が表示されない場合に行って下さい。自動的に更新処

理が実行されます。有償サポート契約を結んでいない場合は、このサービスを受けることはできま

せん。 
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(R).文書テンプレートファイルのダウンロード 
インターネットを経由して、日本アイエムシーのホームページより「文書テンプレートファイル」を

ダウンロードします。Ｗｏｒｄ文書の出力時に[imc.dotx]ファイルが読み込めないというメッセージ

が表示された場合に行って下さい。有償サポート契約を結んでいない場合は、このサービスを受

けることはできません。 

 

 

(S).電卓の起動 
Ｗｉｎｄｏｗｓの電卓を起動します。 

 

 

(T).郵便番号変換支援ツールの使い方について 

 
 

郵便番号が分かっている場合は、郵便番号入力欄に番号を入力しエンターキーを押すと住所が

セットされますが、住所は分かっているが、郵便番号が不明な場合、あるいは、曖昧な郵便番号か

ら住所を探したい場合の処理を手助けするツールの使い方をデモンストレーションします。 



機能説明書 
再生手続支援システム 

日本アイ・エム・シー株式会社 

221 

 

(U).バージョン情報 

 

ソフトのバージョンを確認できます。 

 

【利用者名】 

利用者登録で入力されたものを表示し

ています。 

 

【登録日付】 

プログラムを初めて起動した日付がセ

ットされます。 

 

【登録キー】 

999999#9999%9 

「#」の前のコードは同一利用者で共通

です。後ろのコードはパソコンごとに固

有のコードです。同一キーが存在する場

合、解除キーは最初に要求したパソコン

のみに発行されます。 

登録キーは購入時に配布されます。 

 

【解除キー】 

パソコンごとに固有のコードです。 

インストール後、30 日以内に、継続使用

をしているパソコンで取得して下さい。

（「解除キーの取得」を実行） 

 
【接続状況】 

PC NAME は再生ソフトで解除キーを取得しているコンピュータが表示されます。 

C/S は運用形態です。区分が「C」のパソコンはデータベース管理機能を持たないクラ

イアントパソコンです 

Version  はプログラムのバージョンです。このバージョンがリストアップされている

全てのパソコンで同一でなければ正常に動作しない場合があります。 

 
[利用者登録情報の抹消]ボタン 

複数ライセンスを所有されているユーザーの方で、複数のパソコンに同一の利用者登録

キーを入力された場合、「解除キーの取得」が最初の 1 台しかできなくなります。利用者

登録キーはパソコンごとに固有のものを入力する必要があります。 

一度入力した利用者登録情報は、変更をすることができませんので、このボタンを押し

て利用者登録情報を抹消後、再度利用者登録をして下さい。 

 
[解除キーの抹消]ボタン 

解除キーを返却したパソコンで継続使用をして「不正使用防止プロテクト」がセットさ

れた場合等で再生ソフトが使用できなくなったが、何らかの理由で、以前に解除キーを

返却したパソコンで「解除キーの再取得」が必要になった場合等に、[解除キーの抹消]

を行って解除キーの再取得を可能にします。通常は押す状況は発生しません。このボタ

ンを押す作業は、当社の再生ソフトのサポート担当者の指示で行って下さい。 
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14.ファームバンキング用テキストファイル出力 
本システムには、全銀協フォーマットのファームバンキング用テキストファイルを出力する機能がありま

す。 

 

ファームバンキングの詳細に関しては金融機関等にお問い合わせください。 

ファームバンキング用テキストファイルを金融機関に送信するには、専用の通信端末や送信用のソフト

ウエアが必要です。ファイルの送信方法や出力形式などの詳細については取引先金融機関にお問い

合わせください。 

 

ファームバンキング用テキストファイルを出力するには、事前に依頼人情報や振込先口座情報などを

設定しておく必要があります。 

 

１）依頼人情報の入力 

 

出力時のデータチェック 

 

入力項目が設定されていない場合

や、半角文字で入力されていない

場合は、ファームバンキング用テキ

ストファイルの出力時にエラーメッセ

ージが表示され出力は中止されま

す。エラーメッセージの内容に従っ

てこの画面で再度入力を行ってくだ

さい。 

 

「３万円未満」「５万円未満」はコンボ

ボックスの選択で切り替えができま

す。 

上記画面は、以下のどちらからでも表示できます。 

１．[申立シミュレーション]の[申立人一覧]で対象者を選択し、[基本・修正]ボタンを押して表示される画

面の[振込口座等]ボタンを押す。 

２．[再生計画シミュレーション]の[(給与所得者 or 小規模個人再生)返済計画シミュレーション]の[調整]

ボタンを押して表示される[返済計画の調整]画面のメニューの[保守-申立人の振込口座等の入力]

を押す。 
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２）振込先口座情報の入力 

 

出力時のデータチェック 

 

入力項目が設定されていない場

合や、半角文字で入力されていな

い場合は、ファームバンキング用

テキストファイルの出力時にエラー

メッセージが表示されます。エラー

メッセージが表示されたデータを

対象外にして出力するか、中止す

るかを選択できます。必要な場合

は、エラーメッセージの内容に従っ

てこの画面で再度入力を行ってく

ださい。 

 

[払込金融機関名]が未入力の場

合、払込先金融機関コード・支店

コードを入力すると銀行名・支店名

が転記されます。 

上記画面は、以下のどちらからでも表示できます。 

１．[再生計画シミュレーション]の[再生債権の確定処理入]画面で対象者を選択し、[詳細入力]ボタンを

押して表示される画面の[振込先情報]ボタンを押す。 

※再生債権の総額が「０円」（別除権ありで担保不足見込額がない場合等）の時は、[振込先情報]

ボタンは無効になっています。 

２．[再生計画シミュレーション]の[(給与所得者 or小規模個人再生)返済計画シミュレーション] の[調整]

ボタンを押して表示される[返済計画の調整]画面のメニューの[保守-債権者の振込口座等の入力]

を押す。 
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３）ファームバンキング用テキストファイルの出力 

 

カレンダーで処理対象とする日付

をクリックすると、[返済日到達リスト]

にデータが表示されますので、処

理対象のデータをクリックしてくださ

い。振込一覧表画面が表示されま

す。 

 

※返済期日管理を有効にしている

と指定日数前にダイアログ画面が

表示されます。 

 

 

[全銀協ファイル出力]ボタンをクリッ

クしてください。 

 

ファイル名及び出力先は[変更] ボ

タンで任意の内容に変更ができま

す。 

 

レコード長や、レコード区切り、デー

タの EOF の有無を指定できます。

詳細は取引先金融機関に設定内

容を確認してください。 

処理対象データをクリック 

処理対象
日をクリッ
ク 
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15.出力帳票一覧 
[最]最高裁書式 [東]東京地裁書式 [大]大阪地裁書式 [新]新潟地裁書式 [分]大分地裁書式 

[青]青森地裁書式 [岡]岡山地裁書式 [鹿]鹿児島地裁書式 [千]千葉地裁書式 [和]和歌山地裁書

式 [金]金沢地裁書式 [札]札幌地裁書式 [津]大津地裁書式 [神]神戸地裁書式  
帳票名 入力画面 印字画面 

申立シミュレーション[給与所得者再生] 

申立書＆陳述書[最] 申立書＆陳述書表紙 

職業・収入の額及び内容等 

生活の状況 

負債・その他 

再生申立人情報 

申立書＆陳述書表紙 

職業・収入の額及び内容等 

生活の状況 

負債・その他 

申立書＆陳述書印刷 

各種通知・証明書等[Word] 

申立書＆陳述書[東] 申立書＆陳述書表紙 

職業・収入の額及び内容等 

生活の状況 

負債・その他 

再生申立人情報 

申立書＆陳述書表紙 

職業・収入の額及び内容等 

生活の状況 

負債・その他 

各種通知・証明書等[Word] 

申立書＆陳述書[大] 申立書＆陳述書表紙 

職業・収入の額及び内容等 

生活の状況 

負債・その他 

再生申立人情報 

申立書＆陳述書印刷 

各種通知・証明書等[Word] 

申立書＆陳述書

[鹿][千][和][金][札] 

申立書＆陳述書表紙 

職業・収入の額及び内容等 

生活の状況 

負債・その他 

再生申立人情報 

各種通知・証明書等[Word] 

申立書[新] 申立書＆陳述書表紙 申立書＆陳述書表紙 

各種通知・証明書等[Word] 

申立書[岡] 申立書＆陳述書表紙 

負債・その他 

各種通知・証明書等{Word} 

財産目録[最] 財産の状況 財産の状況 

申立書＆陳述書印刷 

各種通知・証明書等[Word] 

財産目録[東] 財産の状況 財産の状況 

各種通知・証明書等[Word] 

財産目録[大] 財産の状況 申立書＆陳述書印刷 

財産目録[鹿][千][和][金][札][津] 

[神] 

財産の状況 各種通知・証明書等[Word] 

添付書類一覧表 添付書類一覧表 添付書類一覧表 

財産状況等報告書[東] [新] [千] 

[和] [金] 

報告書表紙 

報告事項 

報告書表紙[Word] 

報告事項[Word] 

報告書[東] 報告書 報告書[Word] 

清算価値算出シート 財産の状況 財産の状況 

清算価値チェックシートの印刷 

可処分所得額算出シート 最低生活費算出 最低生活費算出 

申立てチェックリスト[大] 各種通知・証明書等 各種通知・証明書等[Word] 

履行可能性に関する陳述書 負債・その他 各種通知・証明書等[Word] 
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再生計画履行に関する報告書 負債・その他 各種通知・証明書等[Word] 

積立状況等報告書[大] 各種通知・証明書等 各種通知・証明書等[Word] 

返済総額算出シート 弁済金額シミュレーション シミュレーション結果参照 

確定証明書 各種通知・証明書等 各種通知・証明書等 

申立シミュレーション[小規模個人再生] 

申立書＆陳述書[最] 申立書＆陳述書表紙 

職業・収入の額及び内容等 

生活の状況 

負債・その他 

申立書＆陳述書表紙 

職業・収入の額及び内容等 

生活の状況 

負債・その他 

申立書＆陳述書印刷 

各種通知・証明書等{Word} 

申立書＆陳述書[東] 申立書＆陳述書表紙 

職業・収入の額及び内容等 

生活の状況 

負債・その他 

申立書＆陳述書表紙 

職業・収入の額及び内容等 

生活の状況 

負債・その他 

各種通知・証明書等{Word} 

申立書＆陳述書[大] 申立書＆陳述書表紙 

職業・収入の額及び内容等 

生活の状況 

負債・その他 

申立書＆陳述書印刷 

各種通知・証明書等{Word} 

申立書＆陳述書

[鹿][千][和][金][札] 

申立書＆陳述書表紙 

職業・収入の額及び内容等 

生活の状況 

負債・その他 

再生申立人情報 

各種通知・証明書等[Word] 

申立書[新] 申立書＆陳述書表紙 申立書＆陳述書表紙 

各種通知・証明書等{Word} 

申立書[岡] 申立書＆陳述書表紙 

負債・その他 

各種通知・証明書等{Word} 

財産目録[最] 財産の状況 財産の状況 

申立書＆陳述書印刷 

各種通知・証明書等{Word} 

財産目録[東] 財産の状況 申立書＆陳述書印刷 

各種通知・証明書等{Word} 

財産目録[大] 財産の状況 申立書＆陳述書印刷 

財産目録[鹿][千][和][金][札][津] 

[神] 

財産の状況 各種通知・証明書等[Word] 

添付書類一覧表 添付書類一覧表 添付書類一覧表 

財産状況等報告書[東] [新] [千] 

[和] [金] 

報告書表紙 

報告事項 

報告書表紙[Word] 

報告事項[Word] 

報告書[東] 報告書 報告書 

事業に関する報告書[大] 職業・収入の額及び内容等 

財産の状況 

各種通知・証明書等{Word} 

履行可能性に関する陳述書 負債・その他 各種通知・証明書等[Word] 

再生計画履行に関する報告書 負債・その他 各種通知・証明書等[Word] 

積立状況等報告書[大] 各種通知・証明書等 各種通知・証明書等[Word] 

清算価値算出シート[最] [東] 財産の状況 財産の状況 

清算価値チェックシートの印刷 
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資金繰り表[最] 資金繰り表 資金繰り表 

申立書＆陳述書印刷 

資金繰り表[東] 資金繰り表 資金繰り表 

事業収支実績表[大] 資金繰り表 申立書＆陳述書印刷 

返済総額算出シート 弁済金額シミュレーション 

小規模個人再生手続 

給与所得者等再生手続 

シミュレーション結果参照 

小規模個人再生手続 

給与所得者等再生手続 

確定証明書 各種通知・証明書等 各種通知・証明書等 

申立シミュレーション[共通] 

債権者一覧表[最] [東] [大] [新] 

[鹿][千][和][金][札] 

債権者一覧表 債権者一覧表 

家計全体の状況[最] 申立て前の家計の状況 申立て前の家計の状況 

申立書＆陳述書印刷 

家計全体の状況[東] 申立て前の家計の状況 申立て前の家計の状況 

家計全体の状況[大] 申立て前の家計の状況 申立書＆陳述書印刷 

家計全体の状況[千][金][和] 申立て前の家計の状況 家計の状況{Word} 

再生計画認可後の家計収支表[最] 開始決定後の家計の状況 開始決定後の家計の状況{Word} 

開始決定日後の生活状況[青] 開始決定後の家計の状況 開始決定後の家計の状況{Word} 

再生計画認可後の予測家計表[分] 開始決定後の家計の状況 開始決定後の家計の状況{Word} 

収入＆財産一覧[東] 財産の状況 財産の状況 

受理証明申請書 各種通知・証明書等 各種通知・証明書等 

通知書 各種通知・証明書等 各種通知・証明書等 

振込先お尋ね書 各種通知・証明書等 各種通知・証明書等 

支払い案内兼振込先お尋ね書 各種通知・証明書等 各種通知・証明書等 

上申書 申立書＆陳述書表紙 申立書＆陳述書表紙 

資料送付請求書 各種通知・証明書等 

再生債権の確定処理 

各種通知・証明書等 

再生債権の確定処理 

弁済許可申立書 各種通知・証明書等 各種通知・証明書等 

受任通知及び債権調査はのご

協力のお願い(弁護士用) 

各種通知・証明書等 各種通知・証明書等 

受任通知及び債権調査はのご

協力のお願い(司法書士用) 

各種通知・証明書等 各種通知・証明書等 

債権明細調査票(弁護士用) 各種通知・証明書等 各種通知・証明書等 

債権調査書(司法書士用) 各種通知・証明書等 各種通知・証明書等 

添付書類一覧表[大] 添付書類一覧表 添付書類一覧表 

申立てチェックリスト[大] 各種通知・証明書等 各種通知・証明書等{Word} 

再生計画シミュレーション 

届出再生債権一覧表 再生債権の確定処理 再生債権の確定処理 

【青森】{Word} 

返済計画表 小規模個人再生手続 

給与所得者等再生手続 

小規模個人再生手続 

給与所得者等再生手続 

返済一覧表 返済計画の調整 返済計画の調整 

振込予定一覧表 返済計画の調整 

再生申立人情報 

返済計画の調整 

振込予定表 返済計画の調整 返済計画の調整 

振込一覧表 返済計画の調整 返済計画の調整 
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再生計画案[最][東] [新] 再生債権に対する権利の変更 

共益債権及び一般優先債権の

弁済方法 

住宅資金特別条項 

再生計画案の印刷{Word} 

再生計画案[大] 再生債権に対する権利の変更 

共益債権及び一般優先債権の

弁済方法 

住宅資金特別条項 

再生計画案の印刷{Word} 

免責申立書 免責申立書 免責申立書の印刷{Word} 

返済状況一覧表 免責申立書 免責申立書の印刷{Word} 

支払い案内 各種通知・証明書等 

返済計画の調整 

各種通知・証明書等 

返済計画の調整 

債権届けの催告書 再生債権の確定処理 

再生債権の確定処理（詳細） 

再生債権の確定処理 

再生債権の確定処理（詳細） 

異議書 再生債権の確定処理 

再生債権の確定処理（詳細） 

再生債権の確定処理 

再生債権の確定処理（詳細） 

債権認否一覧表[最][東] 再生債権の確定処理 再生債権の確定処理 

異議申立の通知書[東] 再生債権の確定処理 

再生債権の確定処理（詳細） 

再生債権の確定処理 

再生債権の確定処理（詳細） 

異議申述書[東] 再生債権の確定処理 再生債権の確定処理 

返済予定一覧 住宅資金特別条項の入力 返済予定一覧 

弁済許可申立書 住宅資金特別条項の入力 弁済許可申立書 

その他 

タックシール 債権者一覧表 

再生債権の確定処理 

債権者一覧表 

再生債権の確定処理 

利息計算書 引直計算 引直計算 

画面の印刷 主要な画面 主要な画面 

画面印刷は「Ｃｔｒｌ」キーを押しながら「Ｐ」キーを押すと印刷プレビュー画面が開きます。その画面の「印

刷」ボタンの押下でプリントできます。 
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16.トラブルシューティング 

(1).家計全体の状況の入力に関して 
Ｑ．「家計全体の状況の入力」のところの「費目」の入力がうまくいかないところがあります。例えば、「借入」

のところに文字を入力しても印字されません。一部だけ印字する行もあれば、全く印字されない行も

あります。支出の方も同様です。「印刷プレビュー」についても現状を反映していません。 
 
Ａ．費目を入力後 ENTER KEYを押して入力の確定を行って下さい。ENTER KEYを押すと入力カ

ーソルが次の項目に移動し入力が確定します。 
 

 

(2).引直計算のプログラムに関して 
Ｑ．「ツール以外の引直計算のプログラムにいけません。どのようにして引直計算の画面に 

行くのかと、引直計算の保存の仕方を教えてください。 
 
Ａ． 【申立人が登録されている場合】 

１．「申立シミュレーション」ボタンを押して「申立人データ一覧」画面を開きます。 

２．申立人データ一覧より申立人を選択し「申立シミュレーション画面へ」ボタンを押します。 

３．「申立人個人詳細データ入力」画面が開きますので、「債権者一覧表」をクリックします。 

４．債権者一覧より、対象としたい債権者をクリックして選択し、「詳細入力」ボタンを押します。 

５．「負債の入力」画面が開きますので、「負債額」を入力し、「負債額」ボタンをクリックします。 

６．任意の「引直計算」を選択し処理を行います。 

７．処理後、「負債の入力」画面で「登録」ボタンを押すと、入力データが保存されます。 

 

 【申立人が登録されていない場合】 

１．「申立人新規作成」ボタンを押して「再生申立人情報・新規」入力画面を開きます。 

２．必要項目を入力後、登録ボタンをおして登録します。 

３．「申立人個人詳細データ入力」画面が開きますので、「債権者一覧表」をクリックします。 

４．「債権者一覧」画面が開きますので、「検索」ボタンを押して「債権者の検索」入力画面を開きます。 

５．「債権者の検索」入力画面で、会社名又は支店名・都道府県を入力し、「検索開始ボタン」を押し

ます。 

６．検索抽出されたデータが、抽出エリアに表示されますので、対象としたい債権者をクリックして選

択します。 

７．債権者を選択すると、「セット」ボタンが有効になりますので、「セット」ボタンをクリックします。 

８．「債権者一覧」画面にデータがセットされます。 

９．対象としたい債権者をクリックして選択し、「詳細入力」ボタンを押します。 

１０．「負債の入力」画面が開きますので、「負債額」を入力し、「負債額」ボタンをクリックします。 

１１．任意の「引直計算」を選択し処理を行います。 

１２．処理後、「負債の入力」画面で「登録」ボタンを押すと、入力データが保存されます。 

 

 

(3).インストール後のパソコンの買い替えについて 
Ｑ．１ヶ月以内にパソコンを買い換えようと考えています。どのようにしたらよいでしょうか。 
 
Ａ．買い替え前のパソコンで解除キーが未発行の場合は、新しいパソコンに再生ソフトをインストールし

「利用者名」「登録キー」で利用者登録後、[解除キーの取得]を新しいパソコンで行ってください。デ

ータの移行は、メインメニューの「ファイル｜データのバックアップ＆復元」にて行うことができます。

（LAN 経由等） 
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解除キーを取得済みの場合は、パソコンを買い替える前に、現在のパソコンで[解除キーの返却]を

行って下さい。その後、新しいパソコンにソフトをインストールし、「利用者名」「登録キー」で利用者登

録後、[解除キーの取得]を新しいパソコンで行ってください。 

 

 解除キーを取得されていない場合、利用者登録後一定期間を経過すると、「不正使用防止プログ

ラム」が作動します。作動後、１ヶ月以内に「解除キーの取得」を行ってプロテクトの解除を行います

が、 

ひとつの利用者登録キーで、複数のパソコンに利用者登録を行った場合、先に「解除キーの取得」

を実行したパソコン以外の利用は不正使用になりますのでご注意下さい。解除キーを取得できるのは

常に所有ライセンス数のみです。別のパソコンで解除キーの再取得を行いたい場合は、「解除キーの

返却」を行って下さい。「解除キーの返却」はインターネットに接続されているパソコンのメニュー上での

み可能です。解除キーの返却をインターネット経由で行えない場合は、有償（3,000 円(税別)による解

除キーの再発行になります。 

 

 

(4).タックシールの印刷でエラーが発生する 
Ｑ．タックシールの印刷ができません。何度やっても、「このプログラムは不正な処理を行ったため、強制

終了されます。」というメッセージが出てしまいます。その他の印刷はうまくできるのですが。 
 
Ａ．タックシールではバーコードを印字していますが、プリンタドライバのバージョンによっては、グラフィッ

クスデータを印字できないものがあるようです。プロパティでグラフィックス印字がオフになっている場

合はオンにしてください。プリンタドライバをアップデートすると、設定がデフォルトに戻りますので、正

常になる場合もあります。あるいは、バーコードを印字しないように設定してもエラーは抑制できると思

います。初期画面のメインメニューの「保守」の「環境設定」を実行し、表示された画面の「印刷」タブ

にある、「タックシール印刷設定」の【バーコードの印刷はしない】をチェックして下さい。 
 

 

(5).返済計画表を印刷すると「注３」と印字される 
Ｑ．一度少額債権の処理をすると、以後返済計画表を印刷すると「注３」と印字されるが、元に戻す方法

は？ 
 
Ａ．返済計画表を印刷する画面に、「調整」ボタンがありますのでそのボタンを押して下さい。 

１回当たりの最低弁済額を入力し「処理」ボタンを押すと最低弁済額に満たないものは集計表示され

ます。この集計表示されたものが「注３」になります。金額に関係なく、すべてを毎月返済とする場合

には、最低弁済額を「０」として処理してください。「注３」の表記は出なくないます。 

この機能はあとで追加ものなので、機能の追加以前に保存されたデータの場合には、「調整」が未処

理であるにもかかわらず「注３」と印字される場合があります。その場合には、上記の処理をしていた

だければ、正常な印字になります。 
 

 

 (6).エラーコード 10024 
Ｑ．エラーコード「１００２４」が表示されてプログラムが終了した。 
 
Ａ．「テーブルが存在しません」という意味のエラーです。通常は発生しないエラーです。データベースの

ファイルの場所を変更すると発生します。 プログラムの起動時にテーブルの存在チェックを行なって

いますので、このエラーが出た場合でも、プログラムを再起動するとエラーは出なくなります。但し、テ

ーブルが再作成されますので、他のテーブルとの関係で内容の不整合が発生する可能性があります。  

ファイルの場所を変更していないのに、このエラーが発生した場合には、ハードディスクのトラブルの
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可能性があります。 変更前の状態に戻して下さい。それでも解決しない場合は再インストールして下

さい。 

 

 

(7).パソコンの買い替え等によるデータの移行方法 
Ｑ．バージョンアップを機会にパソコンを買い替える予定です。再生ソフトのデータを新しいパソコンでも

使えるようにしたいのですが、その方法を教えて下さい。 
 
Ａ．データの移行方法は、いくつかあります。 

いずれかの手順を記載しますので、理解できる方法で行って下さい。 

 [クラウドサーバーを利用する方法] 

１．旧パソコンで再生ソフトを起動し、メインメニューの(1)．ファイル(B)．クラウドへのデータのアップロー

ド(182 ページ参照)を実行し、解除キーを返却します。 

２．新パソコンに再生ソフトをインストールし利用者登録及び解除キーを取得後、メインメニュ

ーの(1)．ファイル(C)．クラウドからのデータのダウンロード(187ページ参照)を実行します。 

 

 [クラウドサーバーを利用しない方法] 

１．初期画面のメインメニューのファイルにある「データのバックアップ＆復元」をクリックします。 

２．「保存」ボタンを押してバックアップを実行して下さい。 

３．バックアップ先のディレクトリ（通常は C:¥ProgramData¥imc¥Saisei1¥） 

に「BAK_SAIYYMMDD(YYMMDD は年月日)」というフォルダが作成され、そこにデータが保存

されます。 

 

【USB メモリーにデータを保存する場合、（ＣＤーＲに保存する場合も同様）】 

Ａ．４．で作成された「BAK_SAIYYMMDD(YYMMDDは年月日)」フォルダをフォルダごとUSBメモ

リーに保存して下さい。 

Ｂ．新しいパソコンの任意のフォルダに USB メモリーの中の「BAK_SAIYYMMDD(YYMMDD は年

月日)」フォルダをコピーします。 

Ｃ．コピー後、「BAK_SAIYYMMDD(YYMMDD は年月日)」フォルダのすべてのファイルのファイル

属性が「読み取り専用」になっていないことを確認して下さい。ファイルのプロパティを表示すること

で確認できます。 

Ｄ．初期画面のメインメニューのファイルにある「データのバックアップ＆復元」をクリックします。 

Ｅ．「復元」タブを表示して下さい。 

Ｆ．「復元するバックアップフォルダ」にＣのフォルダを指定して下さい。 

Ｇ．「復元」ボタンを押して下さい。 

 

【圧縮ファイルをメールに添付して送信し、新しいパソコンで受信する場合】 

Ａ．「圧縮バックアップファイルを作る」をチェックされた場合は、「BAK_SAIYYMMDD(YYMMDD

は年月日)」フォルダの中に、ＬＺＨ圧縮ファイル「BAK_SAIYYMMDD.LZH」がふたつ作成されま

すので、そのファイルをメールに添付して送信します。 

Ｂ．新しいパソコンでＡのメールを受信します。 

Ｃ．ふたつのファイルを任意の同一のフォルダに保存します。 

Ｄ．初期画面のメインメニューのファイルにある「データのバックアップ＆復元」をクリックします。 

Ｅ．「復元」タブを表示して下さい。 

Ｆ．「バックアップフォルダ内の圧縮バックアップファイルを解凍する」にチェックをします。 

Ｇ．「復元するバックアップフォルダ」にＣのフォルダの「BAK_SAIYYMMDD.LZH」を指定して下さ

い。 

Ｈ．「復元」ボタンを押して下さい。 
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(8). 再生計画案の弁済方法の支払割合 
Ｑ．再生計画案の返済計画表の債権者ごとの返済額に支払割合を乗じた金額と表示されている金額が

違うのですが・・・。 
 
Ａ．支払割合は、「分数表記」と「百分率表記」によって計算方法が異なります。 

《前提条件》 

返済総額＝167,800 円 

支払期間＝36 月 

返済額の端数＝1 円未満を切上げ 

 

返済方法が【毎月返済】を選択されている場合 

１）環境設定の再生計画案タブの[再生計画案の弁済方法の支払割合の印字方法]で「百分率表記（９．

９９％）」が選択されている場合 

支払割合・・・・１÷36 回＝2.78％ 

毎月返済額・・・167,800 円×2.78％＝4,665 円 

※再生計画案の弁済方法の支払割合の文言は[2.78％]とセットされます。 

 

２）「分数表記」が選択されている場合 

毎月返済額・・・167,800 円÷36 回＝4,662 円 

※再生計画案の弁済方法の支払割合の文言は[36 分の 1]とセットされます。 

★後記の[少額債権の毎回返済額の計算方法について]も参照願います。 

 

 

(9). 再生債権の確定処理画面で、「元金」を変更したが、その変更が

「再生債権」に反映しませんが・・・ 
Ｑ．再生債権の確定処理画面で、「元金」を変更したが、給与所得者等再生画面の「再生債権の総額」

が変更前と同じままです。再生債権の確定処理画面での「元本」の変更は再生債権に連動しないの

でしょうか？。 
 
Ａ．[サポート]プログラムは連動する仕様になっています。再生債権の確定処理画面でどの様に入力さ

れたでしょうか？ 

[利用者]「元本」を変更し保存しましたが、給与所得者等再生画面の「再生債権の総額」は変更にな

りません。 

[サポート]「担保不足見込額」の入力はされているでしょうか？ 

[利用者]「別除権」は「あり」として「担保不足見込額」を入力しています。 

[サポート]「別除権」が「なし」以外で「担保不足見込額」が入力されている場合は、「担保不足見込額」

が「再生債権の総額」に集計されます。再生債権を変更したい場合には、「担保不足見込額」も変更

して下さい。 

 

 

(10). 再生計画による返済（弁済）計画表の免除率について 
Ｑ．「再生計画による返済（弁済）計画表」の免除率を、個別の債権者の「確定債権額」に乗じて計算した

返済総額と誤差がでますが、なぜでしょうか？。 
 
Ａ．「再生計画による返済（弁済）計画表」の免除率については、この帳票の考え方によって２種類の印

字選択をできるようにしています 
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印字の選択は、初期画面のメインメニューの「保守」の「環境設定」の「返済計画」タブの【再生計画の

免除率の印字方法】で設定できます。 

 

１）「最低限度額」をもとに計算したものを印字する 

２）個別の弁済総額を合計した金額で計算したものを印字 

 

１）「最低限度額」をもとに計算したものを印字する 

この免除率は「小規模個人再生手続（給与所得者等再生手続）」の【返済総額の最低限度額】欄の

右にある免除率です。これを選択した場合は、返済（弁済）計画表の、個別債権者ごとの返済総額は、 

個別債権者の確定債権額－個別債権者の確定債権額×免除率（端数切捨て）→個別債権者ごとの

返済総額と一致しますが、確定債権額の合計－確定債権額の合計×免除率（端数切捨て）→返済総

額の合計とは一致しません。 

 

２）個別の弁済総額を合計した金額で計算したものを印字 

この免除率は「小規模個人再生手続（給与所得者等再生手続）」の【実際の返済総額】欄の右にある

免除率です。これを選択した場合は、返済（弁済）計画表の、個別債権者ごとの返済総額は、個別債

権者の確定債権額－個別債権者の確定債権額×免除率（端数切捨て）→個別債権者ごとの返済総

額と一致しませんが、確定債権額の合計－確定債権額の合計×免除率（端数切捨て）→返済総額の

合計とは一致します。 

 

個別の計算を一致させるか、合計での計算を一致させるか、を両立させることはできません。初期設

定（デフォルト）では１）が選択されます。 

 

 

(11). 住宅資金を入力すると「負債額」が入力していたものと違うも

のになる 
Ｑ．「住宅資金の条件入力」ウイザードで住宅資金の入力を行うと「負債額」が変更されますが、なぜでし

ょうか？ 
 
Ａ．「住宅資金の条件入力」ウイザードでは、債権者一覧で入力された負債額のうち、住宅資金関連の

「滞納元本」「遅延損害金」等のデータを生成します。 

滞納元本等を算出するために、約定の返済計画データが必要になりますが、この約定返済計画を作

成する手段として、①借入当初のデータを入力して約定返済計画を作成する、②滞納直前残高より

約定返済計画を作成する、の２通りの方法を用意しています。 

①借入当初のデータを入力して約定返済計画を作成する場合、入力されている「負債額」と計算結

果から導かれた「滞納直前残高」が違う場合、金額が違っている旨のメッセージが表示され、かつ、

金額を変更するかしないかの確認のダイアログが表示されます。このとき、変更確認に「はい」を押し

た場合、負債額が変更になります。 

変更確認で「いいえ」を押すか、当初借入からデータを生成するのではなく「滞納直前残高より生成」

する方法を取れば「負債額」が変わることはありません。 

 

 

(12). 再生債権の確定処理画面にある債権者が弁済計画一覧に表示さ

れない 
Ｑ．再生債権の確定処理画面にある債権者が返済(弁済)計画一覧に表示されません。なぜでしょうか？ 
 
Ａ．返済(弁済)計画一覧に表示されるデータは再生債権に該当するデータです。したがって以下の条件

に合致するものは表示されません。 
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１）「住宅資金貸付債権の特則の適用を受ける予定」がチェックされている債権 

２）「別除権の目的」が「なし」以外になっており、かつ、担保不足見込額が「０」円の債権 

※「別除権の目的」が「なし」以外の債権については、担保不足見込額が債権額に表示されます。 

※債権額が「０」円であるものについては、債権額欄に「確定未済です」と表示されます。 

 

 

 (13). 債権者データの入力の内、郵便番号・住所・電話番号が一部の

債権者について違ったデータに変更された 
Ｑ．債権者データの入力の内、郵便番号・住所・電話番号が一部の債権者について違ったデータに変

更された 
 
Ａ．「負債の入力」画面で債権者マスタの内容を変更されたのが原因です。 

債権者のデータ（郵便番号・住所・電話番号等）の変更後「登録」ボタンを押したときに、「ここでの債権

者データの変更は、すべてのシミュレーションデータに反映します。変更して良いですか？」というメッ

セージが表示されたと思います。このときに「はい」のボタンを押すと債権者マスタが変更されますので、

その債権者マスタを参照するすべての「債権者」の属性が変更されます。 

「負債の入力」画面で、同一債権者マスタのレコードの住所を次々に変更して債権者一覧を作成さ

れた場合、このような現象になります。債権者マスタの修正は、参照するすべてのデータに反映すると

いうことを認識して下さい。債権者検索で債権者が存在しない場合には、債権者の新規登録を行うよう

にして下さい。 

 

 

(14). 複数ページがある帳票の特定ページのみの印刷 
Ｑ．一度印刷にかけるとまとまって印刷されてきますが、特定のページだけを印刷できないのでしょうか？ 
 
Ａ．「財産目録」及び「陳述書」の印刷では、任意のページを印刷できる機能があります。 

印刷ボタンを押すと、印刷ダイアログ画面が表示されますが、その画面にある「印刷範囲」で「ページ

指定」を選択し、開始ページと終了ページを入力すれば、任意のページを印字することができます。 

 

 

(15). 閏年をまたぐ期間の利息の端数処理について 
Ｑ．閏年をまたぐ期間の利息の計算が間違っているようですが・・・ 

借入残高が 113,237円の引直後の 1995年 12月 11日から 1996年 1月 11日の期間の利息額が、

1,729 円となっていますが 1,728 円だ正しいのではないでしょうか？ 
 
Ａ．利息計算方式で[閏年の暦年は年 366日として日割り計算]が選択されている場合の、利息の端数処

理は以下のようになっています。 

【例】前提条件 

1999 年 12 月 11 日借入残高＝113,237 円 

2000 年 1 月 11 日返済 10,000 円の場合 

１）端数処理を期間中の合計で行う方法 

Ａ．1999 年分 

 113,237 円×18％×20 日÷365 日＝1,116.858 円（端数処理せず） 

Ｂ．2000 年分 

 113,237 円×18％×11 日÷366 日＝612.59 円（端数処理せず） 

合計．Ａ＋Ｂ＝1,729.448 円端数切捨てて 1,729 円 

 

２）端数処理を暦年ごとに行う方法 
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Ａ．1999 年分 

 113,237 円×18％×20 日÷365 日＝1,116.858 円→1,116 円（端数切捨て） 

Ｂ．2000 年分 

 113,237 円×18％×11 日÷366 日＝612.59 円→612 円（端数切捨て） 

合計．Ａ＋Ｂ＝1,728 円 

こちらの処理方法を選択する場合は、1999年 12月 31日返済日で借入額・返済額が「０円」のデー

タを入力して下さい。 

 

 

(16). プリンタの設定について 
Ｑ．「返済計画表」を印字すると、債権者名の最初の１文字が、債権者番号欄に印字されます。 
 
Ａ．プリンタのフォントの設定を以下のように変更して下さい。 

印刷時に、プリンタのプロパティをクリックし、開いたプロパティ画面の→用紙・品質→詳細設定→グラ

フィックス・TRUE TYPE のフォント→ソフトフォントとしてダウンロードを選択 

 

プリンタの機種によっては、「デバイスフォントと代替」を選択している場合、プログラムで使用している

フォントと正確に代替できずに印字が乱れる場合があります。その場合は、「ソフトフォントとしてダウン

ロード」を選択して下さい。 

 

 

(17). [住所→郵便番号検索]で処理をすると異常終了する場合 
Ｑ．[住所→郵便番号検索]で処理をすると異常終了します。 
 
Ａ．住所から郵便番号を検索する場合で、入力内容が不十分な状態で「検索開始」ボタンを押すと異常

終了する現象は、プログラムのバージョンとダイナミックリンクライブラリ(ＤＬＬ)のバージョンに不整合が

ある場合に発生します。バージョンに不整合がある場合でも、「都道府県」「市区町村名」「町域」がす

べて正確に入力されている場合はこの現象はおきませんが、「町域」等が未入力の状態で「検索開始」

を実行するとプラグラムは異常終了します。根本的な解決方法は、プログラムとＤＬＬのバージョンを一

致させる以外にありません。コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」でアンインストールを行い、

最新版をインストールして下さい。 

 

 

(18). 再生債権に[担保不足見込額]及び[認めない額]がある場合の、返

済計画シミュレーションの債権総額の扱いについて 
Ｑ．再生債権に[担保不足見込額]及び[認めない額]がある場合の、返済計画シミュレーションの債権総

額の扱いについて 
 
Ａ．返済計画作成の元となる【再生債権】の金額については以下のように取り扱っています。 

Ⅰ）別除権が「なし」の場合 

 １）「認めない額」が入力されていない場合 

  Ａ）「返済対象とする金額」が「元本のみ」が選択されている場合 

    再生債権 ← [元金] 

   《入力例》：[元金]１００万円 

         別除権が「なし」 

         再生債権１００万円 ← 債権額１００万円 

  Ｂ）「返済対象とする金額」が「元本＋利息損害金」が選択されている場合 

    再生債権 ← [元金]＋[利息＆損害金] 
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   《入力例》：[元金]１００万円 

         [利息＆損害金]１０万円 

         別除権が「なし」 

         再生債権１１０万円 ← 債権額１００万円＋[利息＆損害金]１０万円 

２）「認めない額」が入力されている場合 

  Ａ）「返済対象とする金額」が「元本のみ」が選択されている場合 

    再生債権 ← [元金]－[認めない額] 

   《入力例》：[元金]１００万円 

         別除権が「なし」 

         [認めない額]６０万円 

         再生債権４０万円 ← 債権額１００万円－認めない額６０万円 

  Ｂ）「返済対象とする金額」が「元本＋利息損害金」が選択されている場合 

    再生債権 ← [元金]＋[利息＆損害金]－[認めない額] 

   《入力例》：[元金]１００万円 

         [利息＆損害金]１０万円 

         別除権が「なし」 

         [認めない額]６０万円 

         再生債権５０万円 ← 債権額１００万円＋[利息＆損害金]１０万円－認めない額６０万円 

Ⅱ）別除権が「あり」の場合 

    ※「元金」及び「利息＆損害金」の入力に関係なく、[担保不足見込額]が再生債権になります。 

    再生債権 ← [担保不足見込額]－[認めない額] 

 １）「認めない額」が入力されていない場合 

    再生債権 ← [担保不足見込額] 

   《入力例》：[元金]１００万円 

         別除権が「あり」 

         [担保不足見込額]４０万円 

         再生債権４０万円 ← 担保不足見込額４０万円 

 ２）「認めない額」が入力されている場合 

    再生債権 ← [担保不足見込額]－[認めない額] 

   《入力例》：[元金]１００万円  

         別除権が「あり」 

         [担保不足見込額]４０万円 

         [認めない額]１０万円 

         再生債権３０万円 ← 担保不足見込額４０万円－認めない額１０万円 

【備考】 債権認否一覧表の印字については、債権額欄に[債権額]と[担保不足見込額]を２段で印字し、

[認める額]欄は[担保不足見込額]から[認めない額]を減算したものを印字します。 

 

 

(19). 入力していたデータが消えましたが・・・ 
Ｑ．昨日まで入力していたデータが表示されなくなりました。１０日程前までに入力していたデータしか表

示されません。どうなっているのでしょうか？ 
 
Ａ．ある日以降に入力していたデータが表示されなくなる原因としては次のことが考えられます。 

１）システムツールの「バックアップ＆復元」で以前の状態に「復元」した場合。 

２）再生ソフトの初期画面のメインメニューの「ファイル」にある「データのバックアップ＆復元」の「復元」を、

１０日ほど前に「バックアップ」したデータで実行した場合。 

１）２）ともに最新のバックアップデータに戻せば復旧しますが、バックアップデータがなければ戻すことは

できません。 
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(20). 解除キーの返却をしたのに、「解除キーの返却」メニューが消えま
せんが・・・ 
Ｑ．先日、解除キーの返却を行い、完了表示したのに今日画面を開けると「解除キーの返却」メニューが

表示され、再度実行ようとしてもできません。新しいパソコンで解除キーは取得できるのでしょうか？ 
 
Ａ．解除キーの返却後、システムツールの「バックアップ＆復元」等で以前の状態に「復元」されたというこ

とはないでしょうか？この場合、パソコン内の情報は解除キーが未返却の状態に戻ります。ただし、最

初に解除キーを返却した情報が、当方のサーバーに返却履歴として記録されていますので、「解除キ

ーの返却」は有効になっています。新しいパソコンで解除キーの取得を行って下さい。 

 

 

(21). 解除キーの返却をしたパソコンで、再度「解除キーの取得」を行い
たい 
Ｑ．先日、解除キーの返却を行い、新しいパソコンで「解除キーの取得」を行いました。ところが新しいパ

ソコンの調子が悪く、以前のパソコンに戻したいのですが、以前のパソコンを起動すると「ヘルプ」メニ

ューのみしか使用できません。もとのパソコンで再生ソフトを使用できるようにする方法を教えて下さ

い。 
 
Ａ．解除キーを返却すると、そのパソコン用に発行された解除キーは再度利用できなくなります。 

返却後、他のパソコンで解除キーを取得していなければ、解除キーを返却したパソコンで解除キーの

再取得はできます。また、他のパソコンで解除キーを取得した場合でも、最初に解除キーを返却した

そのパソコンを継続利用していなければ、新たに解除キーを取得したパソコンで解除キーを返却した

場合は、元のパソコンで解除キーの再取得ができます。解除キーを返却したパソコンで継続使用をし

て「不正使用防止プロテクト」がセットされた場合等で再生ソフトが使用できなくなったが、何らかの理

由で、以前に解除キーを返却したパソコンで「解除キーの再取得」が必要になった場合には、以下の

手順を行って下さい。 

【前提条件】 

１）最初のパソコン･･･解除キーを返却済み 

２）２台目のパソコン･･･解除キーを取得済み 

【再取得手順】 

１）２台目のパソコンで「解除キーの返却」を行う。 

２）最初のパソコンで再生ソフトを起動し、初期画面のメインメニューのヘルプの「バージョン情報」をクリッ

クする。 

３）「解除キーの初期化」を実行する。 

４）再生ソフトを終了する。 

５）最初のパソコンのコンピュータ名を変更する 

   ・コントロールパネルにある「システム」を起動する。 

   ・「設定と変更」をクリックしシステムのプロパティを開く。 

   ・[コンピュータ名]タブで変更をクリックしコンピュータ名を変更 

６）パソコンを再起動する。 

７）再生ソフトを起動し「解除キーの取得」を実行する。 

（注意）LAN で使用されている場合、LAN 上にある他のパソコンとコンピュータ名が重複しないことを確

認してから行って下さい。 

 

 

(22). 別除権付再生債権の支払方法に関する定めの印字について 
Ｑ．再生計画案において、「再生債権額が確定していない再生債権に対する措置」、すなわち別除権が
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行使されていない場合の当該別除権付再生債権の支払方法に関する定めを作成することができるの

でしょうか 
 
Ａ．再生債権に「別除権の目的」を入力したものが存在すれば印字されます。 

入力は、再生計画シミュレーションの「再生債権の確定処理入力＆印刷」ボタンを押して開いた画面で、

「別除権の目的」を入力する債権者を選択し、「詳細入力」ボタンをクリックします。「再生債権の確定」

画面が表示されますので、「別除権の目的」を「なし」以外に選択します。担保不足見込額があれば入

力をして下さい。「再生計画案の印刷」をクリックすると、「別除権についての定めを印字」のラジオボタ

ンが選択可能になりますので、「する」（デフォルト）を選択します。 

 

 

(23). ＬＡＮ環境での使用について 
Ｑ．再生ソフトをＬＡＮの環境で複数台のパソコンで利用していますが、クライアントパソコンで更新したデ

ータがサーバー機に反映されません。 
 
Ａ．以下のいずれかが原因です。 

１）ネットワークの接続が正常になされていないことが原因です。ネットワークの接続を確認して下さい。一

度ネットワーク接続が正常にできた後、あくる日にネットワーク接続が正常にできない原因の大半は、

サーバー機として利用しているパソコンの、「ＴＣＰ／ＩＰのプロパティ」の設定が、「ＩＰアドレスを自動取

得する」となっている場合です。「ＩＰアドレスを自動取得する」となっている場合、サーバー機が起動さ

れるタイミングによっては、ルーター又はＰＣサーバーのＤＨＣＰ機能によって付与されるＩＰアドレスが

以前に接続を確立したものと異なったものとなります。クライアントパソコンがサーバーの共有フォルダ

を参照しようとした時、クライアントが持っている「接続が確立された時点のＩＰアドレス」と現在の「サー

バーに付与されたＩＰアドレス」が違うので接続することができません。このことが原因の場合は、サーバ

ー機のＩＰアドレスを「固定」に設定すると解決します。 

２）サーバー機の共有フォルダのアクセス権を変更した場合、又は共有フォルダのアクセス権が正しく設

定されていない場合は、サーバーに接続できません。共有フォルダの「アクセス権」及び「セキュリティ」

の設定を正しく設定して下さい。「ネットワークフォルダが初期化できません。」等のメッセージが表示さ

れる場合があります。 

３）ウイルスソフトを導入した場合のパーソナルファイアウオールの設定が適切になされていない場合にも

サーバーに接続できません。 

 

通常、ネットワークのローカルネットワークにサーバー機の共有フォルダが表示され、そのフォルダ

のファイルにアクセスできる場合、接続は正常です。再生ソフトの「データベースフォルダの指定」でサ

ーバー機の共有フォルダの「再生用のデータベースフォルダ」を指定できれば、接続は確立されたこと

になります。ただし、以降のパソコン使用時に、この接続が常に確立していることを意味するものではあ

りませんので、起動時にサーバー機の共有フォルダにアクセスできることを確認されるのが良いと思い

ます。 

 

なお、ネットワークの設定に関するサポートは行っておりません。ネットワークに関して知識がない場

合にはネットワーク利用はしないで下さい。 

 

 

(24).債権者一覧の債権額と届出再生債権の債権額の関係について 

Ｑ．申立シミュレーションの債権者一覧表の２社の債権額が再生計画シミュレーションの、返済計画シミュ

レーションの債権額と一致しないのですがなぜでしょうか？ 
 
Ａ．返済計画シミュレーションの債権額は、申立シミュレーションの債権額と必ずしも一致はしません。 

以下の場合に、一致しなくなります。 
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１）「返済対象とする金額」（機能説明書の「申立新規作成」を参照）で「元本＋開始決定前日までの利

息・損害金」を選択していて、「再生債権の確定画面」で「利息＆損害金」を入力している場合。 

債権者一覧画面では、「利息＆損害金」は対象外になっています。 

２）「再生債権の確定画面」で「元金」の変更を行った場合。 

債権者一覧の債権額は変更しない仕様です。 

３）申立データを元に再生計画新規作成を行った後、申立シミュレーションの債権者一覧の「負債に入力」

で金額の変更を行った場合で、終了時に「届出債権一覧に変更を反映させますか？」で「いいえ」を

選択した場合。 

「はい」を選択すると、債権者一覧のデータと届出再生債権のデータは連動します。 

４）「再生債権の確定画面」で、別除権の設定変更を行った場合。 

５）「再生債権の確定画面」で、「認めない額」の変更を行った場合。 

４）及び５）の再生債権の扱いについては(20) 再生債権に[担保不足見込額]及び[認めない額]がある場

合の、返済計画シミュレーションの債権総額の扱いについても参照願います。 

 

 

(25).「債権者一覧」等に印字する債権者名と「タックシール」に印字する
宛名を別にする方法について 

Ｑ．「債権者一覧」に印字する債権者名は「負債の入力」画面で入力して「名称」を【株式会社アプラス

（大信販）本社】と変更前の会社名をカッコ書きで印字し、「タックシール」に印字する宛名は変更後の

【株式会社アプラス社 本社】で印字する方法を教えて下さい。 
 
Ａ．バージョンが「５．０．１．２」以降であれば、次の方法で処理ができます。 

【債権者一覧】画面の場合 

１）「負債の入力」画面を開くと、「タックシールには債権者マスタ上の会社名＆支店名を印字する」という

チェックボックスが表示されます。 

２）チェックをしない場合 

  債権者一覧表の債権者名とタックシールの宛名に、「名称」が印字されます。 

３）チェックをした場合 

  債権者一覧表の債権者名には「名称」が印字されます。 

  タックシールの宛名には「債権者マスタ上の会社名＆支店名」（チェックボックスの１行上に表示され

ているもの）が印字されます。 

【再生債権の確定処理】画面の場合 

１）「再生債権の確定」画面を開くと、「タックシールには債権者マスタ上の会社名＆支店名を印字する」と

いうチェックボックスが表示されます。 

２）チェックをしない場合 

  債権者一覧表の債権者名とタックシールの宛名に、「名称」が印字されます。 

３）チェックをした場合 

  債権者一覧表の債権者名には「名称」が印字されます。 

  タックシールの宛名には「債権者マスタ上の会社名＆支店名」（チェックボックスの１行上に表示され

ているもの）が印字されます。 

【参考】 

１）【再生債権の確定処理】のデータは、「再生計画案新規作成」時のみ【債権者一覧】のデータを引き継

ぎますが、その後は独立した制御となります。「再生計画案新規作成」後、債権者一覧で変更を行った

ものは「再生債権の確定処理」に反映しませんのでご注意下さい。 

２）「債権者マスタ上の会社名＆支店名」は、「債権者登録・修正」で「債権者」の会社名と、「本支店」の

支店名で変更入力ができます。 

３）「債権者登録・修正」は初期画面のメインメニューの「保守」、又は債権者一覧画面のメニューの「保

守」、又は再生債権の確定処理画面のメニューの「保守」より開けます。 
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(26).大阪書式 ver3.0 の財産目録の「預貯金」項目に支店名を入力する

方法について 
Ｑ．大阪書式ｖｅｒ．２．０の財産目録で２預貯金の支店名の入力域がありません。 
 
Ａ．大阪書式ｖｅｒ．３．０の財産目録の「預貯金」項目で、金融機関名と支店名を別欄に印字するように書

式の変更がありましたが、金融機関名と支店名をスペースで区切って入力すれば、金融機関名と支店

名を別欄に印字する仕様になっています。以前より届出再生債権一覧表等一部の債権者名の印字

書式で、この仕様によって印字を行っています。支店名を入力するための入力域はありませんので、

金融機関名欄で、金融機関名と支店名をスペースで区切って入力して下さい。 

金融機関名の入力欄にマウスカーソルを移動させると、「金融機関名と支店名を全角スペースで区切

って下さい」というバルーンヒントが表示されます。 

 

 

(27). 少額債権の毎回返済額の計算方法について。 
Ｑ．少額債権の毎回返済額の計算方法を教えて下さい。 
 
Ａ．毎回返済額については、選択された返済方法によって違いがあり、以下のようになっています。 

《前提条件》 

返済総額＝167,800 円 

支払期間＝36 月 

返済額の端数＝1 円未満を切上げ 

 

返済方法が【毎月返済】を選択されている場合 

１）環境設定の再生計画案タブの[再生計画案の弁済方法の支払割合の印字方法]で「百分率表記（９．

９９％）」が選択されている場合 

支払割合・・・・１÷36 回＝2.78％ 

毎月返済額・・・167,800 円×2.78％＝4,665 円 

毎月返済額が 5,000 円未満の債権について少額債権の特例を適用する場合 

毎回の返済額・・4,665 円×2 ヶ月分＝9,330 円 

毎月返済額が 10,000 円未満の債権について少額債権の特例を適用する場合 

毎回の返済額・・4,665 円×3 ヶ月分＝13,995 円 

※少額債権の特例適用で隔月返済となる場合は、毎月返済額を基準に毎回返済額が算出されま

す。再生計画案の「少額債権の特例」の文言はこの基準でセットされます。 

※再生計画案の弁済方法の支払割合の文言は[2.78％]とセットされます。 

 

２）「分数表記」が選択されている場合 

毎月返済額・・・167,800 円÷36 回＝4,662 円 

毎月返済額が 5,000 円未満の債権について少額債権の特例を適用する場合 

毎回の返済額・・4,662 円×2 ヶ月分＝9,324 円 

毎月返済額が 10,000 円未満の債権について少額債権の特例を適用する場合 

毎回の返済額・・4,662 円×3 ヶ月分＝13,986 円 

※少額債権の特例適用で隔月返済となる場合は、毎月返済額を基準に毎回返済額が算出されま

す。再生計画案の「少額債権の特例」の文言はこの基準でセットされます。 

※再生計画案の弁済方法の支払割合の文言は[36 分の 1]とセットされます。 

 

返済方法が【３ヶ月ごと返済】を選択されている場合 

１）環境設定の再生計画案タブの[再生計画案の弁済方法の支払割合の印字方法]で「百分率表記（９．
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９９％）」が選択されている場合 

支払割合・・・・１÷12 月＝8.34％ 

毎回返済額・・・167,800 円×8.34％＝13,995 円 

※再生計画案の弁済方法の支払割合の文言は[8.34％]とセットされます。 

 

２）「分数表記」が選択されている場合 

毎回返済額・・・167,800 円÷12 回＝13,984 円 

※再生計画案の弁済方法の支払割合の文言は[12 分の 1]とセットされます。 

 

 

(28). 「担保不足見込額」がある場合の返済計画表の印字方法の選択に
ついて【最高裁・東京書式】 

Ｑ．「担保不足見込額」がある場合、返済計画表の確定債権額欄に「担保不足見込額」と印字する方法

はどのようにしますか？ 
 
Ａ．「担保不足見込額」がある場合の印字方法の選択は「環境設定」の返済計画タブで設定します。 

１）「[担保不足見込額]と印字し、各回返済額は空欄」の場合 

 

 

※1 行目のデータ 

確定債権額欄に「担保不足見込額」、返済総額

欄に「注４」と印字します。 

各回の返済額欄は印字しません。 

 
２）「[担保不足見込額]と印字し、各回返済額も印字」の場合 

 

 

※1 行目のデータ 

確定債権額欄に「担保不足見込額」、返済総額

欄に「注４」と印字します。 

 

各回の返済額欄は印字します。 

 
３）「通常の債権と同様に印字」の場合 

 

 

※1 行目のデータ 

確定債権額欄に「担保不足見込額」、返済総額

欄に「注４」は印字しません。 

 

各回の返済額欄は印字します。 
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17.開発者 
製品名「再生手続支援システム」 

日本アイ・エム・シー株式会社 

〒531-6129 大阪府大阪市北区大淀中 1-1-30 梅田スカイビルタワーウエスト 29 階 

ＴＥＬ 06－6450－8915 

ＦＡＸ 06－6450－8917 

ホームページＵＲＬ http://www.nihon-imc.co.jp/saisei/ 

E-mailアドレス     saisei@nihon-imc.co.jp 

 

 

18.年間使用ライセンス金額 
１ライセンス １５、０００円（消費税別） 

※ 継続使用の場合は 12,000円（消費税別）です。継続使用とは契約期限内に契約更新を行う場合

です。契約期限内に更新されない場合は継続使用にはなりません。 

※ プログラムのアップデートは随時行います。 

 

 

19.動作環境 
再生手続支援システムの動作には，Windows 7/8/8.1/10 またはその 100%互換オペレーティング

システム，Pentiumプロセッサ（1.8GHz以上を推奨）、7/8/8.1の場合 1.5GB以上のシステムメモリ、

約 60MB のディスク空き容量が必要です。ディスプレイは 1024×768 以上の解像度で使用して下さ

い。また文書ファイルの出力には Office2007 以降のバージョンの MS-Word が必要です。Office 

2013 及び Office 365 も動作確認済みです。 

※Office 365 は、クラウドを利用したグループウエアです。最新のデスクトップバージョンの Office

が含まれていますので、オフラインでもオンラインでも最新バージョンの Office を利用して、Office で

作成した資料を利用できます。Office 365 は年間契約(12,360 円～(税別))で、１ユーザーあたり 5 台

のデバイス（パソコン等）にインストールできます。弊社サイトにて Office365 の無償試用１ヶ月ライセン

スが取得できます。 

 

 

20.ユーザーサービス規定 
弊社では、利用者登録をいただいたお客様に、ユーザーサービスプログラムを用意しています。プ

ログラムの使用許諾契約書に同意され、規定の料金を支払われたお客様には、弊社より「登録キー」

を発行いたしますので、利用者登録を行ってください。 

 

 

21.ユーザーサービスプログラム 

(1)スタートアップサポート 
ソフトウェア導入時期に発生しやすいお客様の問題解決を目的としたサポートを提供いたしま

す。ソフトウェアの導入あるいは設定上の問題を中心にご質問にお答えいたします。ヘルプやＲｅａ

ｄｍｅファイルなどのオンラインドキュメントなどを参照しても問題が解決できない場合にご利用下さ

い。 

本サポートでは、運用ノウハウについては対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。 

なお、本サービスの提供は、ご契約開始後最初のお問い合わせから３カ月間（９０日間）で、か

つご購入後６カ月（１８０日間）を越えない期間です。 

(2)無償サポート 
ユーザー登録をされたお客様に対して無償にて下記のサービスを提供いたします。 

http://www.nihon-imc.co.jp/saisei/
mailto:saisei@nihon-imc.co.jp
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① 債権者データ・郵便番号辞書のダウンロード 

② 法改正等によるバージョンアッププログラムのダウンロード 

【注意事項】 Windows の操作及びＬＡＮの運用に関するサポート等、本ソフトウエアに直接関

係のない内容に関してはサポートの対象外です。 

本サポートは年間使用ライセンス契約期間中のみです。年間使用ライセンス契約の開始日から

１年間をもって終了いたします。契約期限の１ヶ月前から契約更新を受け付けておりますので継

続使用を希望される場合は、契約期間内に契約代金のお支払をお願いします。入金が確認で

きない場合、契約は終了します。 

 

(3)サポートお問い合わせ先 
サポートはメール又はＦＡＸを原則とします。緊急の場合には電話でも受け付けます。 

ＴＥＬ 06－6450－8915      ＦＡＸ 06－6450－8917 

初期画面のメインメニューのヘルプにある「ＩＭＣへのメール」をご利用下さい。 

(4)サポート受付け時間 
月曜日～金曜日 9：30～11：45  13：00～17：00 

（祝祭日、夏季休暇、年末年始休暇、その他弊社非営業日を除く） 

(5)年間使用ライセンス契約料金 
年間１２，０００円（使用開始日から１年間）（消費税別） 

但し前年度より契約を継続されていない場合は、年間１５，０００円（消費税別）になります。 

 

 

22.ソフトウェア使用許諾契約書 
日本アイ・エム・シー株式会社（以下、「弊社」といいます。）ではお客様に対しこの使用許諾契約

（以下、「本契約」といいます。）を設けております。 

利用者登録画面にて利用者登録をされた場合は、本契約にご同意くださったものと解釈させていた

だきますので、本契約の内容を十分ご確認の上、利用者登録をしてください。利用者登録をされても、

代金のお支払があるまではこの契約は有効にはなりません。 

なお、本製品に関するサービスとは、本契約書および別掲の「ユーザーサービスプログラム」に定め

る範囲とします。「ユーザーサービスプログラム」もあわせてご確認ください。 

 

第１条（定義） 
① 「本プログラム」とは、本契約書と共に提供されるコンピュータプログラム及びデータをいいます。

本プログラムに関して、弊社が後に提供することがあるアップデート品、交換品についても本契約

が適用されるものとします。 

② 「関連資料」とは、本プログラム使用のために、弊社が本プログラムとともに提供する資料をいいま

す。なお、関連資料に関して弊社が後に提供することがある改良品、交換品についても本契約が

適用されるものとします。 

③ 「本ソフトウェア」とは、本プログラムおよび関連資料をいいます。 

④ 「本製品」とは、本契約書と共に提供される、本プログラム、本プログラムの複製、関連資料、その

他付属物の総称をいいます。本製品に関して、弊社が後に提供することがあるアップデート品、交

換品についても、本契約書が適用されるものとします。 

⑤ 「お客様」とは、本製品の所有者一人を指します。法人、団体等で所有される場合は、使用者一

人を決めていただくか、管理担当者を決めていただきその方一人を指します。 

⑥ 当然、本契約に関する責任は、お客様にありますが、法人、団体等で所有の場合はその法人、

団体等も責任を負うものとします。 

⑦ 「アップデート」とはバージョンアップに満たない小幅な機能修正をいいます。 

⑧ 「破棄」とは、お客様も、他の第三者も再び使用できないように、焼却、裁断等の方法をもって処

分することをいいます。 



機能説明書 
再生手続支援システム 

日本アイ・エム・シー株式会社 

244 

 

⑨ 「マスターディスク」とはお客様が本製品を最初に手にされたときプログラムが収められ

ていたＣＤ－ＲＯＭ（ＣＤ－Ｒ）をいいます。 

第２条（使用条件） 
① お客様は、バックアップを目的として、１セットに限り本プログラムを他の磁気媒体に複

製（コピー）することができます。ただし、本製品のマスターディスクがＣＤ－ＲＯＭの

場合はバックアップ目的の複製を認めません。 

② お客様は、本製品を使用するために、ネットワークサーバを除く１台のコンピュータにイ

ンストールできます。ただし、次の条件をすべて満たす場合に限り、他の１台のコンピュ

ータにインストールすることを認めます。 

Ａ．どちらのコンピュータもお客様一人以外が使用しないこと。 

Ｂ．本プログラムをそれら２つのコンピュータで同時に使用しないこと。 

Ｃ．インストールするコンピュータがネットワークサーバでないこと。 

Ｄ．本製品のマスターディスクがＣＤ－ＲＯＭでないこと。 

Ｅ．２つのコンピュータで同時に解除キーの取得・入力を行わないこと。 

③ プログラムを使用するには利用者登録をコンピュータに対して行わなければなりません。

購入されたお客様には、利用者登録キーを配布致します。利用者登録キーは同時に複数の

コンピュータに入力することはできません。ただし、コンピュータの故障により一時的に

他のコンピュータを代替機として利用する場合は例外とします。 

④ 利用者登録をしたパソコンは、コンピュータごとに発行される「解除キー」で管理されま

す。 

 

第３条（権利留保および禁止条項） 
① 弊社は、本製品に関する著作権、その他一切の知的財産権および本プログラム（有体物としての

プログラム製品とその媒体をいう）に関する所有権を有しております。本契約においてお客様に明

示的に付与される以外の権利についてはすべて弊社が保有いたします。 

② お客様は、本契約に基づき、本ソフトウェア等を非独占的に使用することができます。この使用権

および本契約上の地位は、他に譲渡することはできません。 

③ 弊社よりの許可がない限り、本製品の印刷物のすべて、または一部を複製することはできませ

ん。 

④ 本製品のすべて、または一部を譲渡、貸与、再使用許諾、中古品取引、レンタル、リースすること

はできません。 

⑤ 本製品に表示されている著作権、その他の権利者の表示に変更を加えることはできません。 

⑥ 本契約ならびに著作権法その他法令にお客様が違反され、弊社に損害が生じた場合は、その

賠償を請求させていただくことがあります。 

⑦ 本製品をネットワークまたは複製の端末で使用することはできません。 

⑧ 本製品の改変、リバースエンジニアリングを行うことはできません。 

⑨ 本製品の使用により知り得た弊社の秘密を、正当な理由なく他の第三者に対して漏洩してはなり

ません。 

第４条（保証範囲） 
① 弊社は、お客様が本製品を購入された日から６０日間に限り、マスターディスクや関連資料に物

理的な欠陥があった場合には、これらを無料で交換いたします。 

② 弊社は本プログラムがお客様の考えておられる特定の作業に完全に適合することを保証するも

のではありません。 

③ 本製品は予告なく、仕様を変更することがあります。 

④本製品は最低１ヶ月に１度はインターネットに接続される必要があり、プログラム等のアップデート

のサービスはインターネットからのみうけることができます。 

第５条（責任制限） 
① お客様が期待する成果を得るための製品の選択導入、使用および使用結果につきましては、お

客様の責任とさせていただきます。 

② 本製品の機能その他につき、弊社が関知することなく第三者がなした説明、約束、宣伝等につい
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ては弊社は一切の責任を免れます。 

③ 本製品の使用または使用不能により、お客様または第三者が被った直接的、間接的損害に対す

る弊社の債務は、いかなる場合においても、本製品の価格を限度とします。 

④ 本ソフトウェアに容易に発見することができない誤りがあった場合、補修、代替良品に交換するこ

とができる場合には、これを行うものとします。これ以外の場合には当社はその誤りの修正の努力

を行うものとします。また補修、代替良品の提供時期は弊社が決定します。 

第６条（契約期間） 
① 本契約の期間は、原則としてお客様が本製品年間使用ライセンス契約の代金を支払った日から

１年間とします。また、本契約期間満了の場合にも、弊社もしくはお客様から、本契約の更新をし

ない旨の意思表示がなされない限り、さらに同内容で更新されるものとします。 

② 本契約期間内に契約代金の支払いが確認できなかった場合、１ヶ月の猶予期間をもって契約解

除となります。猶予期間内に契約代金の支払があった場合は契約を継続します。契約解除後に再

度年間使用ライセンス契約を申し込まれた場合は新規申込みとします。 

第７条（契約の終了） 
① お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合は、弊社は契約期間中といえども、通知を行

うことにより、本契約を終了させることができます。その場合、本契約に基づいて弊社がお客様に

負担する一切の義務を免れます。また、お客様には、本製品の使用を中止し、速やかに本製品を

破棄していただきます。 

② 弊社が将来提供するかも知れないバージョンアップサービスにて、お客様が次期バージョンにバ

ージョンアップされた場合、本製品に関する契約は自動的に終了いたします。この場合、本契約

に基づいて弊社がお客様に負担する一切の義務を免れます。また、本製品の使用を中止し、速

やかに本製品を破棄していただきます。 

第８条（その他） 

① 本契約に関する一切の紛争に関しては、大阪地方裁判所を管轄の裁判所とします。 

②  本契約は日本国法に従います。 

以上  
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重要 Windows 7/8/8.1/10で利用される場合 

Windows 7/8/8.1/10 では、コンピュータに管理者アカウントでログインしている場合でも、コンピュー

タを使用するユーザ全員に影響する変更がユーザによって行われるのを防止するため、通常の操作は

標準アカウントと同じ権限で実行されています。このため、アプリケーション実行時にすべての機能が表

示されない、あるいは必要なファイルへのアクセスが制御されて処理がされないなどの問題が発生する

可能性があります。これらの問題の多くは、アプリケーションを管理者として実行することによって解決す

ることができます。本プログラムは標準アカウントでログインしている場合でも、管理者特権を有効にして

動作します。したがってプログラムの起動時に次のダイアログ画面が表示された場合には「はい」等のクリ

ックでプログラムを実行して下さい。 

【Windows 10】 

 
 

【Windows 7】 

 
 

 [はい]又は[続行]をクリックして下さい。 
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